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第9章 現代 r市民社会組稜｣の地理一歴史的編成

- 団休結成年 ･郊外化 ･影響の継続-

山本 唯人

1 本稿の課題

現代首都圏において活動する ｢市民社会組織｣は､いっ頃､どのように形成されたのか｡こ

の間について､本稿では､以下 ､3つのアプローチから検討する｡

第 1に､｢団体結成年｣に関する考察である｡ここでは､個別の団体ではなく､調査対象と

なる ｢市民社会組織｣の結成年を総体として観察した場合､そこから何を読み取ることができ

るかを課題とする｡

第 2 に､結成された団体の空間的広がりに関する考察である｡現代首都圏における ｢市民社

会組織｣の形成は､空間的にはどのようなエリアに影響を与えたのか｡特に､戦後都市化の過

程で形成された ｢郊外｣空間の意義に注目する｡

第 3 に､戦後日本の社会運動が ｢市民社会組織｣の形成に与えた影響である｡特に､｢社会

運動の噴出｣の時代とされる 1960年代の社会運動が､現代 ｢市民社会組織｣の形成にどのよ

うな影響を与えたのかが関心の中心となる｡

このように､本稿の目的は､① ｢団体結成年｣の分布､②空間的な広がり (郊外化)､③ 1960

年代の社会運動との連続と断絶という3つの側面から､現代 ｢市民社会組織｣の地理的 ･歴史

的編成過程に関する全体的なイメージを提示することにある｡

2 現代 r市民社会組織｣の歴史的編成r一一｣司体結成年の分布

2-1 分水嶺としての 1970年代

団体結成年の分布を見てみよう (図 9-1)0

図9-1団体結成年の分布
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II'.結成年戦前は ｢1877年｣を最も早い時期としていくつかの団体結成があり､

戦後は ｢1945-60年頃｣､および ､｢60-70年頃｣の 2回にわたり団体結成の小さな山が認め

られる｡70年代以降､細かな上がり下がりを繰り返しながら右肩上がりで結成団体数が増加し

､90年代後半､さらに大きな盛り上がりを迎えて現在に至る｡全体の分布を見ると､現代

首都圏における ｢市民社会組織｣の大部分は ､｢1970年代以降｣に結成されたものであるこ



考察を進める前に､この ｢波形｣が意味するものについて確認しておくO

辻中豊らの ｢団体の基礎構造に関する調査 (JapanⅠnterestGroupStudy,JIGS)｣(辻中編,

2002)では､同様の作業から､同調査の対象とする ｢団体｣の歴史的形成過程を検討している｡

｢団体結成年｣の分布が表すのは､第一義的には､｢調査時点で存続している団体｣が､いつ

頃､どれくらい結成されたかであり､歴史上の各時点で実際に結成された団体数を示すもので

はない｡例えば､ある時点 (tl)で団体結成の波があったとしても､次の時点 (t2) で団体が

消えてしまえば､その波形はこの図に記録されない｡

それにもかかわらず､JIGSでは､ある条件のもとでは､｢団体結成年｣のグラフが歴史的な

団体結成のサイクルを一定程度保存していると推定してかまわないとしているo

その条件とは､①団体の誕生は社会的 ･政治的要因に規定される側面が強いこと､②寿命の

ある自然人と異なり､ある時期集中的に設立された団体は､一定の永続性を持って存続すると

考えられることである｡

このうち､①の条件は､本調査の ｢市民社会組 織｣にも一定程度当てはまると思われる｡し

かし､②に関しては JIGSと同じように当てはまるとは言えないOなぜなら ､JIGSは職業別

電話帳に記載された ｢組合 ･団体｣､地方自治体が把握する ｢自治会｣､行政の把握する ｢NPO

法人｣など､比較的組織化 ･制度化の度合いの高い団体を主な対象としているのに対して､本

調査では ｢市民社会組織｣の 3要件 (自発性 ･集合性､イシュー対応性､介入性)を満たしさ

えすれば､組織化 ･制度化の度合いに関わらず､考察の対象に含めるという方法を採用してい

るからである｡

例えば､JIGSでは､｢政治 ･市民 ･環境｣などをテーマとする ｢アドボカシーセクター｣の

集積について考察する際､｢大衆運動や市民団体 ･住民団体は､砂山のように､急速に盛り上が

っては消滅してきた可能性｣があるため､｢団体結成年｣の波形から､直ちにその強固さ/脆弱

さを推論することに留保を求めている｡本調査は､まさにこの ｢砂山｣のように盛り上がって

は消えていく団体まで考察のウイングを伸ばすことに主眼の 1つを置いている以上､｢団体結

成年｣の分布が表すものを､より厳密に解釈しなければならない｡

では､あらためて､この ｢団体結成年｣の分布が表すものは何かO

それは､各時点における実際の団体結成数の近似ではなく､現存する ｢市民社会組織｣の集

合体 (これを ｢市民社会組 織｣セクターと総称する)が､いっ頃から､どれくらいのペースで

｢蓄積｣(実際の結成団体数一現在までに消滅した団体数)されたか (-団体の蓄積過程)を近

似的に表すものと解釈するのが適当であろうO｢現代｣という限定が必要なのは､ここで表され

るものが､あくまで､現在時点でスナップショット的に観察しうる団体の集積であり､それ以

上の考察には及ばないから (及ぼすことができない)である,

ただし､歴史的に多くの団体結成が見られた年は､｢生き残っている｣団体数も相対的に多く

なると仮定すれば､図 9-1の ｢波形｣(量的水準は実際の結成団体数より大きく減少している

だろうが)そのものは､過去における団体形成のサイクルをある程度保存していると考えるこ

とができる｡例えば､戦前において団体の結成が認められる時期は､立憲政治の成立期 (19世

紀後半)､日露戦後期 (20世紀初頭)､大正デモクラシー期 (1920年代)など､歴史研究によ

って団体結成の盛り上がりが確認されてきた時期と重なるし､戦後 (特に 50年代)､60年代も

それぞれ社会運動の高揚が見られた時期と重なる｡

以上の限定を踏まえて､グラフの波形から､現代首都圏における ｢市民社会組 織｣の蓄積過

程を5つの段階に分け､各段階に結成された団体数 (および割合)を示すと以下のようになる

(表 9-1)0

ー 140-



表9-1 現代 ｢市民社会組織｣形成の時期区分 (5段階区分)

段階 %(団体数)

Ⅰ)戦前 (1877 .86.1903.21.23.25.39.41年) 1.1(

8)Ⅱ)1946-59年 2.5

(18)Ⅲ)1960-69年 4

.4(32)Ⅳ)1970-94年 3

9.3(286)Ⅴ)1995-2006年 52.7(384)

合計 100(728)現代首都圏における ｢市民社会組織｣は､早い段階では 19

世紀末から蓄積を開始するが､合計 90%以上に上る圧倒的な割合が､70年代以降に結成された団体で占められてい

ることが改めて確認される｡JIGSでは､戦後 10年間の体制変革期における ｢生産者セク

ター (経済 ･農業 ･労働 )｣の噴出を､戦後日本における ｢団体｣世界の構造を形作った契機とし

て重視し､｢権威主義体制 ｣による抑圧を経た上での ｢体制変革 (戦後改

革)｣が持つ意義を強調した｡これと比較してみると､敗戦後に見られたであろう｢市民社会組

織｣形成の波は､｢団体｣そのものの物理的存続関係で見るかぎり小さな規模でしか痕跡を残して

いない｡また､｢戦後改革 ｣以上に､｢1970年代｣という分水嶺の存在が大きな意味を持っ

ていることが､現代 ｢市民社会組織｣に固有の特徴として指摘 することができるだろう｡

2-2 イシュー別団体結成年これらの ｢市民社会組織｣を主なイシュー (16分類)別に分

解して見た場合､いつ頃から､どのような順序で団体の蓄積は進行したのか｡5つの段階別に

､その時期結成されたイシューの団体数 (および割合)を

示すと表9-2のようになる｡この表をもとに､蓄積の開始時期を共有するイシューをグル

ープにまとめ､さらに､蓄積のペースが急増する ｢成長期 ｣(30%以上とする)によって下位区

分を設けると､以下の 10グループに分け

ることができる (表 9- 3) O第 1は､戦前に最初の蓄積を開始したグループである (平和

･福祉 ･災害救援)｡現代 ｢市民社会組織｣を構成する最も ｢古典的｣なイシューと呼ぶことがで

きる｡｢福祉｣は､全体を通して最も団体数が多く､また ､70年代以降に大きな増加が見ら

れるという点で ｢現代性｣も備えたイシューである (ここで取り上げたのは各団体が現在時点

で最も重視しているイシューであり､必ずしも結成時に重視していたイシューと一致して

いないことは注意を要する)0第 2は､｢戦後 ｣(1946-59年)に蓄積を開始したグループ

である｡内訳は､比較的なだらかに増加するイシュー (消費者) ､70年代以降成長するイシュ

ー (環境 ･教育 ･国際協力 ･自治 ･人権 ･ジェンダー) ､90年代以降成長するイシュー (地域

活性化)の 3 グループに分けられる｡この時期は､全 16イシューの内の8イシューで蓄積が

開始された｡団体 ｢数｣の本格的集積は､70年代以降であるものの､多様なイシューが一挙に蓄

積を｢開始｣したという点で､｢戦後｣は 1つの画期をなしている｡特に､｢環境｣は､この

グループの中で最も団体数が多く､全体でも ｢福祉｣に次ぐ第 2 位を占めている｡｢戦後｣を

契機に後発で蓄積を開始したグループの代表的なイシューと位置づけること



表9-2 イシュー別団体結成年の分布 (イシュー 16分類)

イシュー 戦前 1946.-59 1960..-69 1970-94 1995-2006

合計平和 .戦争 7_1(2) 7.1(2) 14.3(4) 25(7)

100(28)福祉 .保健 .医療 2.3(4) 2.3(4) 4.6(8)

100(173)災害救援 .地域安全 16_7(1)

o(o) o(o) 100(6)消費者 o(o) 7.7(1) 15.4(2) .1(3) 100(13)

環境問題 o(o) 1ー9(3) 1.3(2) 1

00(156)教育 o(o) 2.1(1) 4.3(2) >r

t:: 100(47)国際協力 .国際化 o(o) 2_2(1) 4.4(2)

100(45)自治 .市民活動支援 .政治 o(o) 4.3(3) 1.4(1) 100(70)≡譜≡;':.::;;:::苧===:=i=.=:ち...:¥:==ニ:::=ニŶ==:====::;葦宝書抑::≡:≧::=

==:人権擁護 0(0) 4(1 ) o(0) ==='=ノ=:i:::モ=== ==ニ::≡;≡;≡≡喜;;.=. 100(25)

ジェンダー .セクシュアリティ o(o) 5(1) o (o)

100(20)地域活性化 0(0) 4_3(1) 4.3(1) .7(5)

:～:: 100(23)文化 .芸術 .スポーツ 0(0) o(o) 7.1(2) 100(28)

-,¥::こ.....:: :::.:.>:.:::::;.I.::::::i::::::職業 .

労働 .雇用 o(o) 0(0) 4_2(1) 100(24)まちづくり o(0) o(o) 8_6(3) 14.3(5) 100(35)

情報 .先端技術 o(o) o(o) o(o) 14_3(1) ～:::

100(7)スピリチュアル .宗教 o(o) o(o) o(o) 蛎=4-=====毒==喜 0(0) 100

(2)合計 1(7) 2.6(18) 4(28

) 100(702)ま前期から20%以上増

加が見られる段階｡蓄積が開始された段階の数字をゴシックで示したO表9-3

蓄積の ｢開始期｣と ｢成長期｣によるイシュー分類 (10グループ)(1 ) 戦前に団体の蓄積を ①平和 .戦争 (2

8団体)/比較的緩やかな増加開始したグループ ②福祉 .保健 .医療 (

173団体) /70年代以降成長③災害救

援 .地域安全 (6団体) /70年代以降成長､特に 90年代半ば以降(2)戦後 (1946-

59)に ④消費者 (13団体)/比較的ゆるやかに増加団体の蓄積を開始したグ ⑤環境問題 (156団体).教育 (47団体).国際協力 (45団体).自治 (70団体)

.ループ 人権擁護 (25団体).ジェンダー (23団体) /70年代以降成長⑥地域活性化 (23団体) 90



第 3 は､｢60 年代｣(1960-69 年)に蓄積を開始したグループである｡この時期は､｢市民

社会組織｣としての性格を持つ ｢労働｣団体の結成が見られると同時に､｢文化｣や ｢まちづく

り｣のようによりソフ トなイシューで蓄積が始まった｡ただし､｢まちづくり｣は 90 年代以降

に成長期が見られるという特徴がある｡

第 4 は､｢70 年代以降｣(1970-94 年)に蓄積を開始したグループである｡このグループに

は ｢情報 ･先端技術 ｣ ｢スピリチュアル ･宗教｣が属する｡

以上を踏まえて､ではそのなかで､相対的に ､70 年代以降の ｢市民社会組 織｣の形成に大き

な影響を与えたのは､どのイシューなのか｡表 9-2 から､｢1970 -94年｣および ｢1995-2006

年｣に結成されたイシューの内訳をグラフにすると図 9-2 のようになる｡



2-3 国体資源の配分に対する影響

イシューごとの蓄積 ･成長時期の違いは､現代 ｢市民社会組織｣の蓄積過程において､この

ような歴史的順序で､団体資源の集積が生じたことを表している｡では､こうした歴史的な資

源動員のパターンは､イシュー間における団体資源の配分にどのような影響を与えるのか｡以

下､JIGSで採用された ｢団体統合空間｣モデルの議論を用いて､若干の考察を行ってみたいD

｢団体統合空間｣モデルの発想は､以下のように要約することができる｡

はじめに､国家 ･制度次元 (団体形成の機会を提供/規制する)と社会 ･資源次元 (団体形

成の資源を提供する)の 2軸によって規定される空間 (-団体統合空間)が､団体形成可能な

空間の ｢規模｣を決定する｡

この空間から､｢政府組織 (国家関連領域)｣と ｢民間企業 (企業関連領域 )｣､｢伝統的共同体

(親族 ･宗教組織など)｣の領域を取り除いた空間が､｢市民社会組織｣の成立可能な領域であ

るOこの領域を､どのような団体が､どの段階で､どの程度占拠するか､その集積によって生

じる団体セクター間の布置によって､当該社会における団体の構造を特徴づけるという議論で

ある (図 9-4模式図)a

図9-4 ｢団体統合空間｣モデルの模式図 (辻中編 ,2002)
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表9-4 イシュー別 ｢常設事務所｣資源の分配 (岩 出 団体数比例配分を上回る数値)

イシュー %(団体数) 常設事務所

有平和.戦争 3.8(34

)福祉.保健 .医療 24.

5(219)災害救援.地域安全

0.9(8)環境問題 23.3(

208) 17 .0(110)職

業.労働 .雇用 2.7(24)まち

づくり 5.3 (47) 5.1(33)全体合計(その他のイシュー含む) 100(894) 100(648)

表9-5 イシュー別 ｢個人会員数｣資源の分配 (同上)イシュー %(団体数) 0-9人 10 -99人 100-9

99人平和.戦争 3.8(34) 0(0) 1.6(6)

福祉 .保健 .医療 24.5(2 19) 16.7(4)

24.0(72)災害救援.地域安全 0.9

(8) 0(0) 0.3(1)環境問題 23.3(208)

29.2(7) -職業.労働 .雇用 2.7(2

4) 0(0) 2.7(10) 2.3(7)まちづくり 5.3(47) 8.3(2)

4.0(12)全体合計 (その他のイシュー含む

) 100(894) 100(24) 100( 364) 100(300)表9-6 イシ

ュー別 ｢年間予算｣資源の分配 (同上)% (団体数) 鶴(団体数) 100万円以上～ 500万円
以上～1,000 1,000万円以上～500万円未満

万円未満 5,000万円未満平和 .戦争 3.8(34

) 料 3.4(5)福祉 .保健 .医療 24.5(219) 18.2(
37)災害救援.地域安全 0.9(8) 城 #

0(0) 0.7(1)環境問題 23.3(208)

20.2(41) ll.8(ll) 12.2(18)職業.労働 .雇用 2.7(24)

洪 2.2(2) 2.7(4)まちづくり 5.3(47) 4.3(4)

2.7(4)全体合計(その他のイシュー含む) 100(894) 100(20

3) 10P(93) 100(147)上の表 9-4I5･6では､各 イシューの

使用する資源が､団体数で比例配分した値よりも多く配分されているケースについて､網かけして示した

O配分されている資源が､団体数の比例配分よりも多ければ相対的に有利な条件､少なければ不利な条

件にあるイシューと見なすのである｡まず､｢常設事務所｣資源 (表 9-4)では､先

発イシューの ｢平和 ｣ ｢福祉 ｣ ｢災害救援｣が団体数比例よりも多くの資源を獲得し､後発の ｢環境 ｣ ｢

まちづくり｣で少なくなっている｡｢労働｣は ｢市民社会組織｣としては後発のグループだが､資源 として は多くを確保できている｡

次に､｢



最後に､｢年間予算｣資源 (表 9-6)では､｢100万円以上 500万円未満｣で ｢平和 ｣｢災

害救援｣｢労働 ｣｢まちづくり｣が ､｢500万円以上 1000万円未満｣で ｢平和 ｣｢福祉｣が ､｢1000

万円以上 5000万円未満｣で ｢福祉｣が､団体数比例よりも多くの資源を確保できている｡こ

れに対して ｢環境｣は､いずれの予算規模グループでも､相対的に少ない資源しか確保できて

いない｡

このように､比較的早い段階から資源動員 (団体の蓄積)の開始された ｢平和 ｣ ｢福祉 ｣ ｢災

害救援｣などのイシューは､団体空間の内部に相対的に ｢根強い地盤｣を確保できている状況

が確認された｡他方､後発の ｢環境｣イシューは､団体数では ｢福祉｣に次ぐ位置を占め､特

に､70年代以降の｢市民社会組織の噴出｣に最大のインパク トを与えたイシューでありながら､

｢常設事務所｣や ｢予算｣などの面で､その規模 (団体数や会員数)に見合うだけの資源を確

保できていない0

2-4 小括

本調査に回答のあった団体のうち ｢結成年｣の明らかなものについて､その全体的な傾向を

分析すると､大部分が ｢1970年代以降｣に結成されたものであることが分かる ｡｢70年代｣が

組織形成の歴史的分水嶺となっていること-このことは､本調査のいう現代 ｢市民社会組織｣

の顕著な特徴の 1つである｡

それらをイシュー別に分解して見た場合､団体数では ｢福祉 ･医療 ･保健 ｣｢環境問題｣で全

団体数の 50%近くを占めてしまう｡その意味で､これらは､現代 ｢市民社会組織｣を代表する

イシューであるといえるだろう｡

しかし､辻中らが JIGSで用いた ｢団体統合空間｣のモデルを援用すると､外面的な観察と

は少し違った様相が見えてくる｡｢平和 ｣｢福祉 ｣｢災害救援｣など､歴史的に早い段階で団体の

集積を開始したイシューでは､団体数比例よりも高い割合で､｢常設事務所 ｣ ｢個人会員数 ｣ ｢年

間予算｣などの団体資源を確保できているのに対して､後発の ｢環境｣では､それよりも低い

水準でしか団体資源 (特に ｢常設事務所｣と ｢年間予算 ｣)を確保できていないという状況が浮

かび上がってきた｡

これらは､｢団体数｣とは別の次元で､｢平和 ｣｢福祉 ｣｢災害救援｣などの ｢古典的｣イシュ

ーが､今なお ｢市民社会組 織｣の世界における重要なポジションを占めていることを示してい

る｡同時に､それらが､｢環境｣に代表される新たな ｢参入者｣と､どのように団体資源を分か

ち合い､イシュー間の関係を組み直していくかが､｢市民社会組織の空間｣における隠れたテー

マになっていることを示唆しているといえるだろう｡

3 現代 r市民社会組簸｣の地理的編成- r郊外｣空間の意義

3-1 所在地別同体結成年の分布- ｢1970年代｣の地理的インパク ト

｢市民社会組織｣の活動は透明な空間の上で行われるわけではない｡資源やノウハウの集積

する一定の空間的フレームワークの上ではじめて機能し､展開されるものである｡

では､｢1970年代｣を分水嶺として進行した現代 ｢市民社会組織｣の結成は､空間的には､

主としてどの地域に､どのようなインパク トを与えたのだろうか｡この間について､戦後都市

化の過程を通じて形成された ｢郊外｣空間の意義という観点から､検討することが第 2の課題

である｡

はじめに､所在地別団体数の分布を見ておこう (図 9-5)｡
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｢23 区｣に 39% ､横浜市 ･川崎市の大都市を抱える ｢神奈川県｣に 24% という大きな集積があり､｢多摩 ｣｢埼玉県 ｣｢千葉県｣の順で 10%前後の団体の集積が見られる｡首都

圏全体で見ると､約 4 割の団体が都心 (23 区)に､半数以上が ｢多摩

｣ ｢神奈川県 ｣ ｢埼玉県 ｣ ｢千葉県｣などの ｢郊外｣地域 (横浜 ･川崎など

の大都市も含む)に集積しているのである｡そこで､次に､団体結

成の波が所在地別にどれくらいのインパクトを及ぼしているのかをまとめ

たのが､以下の表 9-7である｡表9 - 7 所在地別団体結成年%( 団体数) 戦前 194 6- 5 9 1960 - 6 9 197 0- 9

4 199 5 - 2 00 6 合 計23 区 2.1( 6) 3 .8 (ll ) 6.3 (18 )

100 (2 87)多摩 0(0) 2.1(2) 3,2 (3)

1 0 0 (95)神奈川 県 1.1( 2) 1 .7 (3) 3. 4(6) 10 0 (1 77 )

千葉県 0(0 ) 0(0) 1. 6(1) 10 0 (6

2)埼玉県 0(0 ) 2.6 (2) 3.8 (3) 1 0 0 (78)*=S:::.= L::.:≡:=i<:::=:::= ==,:.:.::i:=== 祝.I.fj=fl 至…妻:;:/ :;i:;

東京都 (区 市町村不明) 0(0) 0(0) 37(1) 48. 1(13 ) 4

8.1 (13 ) 10 0 (27)その他 0(0 ) 0(0) 0(0) 50. 0(

1) 50.0(1) 10 0 (2)合計 1.1( 8) 2 .5 (18 ) 4.4 (32 ) 39. 3(2 86 ) 52.7(3

8 4 ) 1 0 0 (7 28)ま30 % 以上の団体 結成 が見 られ た 時期 ､団体の蓄積が開始さ

れた 時期を ゴ シックで示 した (区市町村不明東京都 ･そ の他 ･合 計は除外)aどの地域で

も70年代以降に ｢市民社会組織｣の急速な蓄積が進んだことが分かるOこれは､前節で見た全体的

な傾向をほぼそのまま反映している｡ただし､地域別に ｢団体の蓄積｣が開始された時期を見ると､大都市を 抱



を受けている｡｢埼玉県｣の相対的な数値の

低さは､90 年代以降の伸び率の高さによって相殺されたものと思われる｡｢千葉県 ｣ ｢多 摩｣ ｢埼玉県｣などの ｢郊外｣地域は ､70 年代以降に

おける ｢市民社会組織の噴出｣のインパクトを､よりダイレ クトに受けた地域といえるだろう

03-2 きっかけ要因 ･イシュー ･活動エリアの所在地別特性

では､｢23 区｣､大都市と郊外の混在する ｢神奈川県｣､郊外の ｢多摩 ｣ ｢埼玉県 ｣ ｢千葉

県｣などの地域で､｢市民社会組織｣の性格に何らかの違いがあるだ

ろうかo表9-8 所在地別結成のきっかけ%(団体数) メンバ

ー 地元 国内 国外23 区 23.3(80) I--wIWx-,～J,-,W/完茄

′.琴21.6(74)多摩 _ 触.群

32.2(37) 13.9(16)神奈川県 25.6(54) I -i 13 .5(

29)千葉県 12.2(9)埼玉県

26.0(25) I才 l_葉.I喜一按 8.4(8)東京都(区市町村不明)

27.0(10) 17.9(7) 44 .7(17) 15 .8(6)その他

25.0( 1) 50.0(2) 25.0( 1) 0(0)不祥 33 .3(3) 33

.3(3) 40.0(4) 22.2(2)合計 29.5(263) 36.2(325

) 36.2(324) 16. 1(144)(注)上位

2位ま した (区市町村不明東京都 ･その他 ･不祥 ･合計は除外)まず､｢団体結成のきっか

け要因｣ ｢イシュー ｣ ｢主な活動エリア｣の分布から､空間的側面との関連を中心に見てみ

よう (表 9-8 ･9 ･10)0きっかけ要因からみると (表 9-8)､｢23 区｣が唯一 ｢国内｣要因が最高

になっている以外は､すべて -｢地元｣要因が最上位に来ている (区市町村不明東京都 ･その他 ･不

祥 ･合計は考察の対象から外す､以下同) 0 ｢神奈川県 ｣ ｢埼玉県｣では ｢国内｣

要因が2位に来て､｢多摩 ｣では ｢メンバー｣要因が 2 位､｢千葉県｣では ｢メンバー ｣ ｢国内｣が同

率で 2位､｢23 区｣では ｢地元｣を飛び越えて ｢メンバー｣要因が 2位となっている｡｢

23 区｣はナショナルな要因をきっかけに結成された団体が多く､｢地元｣レグェルの要因は ｢

メンバー｣の個人的要因よりもさらに低くなる傾向があるOそれ以外の ｢郊外｣ではいずれも

｢地元｣要因が結成のきっかけの最上位を占め､いわゆる ｢地元性｣の高さが数字的に裏付けられたかたちである｡



表9-9 所在地別イシュー

%(団件数) 地域活性化 まちづくり 労働 環境問題 人権擁護 文化 消費者 情報 ジェンダー 教育 国際協力 平和 福祉

災害 自治 宗教 合計23区 2.3(8) 5.0(17) 4.4(15)■■綻ぶ●●沿m試 3.2(ll ) 3.5(12) 3.5(12) 1.8(6) 3.2(ll) ll-蛋.●虫0.9(3)賀:さ､謀萱､=='H､0(0) 100(342)

･W . 革S 等≦ H.泣範描き≡多摩 2.7(3) 1.8(2) A顎…音m琵 迂映 4.4(5) 1.8(2) 0.9(1)

3.5(4) 3.5(4) - 4.4(5) 常 K鮮 0(0) 0(0) 100(113)神奈川県 3.7(8) i.;i+ 2.8(6 ) 卓.;芯 諜 2.3(5) 5.1(ll ) 0.9(2) 0.

5(1) 2.8(6) 5.1(ll) 1.9(4) 1.4(3) 耶'x甘喜墓冨宍牒 SLjE 0.9(2) 100(214)千葉県 4.0(3) 1.3(1 )

一心近 革≦≒ 1.3(1) 4.0(3) 0(0) 1.3(1) 舗 持 1.3(1) 2.7(2) 0(0) 罪 0(0) 0(0) 100(75)埼玉県 3.1(3)

0(0) A:史 .･}p. 3 敬 4.2(4) 一.0(り 1.0(1) 2.1(2) 4.2(4) 1.0(1) 粘さモヾヾ虫 0(0) -R x､̀建 0(0) 一oo(96)東京都(区市町村不明 ) 2.6(1) 7.9(3) 0(0) 10,5(4) 2.6(1) 0(0) 2.6(1) 0(0) 2.6(1) 13.2(5) 10.5(4) 2.6(1) 18.4(7)

5.3(2) 21.1(8) 0(0) 100(38)その他 25.0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 25.0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

0(0) 50.0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 100(4)不祥 0(0) 16.7(2) 0(0) 16.7(2) 8.3(1) 16.7(2) 0(0) 8.3(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 25.0(3) 0(0) 8.3(1)

0(0) 100(12)合計 3.4(30) 5.3(47) 2.7(24) 23.3(208) 3.4(30) 4,3(38) 2.0(18) 1.2( ll ) 3.5(31) 6.4(57) 6.0(54) 3.

8(34) 24.5(219) 0.9(8) 9.3(83) 0.2(2) 100(894)(注)上位 5位まで した (区市町村不明東京 ･その他 ･不祥 ･合計は除

外)0表9-10 所在地別主な活動エリア鶴(団体数) ひとつの市区町村の区域内 近隣市区町村の区域程度

ひとつの都道府県の区域程度 複数の都道府県の区域程度 国内全域 国内と海外 海外中心 その他 合計23区 13.1

(46) 5.7(20) 9.7(34) 16.8(59) ､=肘 斡モ弓､汰耕.;=:惜祝:̀蘇::愉 4.3(15) 0(0) 100(352)多摩 7.5(9) 8.3(10)

8.3(10) 12.5(15) 0.8(り 0(0) 100(120)神奈川県 18.6(41)

10.9(24) 5.9(13) 6.3(14) 2.3(5) 0.5(1) 100(221)千葉県 .....,..,.:. :.:-≡.'=::桑,<=.-.‥,; :≡::‥き!:;::=,●,●.,-=̀=:~l:i/'---'' ー0.1(8)

3.8(3) 3.8(3) 0(0) 0(0) 100(79)埼玉県 3ーJ戚 ～ ー0.3(10) 1

2.4(12) 5.2(5) 5.2(5) 1.0(1) 0(0) 100(97)東京都(区市町村不明 ) 5.0(2) 2.5(り 30.0(12) 15.0(6) 27.5(ll) 10.0(4) 10.0(4)



会組織の集積が見られたのである｡

また､｢23区｣では ｢国際協力｣と ｢平和｣､｢多摩｣｢神奈川県｣では ｢国際協力｣と､グロ

ーバルな空間性を抱え込むイシューが上位を占め､｢多摩｣では ｢地域活性化｣､｢神奈川県 ｣ ｢千

葉県｣ ｢埼玉県｣では ｢まちづくり｣などの､地元性の高いイシューが上位を占めているD

最後に､｢主な活動エリア｣についてみると (表 9- 10)､｢23区｣では ｢国内全域｣｢国

内と海外｣とナショナル､あるいは､グローバルな空間を活動エリアとする団体が､より高い

割合で集積 していることが分かる｡それに対して､｢郊外｣では､いずれも ｢ひとつの市区町村

の区域内｣ ｢近隣市区町村の区域程度｣が上位を占める｡

ただし､これらの結果から直ちに､｢郊外｣を ｢地元｣だけに閉じた運動圏と把握 してしまわ

ない留保が必要だろうO表 9-8に戻れば､｢多摩 ｣ ｢千葉県 ｣ ｢埼玉県｣でも ｢国内｣を結成の

きっかけ要因とする団体は 3割前後を占め､｢国外｣を要因とする団体も 10%前後存在する｡

表 9- 9の ｢主な活動エリア｣で見ても､特に ｢多摩｣には ｢国内全域｣｢国内と海外｣をエリ

アとする団体の一定の集積が見られ､それ以外の ｢郊外｣にもケース数は少ないものの､国内

や海外を主なェ リアとする団体は存在 している｡

3-3 団体の性格 ･年齢層 ･スタッフの所在地別特性

次に､団体の性格に関する指標をいくつか見よう (表 9- 11･12 ･13) ｡

表9- 11 所在地別団休の性格 (4 分類)

% (団体数) 任意団体 NPO 法人 その他の法人 その他

合計23区 36.8(129) 13.4(47) 4.3(15)

100(35 1)多摩 43.8(53) 5.0(6)

1,7(2) 100(121)神奈川県 46.6(103) 3 .

2(7) 1.8(4) 100(221)千葉県 ……萎 44.9

(35) 1.3( 1) 2.6(2) 100(78)埼玉県 4

6.5(46) 2.0(2) 3.0(3) 100(99)東京都 (区市町村不明) 3
5.9(14) 56.4(22) 7.7(3) 0 (0) 100(

39)その他 75.3(3) 25.0( 1) 0(0) 0 (0)

100(4)不祥 20.0(1) 60,0(3) 20.0( 1) 0(0) 1

00(5)合計 42.8(393) 47.1(432) 7

.3(67) 2.8(26) 100(918)(荏)上位 1位 した (区市町村不明東京 ･そ

の他 ･不祥 ･合計は除外)0まず､｢団体の性格｣を見ると (図 9- 11)､すべての地域

で､ほぼ同じ率 (約 45-50%)の ｢NPO 法人｣の集積が生じている ｡｢NPO 法｣制定以

前の助走期間の短さを考えれば､後発で

｢市民社会組織｣の蓄積を開始した ｢郊外｣では､｢都心｣より一層ダイレク トに ｢NPO法人｣設立の波を受けた

と推測される｡次に､｢スタッフの最多年齢層｣(図 9- 12)だが､｢千葉県｣｢神奈川

県｣｢多摩｣の順で ｢60代｣の割合が多く､｢23区｣と ｢埼玉県｣でも ｢50代｣が ト ップを占める｡ただし､｢23区

｣｢多摩｣



表 9- 12 所在地別スタッフの最多年齢層

%(団体数) 10代 20代 30代 40代 50代 6

0代 合計23区 ∝0) 7.4(23) #
10α312)多摩 1.9(2) 3.8(5)

諾;'{}"l顛 穀 1∞(104)神奈川県 α0) 3

.5(7) 4.5(9) 災 100(198)千葉県 α0) 1.4(1) 2.9(2) x-~=xxtx#zgll~左~-a:=蚕 室だ荘重詫 100(6

9)埼玉県 1_2(1) 3.7(3) 9.8(8) - 10α82)東京都(区市町村不明) 0(0) 2.9(1) 20.6(7 ) 17.6(6) 26.5(9) 32

.4(ll) 10α34)その他 ∝0) ∝0) ∝0) 50.∝1) α

0) 50.∝1) 10∝2)不祥 ∝0) 0(0) 0(0) 40.∝4) 10.∝ 1) 50.α5 )

10α10)合計 0.4(3) 4.9(40) 9.6(78) 16.8(136) 33.7(273

) 34.6(281) 10α811)(注) 10%以上まで (区市町村不明東京 ･その他 ･

不祥 ･合計は除外)0表9-13 所在地別スタッフの性別構成%(団体数) ほとん

ど女 女性が 男女ほ 男性が多 ほとんど 合計性 多い ぼ同数 い 男性23区 ､◆ 19.5(63) 20.4(66) 14.6(47) 10α

323)多摩 RXH拙管器aA =': '':l=' '.'lfl:=-.:琵= -:.'i-===紺'詩:::S 'HT=三吉:,,〟.I.:
15.9(17) 18.7(20) 100(107),一端.

神奈川県 12.6 (25) 16.2(32) 17.2(34 ) 10∝198)千葉県
誕 18.3(13) 100(71)埼玉県 16.9(14)

19.3(16) 19.3(16) 100(83)東京都(区市町村不

明) 19.4(7) 22.2(8) 22.2(8) 19.4(7) 16.7(6) 10∝36)その他 50.α1) 50.∝ 1) α0) α0) 0.∝0) 10α2)

不祥 20.α 2) 10.α1) α0) 30.∝3) 40.0(4) 10α10)合計 26.6(221) 18.3(152) 19.∝158) 18.9(157)

17. 1(142) 100(83 0)(注)上位

2位までを柵 で示した (区市町村不明東京 .その他 .不祥 .合計は除外)oまた､｢性別構成｣を見ると

(図 9-13)､｢23区｣｢多摩 ｣｢神奈川県 ｣｢埼玉県｣では ｢ほとんど女性｣と答

えた団体が最上位を占める｡全体としては､地域に関わらず､｢市民社会組織 ｣の担い手として

｢女性｣の占める重要性が確認された｡しかし､2位以下を含めて検討すると､｢多摩 ｣
｢千葉県 ｣ ｢埼玉県｣などの ｢郊外｣では､｢ほとんど男性｣か ら ｢男性が多い｣

｢男女ほぼ同数 ｣ ｢女性が多い｣まで､それほど水準に増減がなく分布しており､｢女性が

中心になっている｣と言えるほどの重心は見られない｡むしろ､女性率の高い団体は､｢23区｣や ｢神奈川県｣の方で割合が多く､ゆるやかではあるが､都市部

ほど団体スタッフ-の ｢女性進出｣が進んでいる傾向が読み取れる｡3-4 か括1970年代以降における ｢



外｣も ｢地元｣性一色で塗りつぶされているわけではな く

､｢ナショナル｣性や ｢グローバル ｣性も含めた重層的な空間性

を内包している｡イシューの面では､どの 地域でも ｢福祉 ｣ ｢環境 ｣ ｢自治｣などが上位に来

る傾向は共通しているが､地域ごとでのウェイ トの違いを見る

と､｢23 区｣よりも ｢郊外｣の方で､｢環境｣の割合は高くなっている｡｢団体の性格

｣の比率からは､法律制定を契機とする ｢NPO法人｣設立の波は､｢郊外｣の方によりダイレク

トに生じたことが推定され､｢郊外｣における ｢環 蚤｣系市民社会組織のウエイ トの高さと､

1998年以降における ｢NPO法人｣の導入 ･定着の波がどのように関連していたかは､興

味深い課題である｡｢若者｣や

｢女性｣率の高い団体の割合は､ゆるやかではあるが ｢郊外｣よりも ｢23 区｣の方で高くなる傾向がある｡今 後



しない｡特に､個別課題-の対応が結集軸となって活動する社会運動においては､状況の変化

に応じて､組織としての形態を柔軟に ｢変化｣させることが､むしろ､運動の ｢継続｣につな

がる場合があることは通例であり､組織としての ｢断絶｣を運動の意義や成果に対する ｢否定｣

に直結させてしまわない解釈の枠組みが求められる｡

そこで､次に､｢団体結成の経緯 ｣(図 9-7)､｢創立メンバーの多くが所属していた団体 ｣

(図 9-8)という2つの面から､｢団体｣自体の存続という次元では現われて来ない､過去と

の関係を見てみよう｡

図9-7 団体結成の経緯(有効回答 N-924)

11%
□創設者が他の団体とは直接の関係なく轄成し

たEg既存の運動団体 ･NGO･NPO

が活動の-環･発展として結成したD]企業や民間財団が活動の一環として結成した

E3自治体や外郭団体が政策推進

の一環･発展として結成した田その他図9-8 創立メ

ンバーの多くが所属していた団体(有効回答数 N=930.
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業 ･民間財団｣や ｢自治体 ･外郭団体｣から発展した団体であるO

次に､図 9-8 (創立メンバーの多くが所属していた団体)から人脈的な面を見ると､特に

人脈の供給源となるような団体を持たず新たに結成された団体が全体の 42.9%､それ以外は､

多様な組織的背景をリソースとして団体結成が行われていることが分かる｡その中で特に大き

な割合を占めているのは､｢既存の市民運動 ･社会運動団体 (30.4%) ｣｢既存の NPO･ボラン

ティア (13.4%)｣｢昔の運動 ･活動仲間 (10.2%)｣である｡

これを 1998年以降の ｢NPO法人｣に限って見ても (図 9-9)､パターンはそれほど変わ

らない｡｢既存の NPO･ボランティア｣から生じたのは 18.5%であり､約 3割は ｢既存の市民

運動 ･社会運動団体｣から ､1割強は ｢昔の運動 ･活動仲間｣を人脈の供給源としているので

ある｡

では､こうした ｢前身団体の有無｣や ｢人脈｣という側面を加味して継承関係を捉え直した

場合､図 916で見た ｢断絶｣の契機はどのように描き出されるだろうかO

図9-11 EB体の鯖成時期 ×創立メンバーの団体所属辛7060 50403020

100 -.// ､＼ ＼/ ＼ヽ｣ __._▲●一"-一一 ■一~▼ ■-_ _ 十
新しく集めた(特にない)-一一日既存の市民運動.社■ゝ'_d t■J L--1

_｣ ..ノイー T醸 雑 事 uy- 1bh' - …芸芸芸完 動仲間図9-10では､5段階でみた団体の結成時期別に､｢結成の経緯｣(前身団体)に関する質

問の回答ごとの割合を比較した (ただし､｢戦前 ｣｢1945-59年｣｢60-69年｣はケー

ス数が少ないので､参考的なデータに留まる点は配慮が必要､図 9-11も同様)0 ｢他団体と関

係なく結成｣の割合を見ると､全体として新しく結成された団体ほどその数値が減少する｡つまり

､一般的に､



くなる｡団体としての派生関係で見ると ､70年代よりもむしろ60年代の方に､｢断絶｣的な傾

向が読み取れるのだ｡

次に､図 9-11では､｢新しくメンバーを集めた｣場合と､創立メンバーの多くが ｢既存の

市民運動 ･社会運動｣に所属していた団体､それが ｢昔の運動 ･活動仲間｣である場合を取り

出して､その割合を 5段階の結成時期別に比較した｡ここでも ､｢1960-69年｣に結成された

グループに特徴的な傾向がみられ､この時期結成された団体は､他の時期に比較して ｢新しく

集めた｣割合が高く､反対に ｢既存の市民運動 ･社会運動団体｣や ｢昔の運動 ･活動仲間｣と

の人脈的関係は薄い｡

つまり､現代 ｢市民社会組 織｣の大部分を占めている 70年代以降に結成された団体は､｢組

織｣そのものの連続性でいうと 60年代以前に結成された団体と ｢断絶｣的な傾向が高い｡し

かし､｢前身｣的な団体との関係や ｢人脈｣的な継承関係という要素を入れると､｢断絶｣の意

味はより複雑なものとなるOつまり､前身的な団体や人脈的な資源を持たないという意味で ｢新

たな｣団体の結成が行われた時期は､むしろ ｢60年代｣に中心があり ､70年代以降はそれほ

ど特徴的な ｢断絶｣的な傾向を持たない｡

このことは､70年代以降における ｢市民社会組織｣結成の波が､過去に前身団体や人脈的な

背景を持たず本質的な意味で ｢新たに｣設立された団体と ､60年代以前に設立された団体やそ

こで生じた人脈を継承 ･発展させることで設立された団体との ｢浪合｣によって成り立ってい

ることを示唆している｡｢50年代以前｣から ｢60年代｣-の移行 ､｢60年代｣から ｢70年代以

降｣-の移行､この 2つの契機を切り離さずに､つないで捉えるアプローチの必要性を示す結

果といえるだろう｡

4-2 r影響｣の創発性 - NPO リーダー暦の意識を手がかりに

次に､｢団体｣や ｢人脈｣などの可視的な側面によっては捉えにくい､現代の ｢市民社会組織｣

を担っている人々の ｢意識｣のなかで､どれくらい過去の運動が影響を継続しているのかを､

検討するOまず､一般的に､過去の運動が現代の ｢市民社会組織｣リーダー層に､どのように

受け止められているのかを､見てみよう (図 9-12･13) a

図9-12から､全体として､戦後日本を代表するような大きな社会運動が､発生時期とそ

れほど関係なく､現代まで ｢影響｣を与え続けていることが分かる｡

図9-13の ｢評価｣の面でも､概ね ｢肯定｣評価の割合が高い｡ただし､｢成田 ･三里塚闘

争｣｢60年代後半の大学闘争｣｢60年安保闘争｣については､他の運動に比べて特徴的で､｢肯

定/否定｣評価が分かれる傾向にあると同時に､｢分からない｣と答える比率も高くなる｡つま

り､運動史的に ｢1960年代｣は､多くの人にとって､評価が分かれるような､あるいは､評価

の華しい社会運動が行われた時代だったのであり､そうした運動に対する ｢向き合い方｣や ｢受

け止め方｣が､全体として ､70年代以降に訪れる ｢市民社会組 織｣結成のコースにどのような

影響をもたらしたかが､今後の争点の 1つになるだろう｡

この間について､以下 ､｢NPO法人｣リーダー層の意識に着目して､若干の検討を行ってみ

たいO

まず､その運動から ｢影響｣を受けたか否か､そして､運動の ｢評価｣をどのようにしてい

るかを組み合わせ､過去の運動に対する ｢受け止め方｣を､｢影響あり･肯定評価 ｣ ｢影響あり･

否定評価｣ ｢影響あり･評価不明 ｣ ｢影響なし｣の 4 つに分類する｡

そして､これらの､過去の運動に対する ｢受け止め方｣の違いが ､｢NPO法人｣｢任意団体 ｣

-の所属とどの程度関連するかを見た上で､現代の新自由主義的な社会再編の下で焦点となる

- 155-



ような ｢価値意識｣の選択とどのように関連するかを見てみたい｡

図9-12 運動の影響
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あり･不明｣と答えた割合は 1 桁代でケース数も少ないので､これらに関するデータは参考として捉え

る必要がある(｢市民社会組織｣リーダー層のうち 10の社会運動について ｢影響あり･肯定｣と

答えた割合は平均 44.7%､｢影響なし･否定 ｣3.6%､｢影響あり･不明 ｣7.

9%､｢影響なし ｣43.8%である)Dはじめに､団

体所属の方から見る (図 9-14･15)0図9-14は､先に示した運動の ｢受け止め方

｣のうち､｢影響あり･肯定評価 ｣ ｢影響あり･否定評価｣と答えた団体リーダー層のう

ち ｢NPO法人｣に所属する割合を%で表し､｢影響なし｣と答えたリーダー層の ｢NPO 法人

｣所属率と比較したものである｡図 9-15は､同じ作業を ｢任意団体｣-の所属率について行ったも

のである｡過去の運動を ｢影響あり･肯定評価｣と受け止めているリーダー層では､｢影

響なし｣と答えたリーダー層に比べて全般的に ｢NPO 法人｣所属率

が低くなり､反対に ｢任意団体｣所属率が高くなる傾向がある｡特に､評価に分岐が生じた 196

0年代の 3つの社会運動 (｢60年安保闘争｣｢60年代後半の大学闘争｣｢成田 ･三塁塚闘争 ｣)では､｢NPO



図9-14 運動の｢受け止め方｣と NPO 所属率
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.:1一小二.寡.1...七. ､室1 't､10の社会運動のうち ｢阪神 ･淡路大震

災支援活動｣だけは特異であり､｢影響あり･肯定評価｣と受け止めているリーダー層の方が ｢N

PO法人｣所属率が高く､｢任意団体｣-の所属率が低くなっている｡それらを踏まえた上で

､全体として､過去の社会運動を､｢影響あり･肯定評価｣と受け止めている団体リーダー層は ｢NPO 法人｣に所属して

活動することに距離を置いている傾向が確認できる｡しかし､これらの傾向は直ちに ｢社

会運動｣と ｢NPO 法人｣の価値意識の面での対立に結びつくとは限らないだろう｡それは､｢N

PO法人｣-の参画に対して最も厳しい態度をとっている ｢成田 ･三里塚闘争｣の ｢影響あり･肯定

評価｣層においてさえ､33%の人々が､｢NPO法人｣にそのリーダー層として所属した

上で､活動を模索していることに端的に示されている｡過去の運動経験を受け止めながら､｢N

PO法人｣に参画して ｢市民社会組織｣としての活動を模索するという選択､あえて距離を置くと

いう選択､｢参画する｣という選択をしたリーダー層の内部において､さらに生じる志向の

多様性など､それぞれの選択の持つ意味をていねいに肺分けし､全体としての

見取り図や論点を見出していく必要があると思われるOそこで､次に ､1960年代の社会運動

から ｢ベ トナム反戦運動｣と ｢成田 ･三里塚闘争｣を取り出し､それぞれの社会運動に対する ｢受

け止め方｣の違いが､｢NPO法人｣を ｢担う｣という選択をした団体リーダー層

の価値意識とどのように関連しているかを見てみたい｡個人質問票問6の ｢価値意識｣に関する設問と ､



の対応関係をまとめると以下のようになる(表 9-14･15)o価値意識に関する項目からは､

｢資本 ･再分配｣に関わる価値として ｢競争主義 ｣ ｢経済活動-の公的規制の緩和｣､｢民主主義｣

に関わる価値として ｢話し合いよりもリーダーシップによる決定重視｣､｢市民的自由｣に関わ

る価値として ｢総理大臣の靖国参拝 ｣｢憲法改 正｣を取りだした｡

表9-14 ベ トナム反戦運動の ｢受け止め方｣と NPOリーダー層の価値意識の関係

競争主義

%(田件数) 賛成 やや賛成 やや反対 反対

合計影響あり.肯定評価 ll.3(18) 18.3(29)

100(159)影響あり.否定評価 0(0)

8.3(1) 100(12)影響あり.評価不明 17.4(4) 39.1(9) 3

9.1(9) 4.3(1) 100(23)影響なし ※

16,7(28) 7.1(12) 100(168)合計 16.9(61) 4 7(170) 24.3(8

8) ll.9(43) 100(362)経済活

動への公的規制の緩和%(団体数) 賛成 やや賛成 やや反対 反対

合計影響あり.肯定評価 17.1(27) 19(

30) 100(158)影響あり.否定評価 16.7(2) + 0(0) 100(

12)影響あり.評価不明 4.2(1) 45.3(ll) 3

7.5(9) 12.5(3) 100(24)影響なし 14.4(24)

10.8(18) 100(167)合計 15(54) 35.2(127) 35.3(

129) 14.1(51) 100(361)話し合いよ

りもリーダーシップによる決定重視%(団件数) 賛成 やや賛成 やや

反対 反対 合計影響あり.肯定評価 19.5(31) 100(159)

影響あり.否定評価 肇 16.7(2) 16.7(2) 100(12)影響あり.評価不明 20.8(5) 25(6)

37.5(9) 16.7(4) 100(24)影響なし 24.9(42 ) ='
LJa;=J/'iJ

~′J/BC'B"''浅沼AH:x '' 10.

7(18) 100(169)拭合計 22.5( 82) 29.7(108) 31(113) 16.8(61

) 100(364)総理大臣の靖国参拝%(田件数) 賛成 やや賛成

やや反対 反対 合計影響あり.肯定評価 1.9(3)

5(8) # 100(159)影響あり.否定評価 18.2(2) 0

(0) 100(ll)影響あり.評価不明 5(

1) 25(5) 0(0) 70(14) 100(20)影響なし

ll(18) 22.1(3 6) 100(163)合計 7.4(26) 15.3(5 4) 20.1(71) 57.2(202) 100(353)

鶴(団件数) 賛成 やや賛成 やや反対 反対 合吾

十影響あり.肯定評価 6.3(10) 1 5.2(24) 下 100(15

8)影響



表9- 15 成田 ,三里塚闘争の ｢受け止め方 ｣と NPO リ-ダー層の価値意識の関係

競争主義

%(団体数) 賛成 やや賛成 やや反対 反対

合計影響あり.肯定評価 3.4(2) 27.1(16

) 100(59)影響あり.否定評価

0(0) 100(25)影響あり.評価不明 ll.6(5) 44.2(19 ) 30

.2(13) 14(6) 100(43)影響なし

19.9(46) 9.1(21) 100(231)合計 17(61) 46.9(1 68) 24(

86) 12(43) 100(358)経済

活動への公的規制の緩和鶴(田件数) 賛成 やや賛成 やや反対 反

対 合計影響あり.肯定評価 17.2(10) 19(l

l) + 100(58)影響あり.否定評価 28(7) 8(2) 100

(25)影響あり.評価不明 9.3(4) 51.2(22) 30.2(13) 9.

3(4) 100(43)影響なし 14.3(33) PulLr-/I- 12.6(29) 100(231)

合意十 15.1(54) 34.7(124)

36.1(129) 14(50) 100(357)話し合いよりもリーダーシッ

プによる決定重視%(団件数) 賛嘆 やや賛成

やや反対 反対 合計影響あL).肯定評価 13.8(8) 20.7(12) 10

0(58)影響あり.否定評価 0(0)

100(25)影響あり.評価不明 20.9(9) 23.3(10) 39.5(1 7) 16.3(7)

100(43)影響なし 23.9(56 ) 拭

13.7(32) 100(234)合計 22.8(82 ) 29.4(106) 31.4(113) 16.4(59) 10

0(360)総理大臣の靖国参拝%(団体数) 賛成 やや賛成 やや反対 反対 合計

影響あり.肯定評価 1.7(1) 3.4(2) 100

(59)影響あり.否定評価 0(0) 25(6) 轟 き 洩 100(24)

影響あり.評価不明 7.1(3) 14.3(6)

ll.9(5) 66.7(28) 100(42)影響なし 9.8(2

2) 17.4(39) # 100(224)合計 7.4(26) 15.2(53) 20.3(71) 57(199) 100(349)

%(団体数) 賛成 やや賛成 やや反対 反対 合計影響

あり.肯定評価 5(3) 10(6) 範∵-~¥ 100(60)影響あり.否定評価 8.3(2) 蛋右

100(24)影響あり.評価不明 9.5(4) ll.9(5) 28.6

(12) 50(21) 100(42)影響なし 14.5(33) 20.3(46



ている｡｢民主主義｣と ｢市民的自由｣に関わる価値では､｢影響あり･肯定評価 ｣と｢影響な

し｣のグループの間に大きな傾向の違いは生じていない｡ただし､ケース数は少ないながらも､

｢影響あり･肯定評価｣と ｢影響あり･否定評価｣の間では､きわめて対照的な違いが生じて

おり､｢ベ トナム反戦運動｣の受け止め方は､特に ｢民主主義｣や ｢市民的自由｣の面で ､｢NPO

法人｣リーダー層の価値意識に影響を与えている可能性がある｡

次に､｢成田 ･三里塚闘争｣を見よう (表 9-15)O

｢資本 ･再分配｣に関する価値では､｢ベ トナム反戦運動｣と同様､それほど大きな価値選択

の変化は現れない｡ただし､｢影響あり･肯定評価｣のグループでは､｢競争主義｣よりも ｢経

済活動-の公的規制の緩和｣に対して､｢反対｣の態度を強める傾向があるようだ｡一方､｢市

民的自由｣に関する価値については､｢受け止め方｣の違いがほとんど志向性の違いにつながら

ない点が特徴的だ｡｢民主主義｣に関しては､｢影響あり･肯定評価｣のグループが重視する傾

向を強めている｡

このように､2つの社会運動で見るかぎり､｢60年代の社会運動｣が現代の ｢NPO法人｣リ

ーダー層に共通してもたらしているのは ｢民主主義｣的な価値を重視する姿勢と､｢民主主義｣

ほど顕著ではないが ｢競争主義｣的な価値意識に対して歯止めをかけるような態度である｡ま

た､｢ベ トナム反戦運動｣では､｢市民的自由｣に関する価値意識の選択に影響を与えている傾

向が読み取れる｡

5 結論.一･･.現代 ｢市民社会観稜｣を時間と空間の広がりのなかに位置付け直す

本稿では､①団体結成年の分布､②空間的広がり (郊外化)､③ 1960年代との連続と断絶と

いう3つの観点から､本調査の対象とする現代 ｢市民社会組織｣の歴史的な編成過程について

検討してきた｡

①団体結成年の分析 (第 2節)からは､本調査のいう現代 ｢市民社会組織｣の形成が ､1970

年代を歴史的分水嶺としていること､また､②空間的広がりに関する分析では､｢都心｣と ｢郊

外｣という空間的枠組みが､各団体の活動する空間的エリアや組織類型に独特な影響を与えて

いることが浮かび上がった (第 3節)0

その上で､第 4節では､｢組織｣や ｢人脈｣などの可視的な側面､団体リーダー層の ｢価値意

識｣という 2つの側面から､現代 ｢市民社会組織｣の ｢前史｣に当たる ｢1960年代の社会運動｣

との連続と断絶の関係について検討した｡

第 1の側面については､まず､｢団体｣そのものの継続性という面で ､｢60年代以前｣と ｢70

年代以降｣の間に ｢断絶｣をもたらすような契機が生じた可能性が確認される｡その上で､｢前

身｣となるような団体､あるいは､｢人脈｣の供給源となるような団体という側面から過去との

関係を検証すると､むしろ､｢断絶｣の契機は ｢60年代｣の方に深く生じた可能性があり ､｢70

年代｣-の移行に関しては､特に他の時期と変わらない水準で､｢前身｣団体の活動の一環とし

て結成 ･発展が行われたり､あるいは､人脈の再構成が行われている0

これらの分析結果を総合すると､60年代を中心とする ｢社会運動の噴出｣から 70年代を分

水嶺とする ｢市民社会組織｣の持続的成長-の移行は､単なる ｢断絶｣ではなく､｢断絶｣の契

機を含んだ ｢再編成｣のプロセスと表現するのが適当ではないかとの仮説的結論が得られる0

60年代における市民 (住民)運動や新左翼的なラディカリズムとも重なり合いながら展開し

た各種の社会運動と､70年代から NPO法制定に至る現代 ｢市民社会組織｣の編成過程は ､｢A

からB -｣という進化論的なモデルではなく､戦後日本における ｢市民的なるもの｣の成長過

程に畳み込まれた ｢2 つの局面｣として､大きな観点から総合して捉え直される必要があるの
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ではないか｡

第2の ｢価値意識｣の側面における影響関係については ､60年代に生じた代表的な社会運動

である ｢ベ トナム反戦運動｣と ｢成田･三里塚闘争｣を取り上げ､それらの経験の ｢受け止め

方｣(影響+評価)が､現代の ｢NPO法人｣リーダー層の意識にどのような影響を与えているか

を検討したO特に､新自由主義的社会再編の下で焦点となる ｢資本 ･分配 ｣ ｢民主主義 ｣ ｢市民

的自由｣という 3つの価値領域に注目したところ､2つの社会運動-の向き合い方が共通して

影響を与えていたのは ｢民主主義｣的価値であり､｢ベトナム反戦運動｣では ｢市民的自由｣に

っいて､｢成田･三里塚闘争｣では ｢資本 ･分配｣に関する価値について､より強く影響を与え

ているという結果が見られた｡

このように､｢市民社会組織｣が編成される ｢前史｣的な段階で行われた大きな社会運動は､

団体の多くの担い手によって参照され､公共化される過程で､｢市民社会組織｣の内部に､見え

ない ｢価値共有集団｣を作り出したり､特有な ｢争点｣を生み出したりする可能性がある｡で

は､戦後日本の社会運動は､現代 ｢市民社会組織｣を担う人々の意識のなかで､どんな価値を

｢深め｣たり､あるいは､｢敵対｣の構図を生み出したりする影響を与えているのか-今後は､

このような観点からも､｢市民的なるもの｣の持つ意味の生成と変容のプロセスを､十分な時間

的 ･空間的広がりのなかに位置付け直して､研究を深めていく必要があるだろう｡

参考文献

辻中豊編著,2002,『現代日本の市民社会 ･利益団体』木鐸社
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第 10 章 NPO 法人格取得の決定要因とは何か

村瀬 博志

1 研究の目的と背景

本章の目的は 『首都圏の市民活動団体に関する調査』(以下､『市民活動団体調査』と表記)

のデータに基づき､ブール代数分析を用いて ､NPO法人格取得の決定要因を明らかにすること

であるOブール代数分析とは二倍データの独立変数 ･従属変数を用いて､従属変数を生起させ

る独立変数の組み合わせを論理式の形で表現する方法のことである (R agin1987-1993;石田

2007)｡ブール代数分析を用いる理由として､扱 うデータが中規模であること､従属変数を生起

させる必要条件と十分条件を明らかにすることといった理由が考えられるが､本稿では独立変

数間の相互作用モデルを想定したうえで､NPO法人格取得の決定論的な構造を明らかにするた

めに､ブール代数分析という方法を用いる｡

特定非営利活動促進法 (以下 ､NPO法と表記)の成立から 10年が経過し､多岐にわたる NPO

法人の活動が 日本の市民活動の基盤 として肯定的に論じられていることは周知の通 りである

(日本 NPOセンタ一編 2007)｡その一方で ､NPOに対する懐疑的な議論も存在する｡たとえ

ば渋谷望によれば､1990年代の日本では従来の福祉国家-の対抗として NPOやボランティア

を支持する言説が生じたが､世界的にみれば ､1990年代は福祉国家の批判として新自由主義が

台頭した時代でもあった (渋谷 2005:35)｡渋谷はボランティアや NPOなどの市民活動と新自

由主義の親和性を指摘し､ボランティア活動経験者の階層格差の拡大を指摘する議論 (仁平

2003)を参照したうえで､新自由主義を下支えするような活動が市民活動として賞賛される状

況に注意を促している (渋谷 2005:46)0 NPOの位置づけをめぐるこうした議論は､いずれも

日本の市民活動の現状を考えるうえで有益であろう｡しかし､これらの議論が ｢NPO｣ と ｢NPO

でないもの｣という区分を強調し､その分類が市民団体を分断することになるのだとしたら､

それは市民活動の展開にとって好ましいことではない (東 2004:24)O

上記のようなNPOの肯定論 ･懐疑論は ､1990年代に生じた福祉国家の後退やNPO法の成立

という文脈に強く規定されているため､NPOや市民活動に対して共時的な評価を下しやすいO

だが､改めていうまでもなく ､1990年代以降に隆盛するNPOや市民活動は､その高揚に先立

つ前史をもつDところが､道場親信が指摘するように､ボランティアや NPO といった活動が

以前はしばしば ｢社会運動｣(｢市民運動 ｣｢住民運動 ｣)として展開されていたこと､そしてと

きには ｢当局｣と激しい対立状況にあったことなどは､既存の議論では捨象されがちである (道

場 2006:240)Oでは ､NPOをめぐる既存の議論がこうした点を捨象してきた結果､どのような

問いが放置されることになったのかoNPO法の成立をひとつの区切りとするなら､現在活動す

るNPO法人を ｢NPO法の成立以前 (1997年以前)に結成された団体｣と ｢NPO法の成立以降

に結成された団体｣の二つに分類することができる｡そして､とりわけ NPO 法の成立以前に

結成された団体の場合､NPO法人格を取得するかどうかはこれまでの活動経験に即して検討さ

れる懸案事項となる｡すなわち ､NPO法の成立以前に結成された団体にとって､ NPO 法人格

の取得はひとつの分岐点になると考えられる｡NPO の肯定論 ･懐疑論は､ NPO法の成立以前

に結成された団体が直面するこの間題を十分に検討してこなかったのではないか｡

以上の議論に基づき､本稿では 『市民活動団体調査』のデータを用いて､ブール代数分析と
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いう方法により､NPO法の成立以前に結成された団体におけるNPO法人格取得の決定条件を

検証する｡そして､次章で検討する先行調査を参照し､本稿では NPO 法の成立以前に結成さ

れ､国際協力または人権擁護 ･平和を活動分野とする団体を分析対象として取り上げる｡

2 先行調査の検討

2-1 NPO法人格取手引こ関する意見分布

分析に入る前に､本章では NPO法人格取得に関する意見を扱った先行調査を参照する｡こ

こでは 2001年と 2005年に発表された内閣府国民生活局の調査報告香 (内閣府国民生活局編

2001;内閣府国民生活局 2005)と､さいたま NPOセンター/埼玉 NPO連絡会が発行する ｢さ

いたまNPOニュース｣を取り上げる｡

表10-1 任意団体のNPO法人格の取得意向

内閣府2001年調査報告(N=3,602) % 内閣府2005年調査報告(N=3.340) %

団体として法人格は必要ない 42.1法人格は必要ない 66

.6団体として当面申請するつもりはない 27.1法人格の取得を検討中であ

る 6.5検討はしたが申請しなかった 3.7検討はしたが法人格の取得を断

念した 5.9申請について現在検討中である 3.3 法人格取得の申請

をする予定 1.0芸荒 野 相談したが､"po法の取 0

.4 その他 4.8申請する 0.3その他 1.1無回答 22.0無回答 15.

2合計 100 合計 100表10-2 N

PO法人格を申請しない最大の理由内閣府2001年調査報告(N=2,638) % 内閣府20

05年調査報告(N=2.421) %法人格がないことについて困っていない 44.4

法人格がないことに困っていない 44.7器jO豊 苧附 こ団体の活動内容.形態が 6.5 誓

書#tf蒜富美欝 に必要な諸書類の作成 4.7諾 覧 蒜諸 芸認 諾 器 諸書類の 5.6 ;

ptS芸濃 芸濃 苦.'==禁 6れるため､柔 4.1%o'雷管 認 諾 書夏雲票諾 c

P裟 き 3.8 行政の監督下におかれたくない 3.5;p.ofĝFq崇 装 豊 宗 諾 団

体活 3.6 君露 語 LIることができない､又は設け 3.0表 10-1によれば1､内閣府の 2

001年の調査報告では ｢法人格は必要ない｣｢当面申請するつもりはない｣｢検討はしたが

申請しなかった｣を合計すると七割以上になり､大半の任意団体がNPO法人格取得の意思をもってい

ないO同様に ､2005年の調査報告でも ｢法人格は必要ない｣の割合が約 67%であり､多

くの任意団体が NPO法人の取得を考えていないO半数以上の任意団体がNPO法人の取得を考えな

い理由は何だろうか｡表 10-2によると2､2001年の調査報告では ｢法人格がないこと

について困っていない｣という理由が約 44%でもっとも多く､｢NPO 法の要件に団体の活動内

容 ･形態が該当しない｣｢必要な諸書類の作成で事務が増大するのが面倒｣といった理由がそれに続いている ｡



困っていない｣という理由が最大であり､｢必要な諸書類の作成で事務が増大する ｣｢NPO法に

縛られるため､柔軟な活動を妨げることになる｣といった理由が挙がっている｡注目すべきな

のは､二つの調査報告において ｢法人格がないことに困っていない｣という回答が四割以上み

られる点である｡

以上のことから､本稿では任意団体が NPO法人格を取得しない条件として ｢法人格がない

ことに困っていない｣｢法人格取得に付随する事務作業が負担になる ｣｢NPO法の要件と団体の

活動がそぐわない｣の三点を取り上げる｡次章で論じるように､本稿では ｢法人格がないこと

に困っていない｣という理由を NPO 法の制定の影響という団体外の制度的な条件 (pekkanen

2006-2008)の文脈から解釈し､｢事務作業が負担になる ｣｢NPO法の要件と団体の活動がそぐ

わない｣という理由を事務スタッフおよび政治性の有無という団体内の組織的な条件 (Daviset

aleds.2005)の文脈から解釈して､NPO法人格取得の決定条件に関する三つの仮説を設定する0

2-2 団体の活動状況とNPO 法人格取得の意向

続いて､個別の団体の活動状況に即して ､NPO法人格を取得しない理由を検討する｡内閣府

の2001年の調査報告書では､質問紙調査とともに任意団体-の聞き取り調査の結果が示されて

いる｡この調査によると ､1979年に結成され､自然環境保護に取り組む団体は､ NPO 法人格

取得の意向について次のように述べている｡｢法人格がなくても､これまでの実績で社会的信用

が十分にあるので行政からの嘱託事業も多い｡法人格の取得によって､事務の雑務が増えるこ

とが懸念される｡法人格を取得することによって､ボランティアの柔軟な活動が妨げられるお

それがある｣(内閣府国民生活局編 2001:174-5)｡一方 ､NPO法人格取得に関する意見が掲載

されている ｢さいたま NPOニュース｣によれば ､1995年から市民活動に関する情報誌を発行

する団体は､｢法人格を取得するかしないかで､市民グループの中に線引きがされるのでは｣と

いう質問について､次のように答えている｡こうした聞き取り調査の結果をみると､団体の活

動分野や経験によって､ NPO法人格取得の意向に違いがあると推測できる｡

｢市民グループの側から線引きをすることはないと思う｡ただ行政からの対応の中で結果

的に市民運動の中に線引きが生まれることはあると思うO.‥‥すでに行政内事業化されて

きた分野であれば､いっしょにやっていくことも可能だろうoLかしまだ 『市民的公共圏』

として確立していない分野､事業化 ･法律化されていない分野を公共化していく市民運動

があり､その使命は市民運動にとって大きいと思う｣(埼玉 NPO連絡会 1998:7)0

表 10-3は内閣府の2001年調査報告におけるNPO法人格取得の意向 (表 10-1左側)を､

団体の活動分野別に示したものである3 ｡この表では ､NPO法人格の取得について ｢法人格は

必要ない｣｢当面申請するつもりはない ｣ ｢検討はしたが申請しなかった｣と答えた団体を合わ

せて 『申請しない』とし､｢申請について現在検討中 ｣ ｢申請する｣と答えた団体を 『申請する

(予定 )』とした4｡活動分野によって団体数に大きな差がある点には注意が必要だが､『申請

しない』の割合が高い活動分野は男女共同参画､人権の擁護 ･平和の推進､国際協力であり､

『申請する (予定 )』の割合が高いのはNPOの団体-の助言 ･援助､国際協力､人権の擁護 ･

平和の推進となっている｡この結果から､国際協力や人権の擁護 ･平和の推進という活動分野

では NPO 法人格取得の意見が割れていることが推測できる｡人権擁護 ･平和は市民運動 ･住

民運動の豊富な経験が蓄積されている分野であり､国際協力という分野では 1980年代から｢国

際NGO｣と呼ばれる団体が誕生し海外でさまざまな課題に取り組んできた｡歴史のある人権擁
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護 ･平和や国際協力という活動分野-の注目は､社会運動一市民活動の通時的な展開を考える

うえで重要な意味をもつ｡そこで､本稿では国際協力と人権擁護 ･平和における NPO 法人格

取得の決定条件を分析することにするO

表10-3 団体の活動分野とNPO 法人格取得の意向

『申請しない』 『(*雷 矛 無回答
保健 .医療 .福祉 (N=1511 ) 73.1 2.9 22

.7社会教育の推進(N=145) 73.7 5.5

18.6まちづくり(N=411 ) 71.3 4

.8 22.6文化.芸術.スポーツの振興 (N=260) 75.

0 2.3 21.2環境の保全(N=373) 7

6.7 3.2 19.0災害救援活動(N=42)

61.9 2.4 33.3地域安全活動(N=69

) 71.0 1.4 27.5人権の擁護.平和の推進 (N=

40) 80.0 7.5 12.5国際協力(N

=196) 78.1 9.2 11.2男女共同参
画(N=42) 85.8 0.0 14.3子どもの健全
育成(N=169) 74.5 3.0 21.3NPO の団体-の助 喜.援助 (N=2 1) 57.2 14.3 28.

6その他 (N=174) 67.8 4.0

23.0合計

(N=3602) 72.9 3.6 22.03 仮説の設定前節で述べたように､本稿で

は任意団体がNPO 法人格を取得しない条件として､｢法人格がないことに困っていない｣｢法人

格取得に付随する事務作業が負担になる｣｢NPO 法の要件と団体の活動がそぐわない｣の三 点を取り上げる｡本章ではブール代数分析を行う準

備作業として､二値データの変数からなる操作仮説を設定する｡NPO 法人格取得の決定条件

(独立変数)を二値データにする前に ､NPO 法人格の有無という従属変数について説明しておく｡

本来であれば､ NPO 法人格をもつ団体を 1 ､NPO 法人格をもたない団体を0とする

二倍のデータが理解しやすいであろう｡しかし､本稿が用いる 『市民活動団体調査』が2006 年に

実施された調査であることを留意しなければならないDたとえば､2000 年にNP O法人格を取得した

団体の場合､2006 年の調査データから設定した独立変数によって､2000 年に NPO 法人

格を取得したという従属変数を説明することになる｡すなわち､因果関係の時系列が逆転す
ることになってしまう｡こうした問題を回避するために､本稿ではヽヽ ヽヽヽヽ
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ2006 年時点でNPO 法人格を取得し

ていない団体を 1､2006 年時点でNPO 法人格を取得している団体を0として従属変数を設定 する｡言い換えれば ､2006 年

時点で任意団体である団体を 1､ヽヽ ヽヽヽNPO 法人である団体を Oとする｡このように従属変数を設定するため､本稿では､ NPO 法人
ヽヽヽヽヽヽヽ

ヽヽ格を取得しない条件が存在する場合を1 とする｡では､NPO 法人格取得の決

定条件を操作化 していこう｡まず ､NPO 法人格を取得しない理由として､｢法人格がない

ことに困っていない｣を検討する｡上述のように､本稿ではこれをNPO 法の制定の影響という

団体外の制度的な条件の文脈から解釈する｡第二章でみたように､1979 年に結成された自然環境

保護団体は､｢法人格がなくても､これまでの実績で社会的信用が十分にあるので行政からの

嘱託事業も多い｣と答えていたoこのような団体が ｢法人格がないことに困っていない｣と

いう場合､それは NPO 法の制定による直接的な影響を受けていないことを示唆していると考えられる｡『市民



に与えた影響について､｢悪い影響があった｣を -3､｢影響なし｣を O､｢良い影響があった｣

を3とする七件尺度で尋ねた｡回答の分布は ｢影響なし｣が約 41%であり､｢良い影響があっ

た｣ (1-3)が約54%､｢悪い影響があった ｣(-1--3)はごく僅かであった｡ここでは ､NPO

法の制定に ｢影響なし｣と答えた団体を 1とし､｢良い影響があった｣もしくは ｢悪い影響があ

った｣と答えた団体を0とする二倍のデータに変換して､次の換作仮説を設定する｡｢仮説 1:

NPO法の制定に影響を受けなかった団体は､2006年時点でNPO法人格を取得していない｣｡

次に､｢法人格取得に付随する事務作業が負担になる｣を検討する｡ NPO法人格の申請にお

いては定款､役員名簿､事業計画書などの書類を準備する必要があり (米田 2001:82)､NPO
法人の設立および維持には多くの事務作業を要する｡こうした作業を担当する事務スタッフが

いない団体は､NPO法人格の取得を見送るのではないだろうか｡『市民活動団体調査』では､

会計報告 ･税務処理 ･労務管理といった事務的な活動をどのように実施しているかを尋ねた0

回答の分布は､事務作業に関して ｢運営スタッフの中に熟知している人がいた｣が約 39%､｢参

加者 ･支援者の中に熟知している人がいた｣が約 11%､｢団体関係者以外から熟知している人

をみつけた｣が約 9%､｢熟知している人に頼らずに実施した｣が約 24%であった｡ここでは､

｢団体関係者以外から熟知している人をみつけた ｣ ｢熟知している人に頼らずに実施した｣を合

わせて ｢事務スタッフがいない団体 (- 1) ｣とし､｢運営スタッフの中に熟知している人がい た｣

｢参加者 ･支援者の中に熟知している人がいた｣を合わせて ｢事務スタッフがいる団体 (-o)｣

とする二値データに変換して､次の操作仮説を設定するO｢仮説 2:事務スタッフがいない団体

は､2006年時点でNPO法人格を取得していない｣O

最後に､ NPO法人格を取得しない理由として､｢NPO法の要件と団体の活動がそぐわない｣

を検討する｡前節でみた 1995年から市民活動の情報誌を発行する団体は､｢まだ 『市民的公共

圏』として確立していない分野､事業化 ･法律化されていない分野を公共化していく市民運動

があり､その使命は市民運動にとって大きいと思う｣と述べていた｡事業化 ･法律化されてい

ない分野を ｢公共化｣しようとする団体は､そのテーマを多くの人びとに伝えるために ｢政治

的な活動｣に乗り出す傾向があると考えられる｡だが ､NPO法には政治活動を主たる目的とし

ないこと､選挙活動を目的としないことという規定が盛り込まれているため ､｢NPO活動に関

わっている人の中には､政治と距離をおく人が少なくない ｣(柏木 2008:3)Oよって ､｢NPO法

の要件と団体の活動がそぐわない｣とする団体のなかには ､NPO法人格を取得すると政治との

距離をおかなければならない､すなわち脱政治化 ･非政治化しなければならないと考えている

団体が含まれているのではないか｡『市民活動団体調査』では団体の政治志向を測定するために､

｢団体内でよく政治に関する話題が出る｣という質問を設け､｢よく当てはまる｣から ｢全く当

てはまらない｣までの五件尺度で尋ねたD回答の分布は､｢あまり当てはまらない｣｢全く当て

はまらない｣を合わせると約 48%であり､｢よく当てはまる ｣ ｢やや当てはまる｣を合わせると

約35%となった｡本稿では､｢よく当てはまる ｣ ｢やや当てはまる｣と回答した団体を ｢政治志

向をもつ団体 (- 1) ｣とし､｢あまり当てはまらない｣｢全く当てはまらない｣と回答した団体

を ｢政治志向をもたない団体 (-o)｣とする二値データに変換して､次の操作仮説を設定する｡

｢仮説 3:政治志向をもつ団体は､2006年時点でNPO法人格を取得していない｣｡

4 ブール代数分析による仮説の検証

次に､ブール代数分析の方法を用いて､前節で設定した三つの仮説を検証する｡分析の前に､

ブール代数分析の基本的な手順を簡単に説明しておくO表 10-4はNPO法の成立以前に結成

され､国際協力を活動分野とする団体の真理表である 5 ｡真理表とは､独立変数の値の組み合
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わせと従属変数の値を表に示したものである (鹿又ほか編 2001:23)｡表 10-4の独立変数 1

-3は上述の仮説 1- 3 に対応しているOたとえば表の 1行目をみると､独立変数 ･従属変数

の値はすべて0となっている,ブール代数による論理式では､ある条件および結果が存在する

場合 (-1)は大文字の記号で表記し､それらが存在しない場合 (-o) は小文字の記号で表記

するため､ 1行目を論理式で表すと )⇒cpとなる｡この論理式は ｢NPO法の影響を受け､かつ､

事務スタッフがいて､かつ､政治志向をもたない団体は ､NPO法人格を取得している｣ことを

意味している6｡前章で述べたように､本稿では 2006年時点でNPO法人格を取得していない

団体を1､NPO法人格を取得している団体を0とするため､大文字の YはNPO法人格を取得

していないことを表し､小文字の yはNPO法人格を取得していることを表す｡

また､表 10-4の3行目と4行目をみると従属変数が?となっているが､これは独立変数が

iCp､Icpという組み合わせの場合 ､NPO法人格を取得していない団体と取得している団体の両

方を含んでいるため､従属変数が 1 (-Y) もしくは 0(-y) に確定できないことを意味する｡

このような ｢矛盾を含む行｣の処理にはいくつかの方法があるが (鹿又ほか編 2001)､本稿で

はNPO法人格取得の決定条件を厳密に検証するために､矛盾を含む行の従属変数を0とする 70

表 10-4の6行目はIcPという組み合わせの事例が存在していないことを表しているが､事例

の存在しない行についても従属変数を0とする｡矛盾を含む行と事例の存在しない行をこのよ

うに処理すると､表 4で従属変数が1となるのは7行目 (ICp)と8行目 (ICP)となり､これ

らを足し合わせるとY-ICp+ICPという論理式が得られる｡この論理式は ICpかICPの条件組み

合わせが存在する場合､NPO法人格を取得していないという結果が生起することを表しているO

さらにブール代数の演算を用いてこの論理式を縮約すると (鹿又ほか編 2001) ､Y-IC という

論理式が得られる｡この式は ｢NP O法の制定の影響を受けず､かつ､事務スタッフがいない場

合｣､NPO法の成立以前に結成され､国際協力を活動分野とする団体が NPO法人格を取得して

いないことを意味する｡

表 10-5はNPO法の成立以前に結成され､人権擁護 ･平和を活動分野とする団体の真理表

である80表 1015では2行目が矛盾を含む行､4行目が事例の存在しない行となっているが､

先程と同様にこれらの行の従属変数を0とする｡この表で従属変数が 1となるのは 5行目(iCP)

と6行目 (IcP)と8行目 (ICP)であり､これらを合計すると Y-iCP+IcP+ICPという論理式が

得られる｡さらにこの論理式を縮約すると ､Y-IPペ:Pという論理式が得られる｡これは ､｢NPO

法の制定の影響を受けず､かつ､政治志向をもつ場合｣､もしくは､｢事務スタッフがおらず､

かつ､政治志向をもつ場合｣ ､NPO法の成立以前に結成され､人権擁護 ･平和を活動分野とす

る団体がNPO法人格を取得していないことを意味するoY-IP+CPという式はY-P(lペコ)と表せ

るため､人権擁護 ･平和を活動分野とする団体では政治志向をもつことが ､NPO法人格の取得

を決定する必要条件となっている0

5 考察と含意

本稿では三つの仮説を提示し､ブール代数分析という方法を用いて ､NPO法人格取得の決定

条件を検証してきた｡ブール代数分析の結果 ､NPO法の成立以前に結成され､国際協力を活動

分野とする団体では ｢NPO法の制定の影響を受けず､かつ､事務スタッフがいない場合｣ ､NPO

法人格を取得していないことが明らかになったOこれに対して ､NPO法の成立以前に結成され､

人権擁護 ･平和を活動分野とする団体では ｢NPO法の制定の影響を受けず､かつ､政治志向を

もつ場合｣もしくは ｢事務スタッフがおらず､かつ､政治志向をもつ場合｣ ､NPO法人格を取

得していないことが明らかになった｡
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表10-4NPO法の成立以前に結成され､国際協力を活動分野とする団体の真理表 (N=20)

1.NPO法の制 2.事務スタッフ 3.政治志向を
行番号 定の影響なし がいない もつ

I C P

-

)
69
-

従属変数

NPO法人格なし NPO法人格な NPO法人格あ
しの事例数 りの事例数

1

2

3

4

5

6

7

8

00
0
1

0
1
1

1

0
0
1
0
1
0
1
1

0
1
0
0
1
1
0
･ー

0
0
9
･
ウ
･
O

l
1
1

0

0

1

4

〇

一
4

2

5

1

1

1

1

-
0

0

5

1

2

5

1

l
4

2

表10-5NPO法の成立以前に結成され､人権擁護･平和を活動分野とする団体の真理表 (N=18)

1.NPO法の制 2.事務スタッフ 3.政治志向を
行番号 定の影響なし がいない もつ

I C P

従属変数

NPO法人格なし NPO法人格な NPO法人格あ
しの事例数 りの事例数

1

2

3

4

5

6

7

8

0
0
0
1
0
1
-1
1

0
0
1
0
1

0
1
1

0
1
0
0
1
1
0
1

0

2

〇

一
1

6

0

5

l

1

1

1

0

0

1

0

1

3

1

一

1

6

1

5



こうした結果から､次の知見が指摘できる｡第一に ､NPO法人格の取得は単一の条件ではな

く複数の条件の組み合わせによって決定されていることが明らかになった｡国際協力を活動分

野とする団体の場合､NPO法の制定の影響 (仮説 1)と事務スタッフの有無 (仮説 2)という

条件の組み合わせが NPO 法人格取得の決定条件になっていたO-方､人権擁護 ･平和を活動

分野とする団体では､NPO法の制定の影響と政治志向の有無 (仮説 3)という条件の組み合わ

せが NPO法人格取得の決定条件であった｡つまり､国際協力と人権擁護 ･平和の両方におい

て､NPO法の制定の影響という団体外の制度的な条件と､事務スタッフおよび政治志向の有無

という団体内の組織的な条件の結合によって､NPO法人格の取得が決定されていることが明ら

かになった｡先行研究においては､ NPO法の制定過程やその影響については NPO研究が主に

論じ､団体の組織的な特徴については社会運動研究が資源動員論的な視点から注目するという

｢分業｣体制もみられたが､ NPO法人格取得の決定条件を問うためには､制度論的な視点と組

織論的な視点の双方が必要になることをこの結果は示唆しているO

第二に､NPO法人格取得の決定条件は団体の活動分野によって異なっていることが明らかに

なった｡国際協力を活動分野とする団体の場合 ､NPO法の制定の影響と事務スタッフの有無と

いう条件が NPO 法人格取得の決定条件であり､政治志向の有無は関係していなかった｡これ

に対して､人権擁護 ･平和を活動分野とする団体の場合､政治志向の有無が NPO法人格の取

得を決定する必要条件になっていた｡この結果は､市民運動 ･住民運動の豊富な経験が蓄積さ

れている人権擁護 ･平和において ､NPOと政治の関係という問題が先鋭化していることを示し

ており､注目に値する.第四節で述べたように ､NPO法人を脱政治的 ･非政治的な存在として

捉える思考も一部でみられるが､はたして ｢公共的な｣課題に取り組む NPO法人が脱政治的 ･

非政治的な存在のままでいられるのだろうか (Pekkanen2006-2008)｡市民運動 ･住民運動の分

厚い歴史をもつ人権擁護･平和の分野で NPOと政治の問題が集約的に表れているのであれば､

これは社会運動一市民活動の通時的な展開を考えるうえで見過ごせない論点といえるだろう｡

本稿では､ブール代数分析という方法を用いて ､NPO法人格取得の決定条件を検証してきた｡

『市民活動団体調査』の方法上の限界や仮説の妥当性など､本稿の分析には方法論的な問題が

いくつか残されている｡しかし､こうした制約はあるものの ､NPO法の成立以前に結成された

団体における NPO法人格取得の決定条件の一端を明らかにできたと考える｡また､本稿では

観察者の視点から NPOや市民活動の位置づけを論じるのではなく､社会運動一市民活動の展

開のなかで行為者 (市民団体)が直面する問題として NPO 法人格の取得に注目し､その決定

条件を分析する必要性を論じた｡観察者による市民団体の (意図せざる)類型化を避け､社会

運動一市民活動の適時的な流れを無視することなく､市民活動の今後の動向を考察するために

は､行為者の経験に内在した分析を積み重ねていく必要があると考えられる｡

注

1 内閣府国民生活局編 〔2001:105〕､内閣府国民生活局 〔2005:130〕より作成｡

2 内閣府国民生活局編 〔2001:108〕､内閣府国民生活局 〔2005:133〕より作成｡表には NPO

法人格を申請しない最大の理由のうち､それぞれの調査における上位五つの理由のみを示した｡

3 内閣府国民生活局編 〔2001:106〕より作成｡

4 表 10-1 にある ｢行政等に事前相談したが ､NPO法の取得を断念した｣ ｢その他｣という

回答は除外したため､表 10-3の行%を合計しても 100%にはならない｡

5 『市民活動団体調査』では 84 の活動内容を列挙し､団体が取り組んでいるものをすべて回
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答してもらった084の活動内容のうち､国際協力に該当するものは ｢南北問題 ･反グローバリ

ズム｣｢難民問題 ｣｢開発協力 ｣｢フェア トレー ド｣｢多分化共生 ｣｢留学生支援 ｣｢その他｣の七

項目とした｡表 10-4では､この七項目のいずれかを ｢現在もっとも重視 している活動内容｣

と答えた団体を分析対象にしている｡

6 表 10-4において､独立変数 1-3に対応する Ⅰ･C･Pというアルファベッ トは ､NPO

法の影響 (I nsti tutionaleffect)､事務スタッフ (CleriCalstaffS)の有無､政治志向 (politiCalorien tation)

の頭文字をそれぞれ表している｡

7矛盾を含む行を0とすれば ｢必ず 1 (-NPO法人格を取得していない)が生起する条件｣

となり､矛盾を含む行を 1とすれば ｢1が生起する可能性がある条件｣となる｡

8 『市民活動団体調査』では人権擁護に該当する活動内容 として ｢在 日外国人の権利 ｣ ｢先住

民の権利｣｢反部落差別 ｣｢受刑者の人権､死刑制度 ｣｢野宿者支援 ｣｢犯罪被害 ｣｢その他｣の

七項目を挙げ､平和に該当するものとして ｢戦争 ･地域紛争 ｣ ｢核兵器 ･軍備 ｣ ｢軍事基地 ･日

米安保条約｣｢戦争責任 ･戦後補償 ｣｢戦争体験の継承 ｣｢その他｣の六項目を挙げた｡表 10-

5では､これらの項 目のいずれかを ｢現在もっとも重視している活動内容｣と答えた団体を分

析対象にしているO
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第 11幸 市民社会組織の自己性格規定の要因

一一組織構造とリーダー層に着目して-

丸山 真央

1 問題の所在

｢社会運動団体 ｣ ｢市民運動団体 ｣ ｢住民運動団体 ｣ ｢市民活動団体 ｣｢NPO ｣等々､市民社会

組織 (civilsocietyorganization､CSO) はきわめて多棟性に富む存在であり､そこにはさまざま

な分類法が存在するl｡本章ではその中で ､CS Oが自らをどのような性格の組織と規定してい

るのかという点に着目したいO

自己規定という唆味な基準に着目するのはなぜか｡たとえば ｢社会運動団体｣と ｢市民活動

団体｣の差異を考えてみよう｡市民社会で活動する組織アクターという定義上､両者は異なる

ところがないOこの両者を分かつものとしてまず考えられるのは､国家が付与する公的ステー

タスとしての法人格だが (0 ffe1981)､｢社会運動｣であることや ｢市民活動｣であることを規

定する法律は存在しないo NPO の場合､NPO 法上の定義が存在するので､法人格が ｢NPO｣

かどうかの判別の表徴として機能しうる｡しかし ｢社会運動団体｣や ｢市民活動団体｣は､国

家や自治体が定義を与えているわけではない｡だとすれば､外在的に定義されるよりほかない

のだろうか｡たしかに古典的なマルクス主義であれば､変革主体としての運動か否かを､階級

闘争の主体たりうるかどうかで判別するかもしれない｡あるいは機能主義やシステム論の立場

からは､運動体の機能要件を定義することで判別を可能にするという回答が提示されるかもし

れない｡だが､かかる外在的な類別法があったとしても､主体自身の認識はそれとは独立に存

在する可能性がある｡あとでもみるつもりだが､ NPO 法人格をもつ CS O であっても自らを

｢NPO ｣ではなく ｢社会運動団体｣と規定するものが実際に少なからず存在する｡

そうした現実を捉えることで､今日の市民社会の組織的編制にアプローチしたいということ

のほかにもうひとつ､本章で CS Oの自己性格規定に着目する理由がある｡ネオリベラリズムに

よる国家 ･自治体の改革､｢大きな政府｣から ｢小さな政府｣-の再編に伴ってネオリベラル ･

ガバナンスといわれる統治の様式が出現する中､それまで国家 ･自治体が独占していた公共サ

ービスの供給をCS Oが担うような事態があらわれ､従来自明だった市民社会と政治体の領域の

相互浸透と再定義が進んでいる｡｢新しい公共｣としてしばしば称揚される事態だが ､CS O に

とってこれは試練というべき事態でもある｡かつて行政-の ｢包絡｣(篠原 1977)として問題

据起されたその再演でもあるが､CS O は国家 ･自治体行政とかかわりを深め､｢公｣の一部を

担うようになり､統治機能の一部を担うようになることで､本来もちうる自律性を失うという

リスクを負う｡事実､近年 NPO の ｢下請｣化や ｢官-の従属｣があちこちで指摘されている

し (e･g･阿部 2007) ､理論的にも､ネオリベラリズムの原理とボランタリズムの ｢共振｣とし

て問題化されつつある (仁平 2005; 渋谷 2007) a

別稿 (丸山･仁平 ･村 瀬 2008) で明らかにしたのは､そのような中で今日の CS Oと政治体

との関係を規定する要因として､CS Oが自らをどのように性格規定しているかが決定的に重要

になっていることであった｡具体的にいえば ､cso の ｢包絡｣と ｢自律｣を分かつ要因として､

CS Oが自らを ｢運動｣と規定しているかどうかが大きな分岐点となっている｡つまり ｢運動 ｣

と自己規定している組織ほど､運動としての自律性､争議性を保つことができているのに対し
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て､｢運動｣以外の規定を自らに与えている組織は ｢包絡｣される傾向にあるという関連がみら

れるのである｡

仮説の整理

かかる自己性格規定が､CSOそのものの社会の中での作動形態や機能をも拘束するのだとす

れば､自己規定を決する条件を明らかにする必要があるだろう｡しかしこのような問題は管見

の限り､これまで実証的に検討されたことはなかった｡ただ､既存の CSO研究からはいくつか

の要因が仮説として導出できそうであるDまずは二､三の研究を振り返ることで作業仮説を示

しておきたい｡

ひとつはCSOの組織論的研究である｡たとえば官僚制論の見地に立てば､組織構造が肥大化

し複雑化するにつれて､運動体が当初もつフレキシビリティが失われ (佐藤 1984;仁平 2001)､

それに伴ってより争議性の低い性格規定-と移行することが考えられる｡いわば CSOの組織構

造が自己性格規定に影響を与えているという仮説である｡これに従えば､組織を構成するメン

バーの数や予算などにみられる組織規模が肥大化するほど ｢運動｣ではなくなり､他の自己性

格規定をするようになると考えられるO

もうひとつ参照しうるのは市民活動論やNPO論である｡1960年代から70年代にかけて隆盛

を誇った ｢市民運動｣は ､1990年代以降 ｢市民活動｣にその主流がとって代わられ､さらに近

年では｢NPO｣が市民社会の主たる組織アクターの地歩を占めつつあるとされる(高田 2003;午

山 2003,2004)Oこれを踏襲するならば､それぞれの CSOの設立時期によって組織の自己性格

規定は異なることになる｡つまり設立時期が古いものほど自己を ｢運動｣と性格規定し､新し

いものほど ｢運動｣ではなく ｢市民活動｣や ｢NPO｣と規定することになろう｡

あるいはCSOが活動の対象とするイシューに着目すれば､｢新しい社会運動｣論の知見が参

考になるかもしれない｡論者によって議論の重心は異なるが､おおよそ共通する指摘としては､

階級闘争や労働問題を扱 う ｢古い社会運動｣に代わって ､1960年代末葉以降､階級亀裂には直

接的にはのらないアイデンティティや環境､平和問題を対象とする ｢新しい社会運動｣が登場

するようになったというものである2｡上述の市民活動論や NPO論によれば､近年では行政と

｢協働｣して福祉や保健､教育､環境といった分野で公共サービスの供給を担う ｢さらに新し

い｣市民活動や NPOが台頭してきているとされる｡これらの指摘に従えば､設立時期やイシ

ューによってCSOの自己性格規定は､｢運動｣から ｢市民活動 ｣｢NPO｣-と変わってくること

になるだろうD

これまでの3つはCSOの組織構造やイシューに着目したものだったが ､CSOの担い手その

ものが組織の自己性格規定に影響を与えているとするモデルを考えることもできる｡上述の｢新

しい社会運動｣や ｢市民活動｣をめぐる議論によれば､｢古い社会運動｣に比べて ｢新しい社会

運動｣は若年層や高学歴層､専門職層､あるいは新中間階級が中心となるという担い手の社会

的属性上の特徴がある｡｢市民活動｣や ｢NPO｣の担い手の属性上の特徴についてもほぼ同様

の指摘があてはまるだろうし､ NPOの事例研究では､NPOの制度化による若年専従層や退職

者層の積極的な参入が指摘されてもいる｡

以上をまとめて､ここでは CSOの自己性格規定の要因として､大別して 2点を考えておくこ

ととしたいoすなわち､ひとつが CSOの組織構造要因､もうひとつが CSOの担い手要因であ

る｡以下ではこの 2つの説明モデルについて ｢首都圏市民活動団体調査｣のデータで順次検討

していくこととしよう｡

-174-



図11 -1 市民社会組織の自己規定(N=93 1)

｢NGO｣

.8.5 %2 分析本調査では ｢貴団体の性格は､次のどれに近いと思いますか｣とい

う質問文で ｢社会運動団体｣｢NPO｣｢NGO｣ ｢市民活動団体 ｣ ｢ボランティア団体 ｣ ｢サーク ル｣

｢その他｣の選択肢から1つを選んでもらい､CSOの自己性格規定を調べた｡以下ではこの回

答を主な被説明変数として検討していく｡その際､この回答を ｢ ｣で表記することとする｡す

なわちNPO といった場合はNPO 法人格をもつCSOを指し ､｢NPO ｣と表記した場合は自己性

格規定を ｢NPO ｣と回答したCSOを指すものとして

区別することとしたい｡図 11-1 はこの単純集計結果である｡調査に回答した CSOのうち ｢N

PO ｣が全体の 4 割を占め､次いで ｢市民活動団体｣と自己規定している CSOは 4 分の 1弱､｢社会

運動団体｣｢NGO｣｢ボランティア団体｣としている CSOはそれぞれ 1割弱だった｡これ

ら5つの自己規定以外は回答団体が僅少なため､以下では分析対象を この5つに限定したい｡

(1)

組織構造要因組織構造組織構造にかかわる変数と自己性格規定の関連をまとめたのが表 11

-1 であるOまず組織の設立時期別にみてみよう｡設立時期が古いものほど ｢社会運動団体｣

と自己規定する割合が高いOrNGOJ ｢ボランティア団体｣についても同じような傾向がみられ

るoこれに対して､設立時期が新しいものほど ｢NPO ｣と自己規定するものが多い｡とりわけ NPO

法が施行された 1998年以降にできたCSOでは半分以上 ､2003 年以降のものだと8 割以上が

｢NPO ｣と自己規定している｡1980 年代から1990 年代半ばまでに設立されたCSOには ｢市

民活動団体｣と自己規定するものが多かったが､それ以後のものでは ｢NPO ｣に

とって代わられているO次に法人格の有無と種類別をみてみよう｡ ｢社会運動団体｣と自己規

定するCSOは､法人格をもたない任意団体の中に多いO｢市民活動団体 ｣ ｢ボランティア団体

｣とするものも任意団体の中に多い｡ただ ｢社会運動団体｣と自己規定する CSO は､財団法

人や社会福祉法人など､NPO 法人以外の法人格をもつCSOの中でもその割合は高い o｢NPO ｣

と自己規定するものは当然ながらNPO 法人格をもつものの中に多いOただ NPO 法人格をもつCS
Oの約 8割は rNPO｣と自己規定しているが､しかし ｢市民活動団体 ｣｢N GO｣ ｢社会運動団

体｣と自己規定するものもわずかながら存在するO｢NGO ｣と自己規定するものはその他の法 人格をもつもの



表11-1 組織構造 ×自己性格規定

｢笥 若動 rN P O ｣ rNGO｣ ｢雫諾 動
14.8% 12.3% 13.9% 24.6%

12.9% 112% 112% 36.2%

8.8% 30.6% 13.0% 32.6%

6.3% 59.8% 5.7% 16.1%

1.7% 81 .4% 2.5% 6.8%

12.3% 4.1% 95 % 44.7%

2.3% 79 .4% 5.3 % 7.4%

19 .4% 6.0% 22 .4% 10.4%

22.7% 4.5% 13.6% 18.2%

13L2% 20.7% 5.0% 28,1%

6.5% 57.0% 2.8% 17.8%

3.0% 61.0% 6.1% 18.9%
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組1970年代以前
織1980年代
結1990-1997年
成1998-2002年
年2003-2006年

任意団体

NPO 法人
その他の法人
その他
個人会員制度なし

個 20 人未満
人 20-49 人

会 50-99 人

員 100-199 人

数 200-499 人

500 人以上

ス なし

タ1-5 人

ツ 6一-10 人

フ 11-20 人

数 21 人以上

10 万円未満

7.6% 45 .4%

3.6% 386%

12.8% 28.2%

14.3% 20. 5%

ll.1% 31.1%

8.3% 43.2%

ll.4% 38 6%

2.9% 42.0 %

6.7% 41.3%

34% 28.6%

12.9% 27.9%

13.7% 23.1%

17.9% 21.4%

3.3% 28.9%

71% 231%

8.5 % 25.8%

11.6% 22.5%

16.0% 12.0%

5.9% 16.1% 44.9%

年

間予算規模

10万円～50万円10.
2%23
.
7%42%42
.
4%

50万円-100万円8.
8%36
.
3%7
.
1%248%

100万円一-500万円8.
2%44
.
9%9
.
2%23
.
2%

500万円-1千万円5.
3%53
.
7%11
.
6%16
.
8%

1千万円～5千万円11.
3%54
.
7%10
.
7%8
.
7%

5千万円～1億円3.
7%48
.
1%14
.
8%7
.
4%

1億円以上13
.
0%27
.
8%259%7
.
4%

非該当(2006 年結成) 100.0%

注‥数字は行′く-セント｡ **p (.01 .* p (.05

合が高く､任意団体､ NPO法人格をもつものの中でも-定割合ある O

次に組織の規模として､人的資源のうち個人会員数に着目してみよう｡｢社会運動団体｣と自

己規定するCSOは､個人会員制度をもたないものと 500 人以上という大規模なものにその割合

が高く､両極化しているのがわかる｡｢ボランティア団体｣とするものもこれに似た傾向をもち､

個人会員制度のないもの､50- 99 人､ 500 人以上のCSOでその割合が高いO｢NPO｣と自己規

定するものには数十人規模のもののCSOでその割合が高く､その前後の割合が低くなっていて

正規分布に近い｡｢NGO｣と自己規定するものは 100人を超える大規模なCSOでその割合が目

立って高く､規模の大きなものほど ｢NGO｣という自己規定の割合が増えるという関連がみら

れる｡｢市民活動団体｣と自己規定する CSOは､個人会員数規模ではさほど差はみられな い3｡

同様に人的資源として､日々 運営にあたっている運営スタッフの人数をみてみよう｡｢社会運

動団体｣と自己規定する CSOは､スタッフなしと 10人弱のものでその割合が最も高い｡｢市民

活動団体｣とする CSOも同様の傾向がみられる｡｢NPO｣とするものは､運営スタッフがいる

CSOでその割合が高いが､スタッフ数はまちまちである D｢NGO｣と自己規定するものは､ス

タッフ数が多いものほどその割合が高くなっているo｢ボランティア団体｣とする CSOは 21

人以上のものにその割合が少なく､相対的に規模が小さ い 4｡

最後に資金面 (2005 年度の年間予算額)から組織規模をみてみよう｡｢社会運動団体｣と自

己規定するCSOは数十万円規模､数千万円規模 ､1億円以上の 3つのもので割合が高く､三極

化しているO｢NPO｣と自己規定する CSOは､数百万円から数千万円のものでその割合が高いO

｢NGO｣とするものは､予算規模が大きいものほどその割合が増える｡これとは逆に ｢市民活
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図11-2イシューの因子得点の平均値
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トワーキング★動団体｣と自己規定する CSOは､予算規模が小さいものほどその割合が高い

O｢ボランティア団体｣とする CSOもこれと似た傾向がみら

れる｡イシュー今度は CSOが活動の対象とするイシューと自己性格規定の関連をみて

みよう｡本調査では｢貴団体が現在取り組まれている活動の分野｣として ､84のイシューの中

から選んでもらった(複数回答)｡その回答のうち ｢その他｣を除いた 68のイシューについて因

子分析 (主成分法 :バリマックス回転)を行い､抽出された 1Sの因子でイシューをみていくこ

ととする (因子分析の結果と成分の名称は章末の表 1

1-補を参照)0この 18の因子得点について､自己性格規定別に平均得点を算出したのが図 11

-2であるO｢社会運動団体｣と自己規定する CSOは､｢対国家 ｣｢青少年 ｣｢労働 ｣｢食 ｣｢

ネットワーキング｣系イシューの得点が他に比して高く､これらを活動の対象としているもの

が多いのがわかる｡｢NPO｣では､｢地域｣系イシューの得点が高いのが目立っ ｡｢NGO｣の場

合､当然のことながら｢国際｣系イシューの因子得点が群を抜いて高い｡｢市民活動団体｣と自己

規定するものでは､｢開発 ｣ ｢環 最｣系イシューの得点が高く､これらに活動が集中しているい

のが特徴的であるO｢ボランティア団体｣とするものでは､｢対国家 ｣｢地域 ｣｢労働 ｣｢情 軌

系イシューの得点が低く､｢社会運動団体｣とほぼ対照的な位置にある｡つまり ｢社会運動団

体｣と自己規定するCSOが手がけない分野で活動している｡以上からは､あるイシューを活動

の対象とすることと自らをどう性格規定するのかの間には一定の関連がある様子をうかがうことができるO

(2) 担い手要因次にCSOの実際の担い手と自己規定の関連について検討する｡本調査は

組織あてに郵送し､｢回答は､代表者､事務局長､または団体の事情に明るい方にお願いをい たします｣と



表11 - 2 リーダー層の属性×自己性格規定
｢市民活動 ｢ホ●ラン ライア
団体｣ 団体 ｣
26.4% 85%
22.0% 6.9%
17.6% 5.4%
16.5% 3.3%
24.3% 4.9%
24.2% 9.5%
30.1% 13.5%
24. 2% 9.2%
25.4% 10.3%
23.6% 6.7%
22.0% 5.5%
10.9% 22%
28.2% 3.2%

｢社会運動
団体｣
8.3%
8.2%
5.4%
9.9%
10.3%
9.1%
4.3%
8.5%
9.5%
8.5%
7.7%
10.9%
3.2%

｢NP O｣ ｢NGO｣

追

認

…
毘

欄
欄
違

憲

欄
欄
5
5
は
還

朋
豊

川
相
川
㍊

H

E㈹
船
舶
棚
g
I慧

還

馴
馴

性女
別男

20代･30代
40代
50代
60代
70代 以上
中･高

学 短大･高専･専門学校
歴 大学

大学院
専従
専門
管理 11.3% 56.5%

9.0% 35.8%
12.9% 29.0%
10.5% 21.1%
6.1% 19.5%
9.6% 34.8%
3.6% 25.0%
18.8% 31.8%
6.9% 37.8%
4.9% 56.3%
4.5% 42.3%
11.8% 31.4%
11.8% 38.8%
ll.6% 39.1%
8,0% 24.0%

3.2%
ll.9%
9.7%
13.2%
18.3%
12.9%

1ヱ壬生
1.2%
7.6%
9.7%
7.1%
ll.8%
10.6%
ll.6%
4.0%朋棚豊洲H[Wm朋馴崇洲州

事務･販売

マニュアル
公務
家事
無職
その他
専従
専門
管理
事務-販売
マニ
ュアル
公務
家事
その他

注:数 字 は行パーセントO ** pく.01,*p く.05

たちで回答を依頼 した ｡ CS O の 構成メンバー全員についての情報はないので､こ こでは C S0

の担い手 を調査回答者 に限定す るこ とにし､ これをCS Oの リーダー 層と呼ぶこととするO

リーダー層の社会的属性

リーダー層の基本的な社会的属性とCSOの自己性格規定の関連をまとめたのが表11-1であ

るOこのうち性別は有意な差がなかったが､年代､学歴､職業はそれぞれ統計的に有意な関連

がみられた｡

年代別では､｢社会運動団体｣と自己規定するものは ､50 代のリーダー層が率いるCSOでそ

の割合がもっとも高く､この世代をピークとする正規分布に近いばらつきをしている ｡｢NPO｣

と自己規定するものは､40 代と60 代のリーダー層がいるCSOでその割合が高いO｢NGO｣と

するものは､他に比べて 20 代と30 代のリーダー層に率いられたCSOでその割合が高い傾向が

みられる｡｢市民活動団体｣とする CSOは､リーダー層の年齢が高いものほどその割合が高い

という特徴がある｡｢ボランティア団体｣とするものは ､60 代以上のリーダー層のいるCSOほ

どその割合が高い｡

最終学歴別にみると､｢NGO｣と自己規定する CSOは､リーダー層の学歴が高いものほどそ

の割合が高いという傾向がみられる｡逆に ｢ボランティア団体｣と自己規定するものは､リー

ダー層の学歴が低いほどその割合が高くなる｡そのほかの自己規定は､リーダー層の学歴によ

る目立った差がそれほどみられない｡

最後にリーダー層の職業をみてみよう｡CSOの担い手が全体的に高年層に厚みがあり､無職､

退職者が多いことから､現職ではなく最長職をみたほうが職業上の特徴を捉えるのには適切だ

-178-



図11-3 リーダー層の政治意識
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** ス 壬r社会運動団体｣･･-[:I - rNPO｣十

rNGO｣二 ｢市民活動団体｣-く)一･｢ホうンティア

団体｣･-･ -- その他ろうから､ここでは最長職に注目することにしよう｡｢社会運動団体

｣と自己規定する CSOは､専従経験者のリーダー層に率いられたものの中でその割合が高い｡マ

ニュアル職､公務､家事経験リーダー層の中でも一定の割合がある｡｢NPO｣とするものは管

理職､事務 ･販売職経験のあるリーダー層の中でその割合が高く､家事､専門職経験者でも高

いO｢NGO｣とするものは専従職経験者の中で割合が高い｡｢市民活動団体｣と自己規定す るCSOは家事経

験者の中でその割合が

高く､これは主婦が中心になっているとみられる｡他の職業経験に比べて専門職経験者の中でも

その割合が高いO｢ボランティア団体｣とするものはマニュアル､家事､公務で割合が高いO

リーダー層の政治意識

次にリーダー層の意識やイデオロギーと自己規定の関連をみるOここでは､最も基本的な政

治的態度とされる保革イデオロギーと､ネオリベラリズムをめぐるいくつかの意識をみてみる｡

その結果が図 11-3であるO保革イデオロギーは ｢あなたは､保守か革新かと聞かれれば､どちらですか｣という

質問文で､5件法で尋ねた｡これを得点化して自己性格規定

ごとに平均値をみると (値が大きいほど保守的)､｢社会運動団体 ｣<｢市民活動団体

｣<｢NGO｣<｢その他｣<全体平均< ｢ボランティア団体｣<rNPO
｣となる (イータ二 兎084)｡ネオリベラリズムをめ

ぐる争点としては次の6点を尋ねたOいずれも 2つの異なる意見を両極に置き､いずれに近いか を4件法で尋ねて得点化

した (いずれも右の意見ほど､すなわち親ネオリベラリズムほど得点が高くなるよう調整した)

0【競争主義】｢競争は､格差を拡

大させるなど問題の方が多い｣一一 ｢競争は､社会の活力や勤勉のもとになる｣【小さな政

府志向】｢経済-の公的規制は､やはりある程度必要だ｣一一 ｢経済活動-の公的な規

制は､なるべく少ない方が良い ｣【リーダーシップ志向】｢物事を決めるさいは時間をかけて 皆で話し合い､



表11-3 ロジスティック回帰分析に投入する変数

級織檀追 法人格 NPO 法人格くダミー)､NPO 以外の法人格(ダミー

)個人会員数 連続変数o個人会員制度がない場
合は0運営スタッフ数

連続変数年間予算規模 ｢10万円未満 ｣=100000､｢10万円以上 -50万円未満｣=300

000､｢50万円以上～100万円未満｣=750000､｢100万円以上～

500万円未満｣=3000000､｢500万円以上～1000万円未満｣=7500000､｢1000万円以上～5000万円未満｣=30000000､｢5000万円以
上～1億円未満｣-75000000､｢｢1億円以上｣=100000000を割り当てて連続変数化した

ものを対数変換組織年齢 設立
年を調査時の団体年齢に換算イシュー 68分野の因子分

析で抽出した18成分の因子得点リの l属ダ性 l層

性別 ダミー(男性 =

O､女性=1)年齢 調査時満年齢学歴 教育年数(中学卒 =9､高校
卒=12､短大.高専.専門学校卒 =14､大学卒

=16､大学院卒 =18)を割り当てて連続変数化最長職 専従､専門､管
理､事務.販売､マ

ニュアル､公務で､参照カテゴリーは家事その他層 リの l意 ダ識 l

保革イデオロギー 1=革新､5=保守の5点法で得点化
競争主義

いずれも1-4点で､点数が高いほど意識が強い

小さな政府志向リーダーシップ志向人間的な社会か経済安定かこ

とが必要だ｣一一 ｢人間的な社会を作るためにも､まず安定した経済が必要だ｣【財政保守主義

】｢政府が赤字に陥ったときは､赤字国債 (地方債)を発行してもサービス水準を維持すべき｣一一 ｢

政府が赤字に陥ったときは､収入不足に応じてサービス水準を下げるべき｣【公共サービス

は政府より市民セクター】｢NPO や市民 ･住民団体の方が､良質な福祉 ･教育サービスを提供できる

｣一一 ｢政府 ･行政の方が､良質な福祉 ･教育サービスを提供できる｣このうち競争主義(イータ二乗 .1

06)､小さな政府志向(同 .092)､リーダーシップ志向(同 .107)､経済安定重視 (同 .05

6)は有意差がみられ､財政保守主義 (同 .008)と公共サービスの市民セクター委譲支持 (同

.013)は有意差がみられなかった｡図から明らかだが､得点の高い順に並べると､部分的に順

が入れ替わっているところがあるものの､おおむね ｢社会運動団体 ｣< ｢市民活動団体｣< ｢NGO｣ < ｢その他 ｣< ｢ボラン

ティア団体｣< ｢N PO｣の順である｡3 自己性格規定の規定要因ここまで自己

性格規定の要因として､組織構造要因と担い手要因との関連を検討してきたが､いずれが規定

要因となっているのかを特定するため､それぞれの自己規定要因 (ダミー変数)を被説明変数

とする二項ロジスティック回帰分析を行い､以上の分析結果を再検討した｡分析に際しては､組織

構造要因のみ (モデル 1)､担い手属性要因のみ (モデル 2) ､担い手の属性と意識要因 (モデ ル3) ､組織構造と担い手要因 (モデル 4) の4 つのモデルを設定した｡投

入した変数は表 11-3のとおりである｡｢社会運動団体｣の規定要因｢社会運動

団体｣という自己規定の規定要因としては､組織構造要因だけを投入したモデル1では､NPO

法人格をもたないことと運営スタッフ数が少ないことが有意な効果を及ぼしていたOイシューでは､｢ 対国家｣ ｢青少年 ｣



表11-4 r社会運動団体｣自己規定の規定要因:二項ロジスティック回帰分析結果
モデル1 モデル2 モデル3 モ

デル4組 NPO法人格 -1.749*** -1,658*NPO法人格以外の法人格 -0.0
44 -0.631織 個人会員数

0.000 0.000構 運営スタッフ
数 -0.042* -0.034造 年間予算規模 0.221 -0.

145組織年齢 0.011 0.0

31 +イ 対国家 0.423**

* 0.329*人権 -0.00
5 -0.177セクシュアリティ -0.013 0.15

8国際 -0.005 -0
.006地域 0.017 0,089

文化 -0.108 -
0.067ネットワーキング 0.2

22 0.335 +福祉 0.080
0.214シ 開発 -0.17

5 -0.221ユ 青少年 0.482*** 0.648*
**l 労働 0.257*

0.297 +食環境 0.200 0.011-0.2
94 + -0.119道徳 0

.091 -0.303リスク
-0.193 -0.007情報 0.1

59 0.182留学生 -0.234
-0.247宗教 -0.154

-0.518 +リ 性別 -0.205 -
0.336 -0.731t 年齢 0.001 0.007

-0,005ダ 学歴 0.027 0.065
0.136I 最長職 (専従) 0.656 0.069 -0.

534層の 最長職 (専門) -0.559 -0.969 + -1.709*最長職 (管理) -0.924

-0.826 -0.278属 最長職 (事務.販売) -
1.018 + -1.015 + -1.241

性 最長職 (マニュアル) 0.171 -0.26
4 -0.615最長職(公務) 0.059 -

0.320 -1.722 +層 リの l保革イデオロ ギー -0.508** -0.090競争主義

-0.490* -0.290意 ダ 小さな政府志向 -0.496* -0.79

7**& L リーダーシップ志向 -0.117 -0.518 +人間的な社会より経
済安定 0.230 0.568*定数 -3.505 -2.487 -0.2

12 0.069N(うち｢社会運動団体｣を選択) 647(57) 845(70
) 756(63) 544(48)NagelkerkeR2乗 0.320*

** 0.052* 0.214*** 0.466***注:数字はロジステ ィ ッ

ク 回 帰 係 数○***p く.00l,** pく.01 .* pく.05 ,+ p <.l担い手要

因に関する変数のみを投入したモデル 2､モデ/ レ3は､組織構造要因だけのモデル 1に比べて､

モデルの説明力が低い｡属性のみのモデル 2では有意な効果をもつ変数がほとんどなかったO意識

変数を投入したモデル3ではいくつかの変数が有意な効果をみせたOそれによると､リーダー

層が革新的なイデオロギーをもち､ネオリベラリズムに関しては反競争主義､反 ｢小さな政府 ｣といった意識をも つCSOほど｢社会運動団体｣と自己規定する傾向があ

った｡組織構造要因と担い手要因のすべてを投入したモデル 4 では､NpO 法人格をもた

ないという効果が消えずに残 り､イシューもモデル 1とほぼ同様の結果となった｡担い手の属性要因と

しては専門職､公務職経験が負の効果､意識要因では小さ な政府志向と



表11-5 ｢NPO ｣自己規定の規定要因 :二項ロジスティック回帰分析結果
モデル1 モデル2 モデル3

モデ ル4級 NPO 法人格 4.229*** 4.406***NPO 法人格以外の法人格 -0.
119 -0.736織 個人会員数 -

0.001* -0.001*棉 運営ス
タッフ数 0.018 + 0.011追 年間予算規模 0.235 0.453

+組織年齢 -0.027 + -

0.038*イ 対国家 -0

.365 -0.238人権 0.
231 0.192セクシュアリティ -

0.027 0.036国際 -0.582*** -0.84
9***地域 0.506** 0.4

66*文化 0.005
0.139わトワーキング -0.

084 -0.242福祉 0.18
7 0.300シ 開発 -0

.039 -0.045ユ 青少年 -0.256 + -0
.286 +I 労働 -0.12

8 -0.277食環境 0,066 0.121-0.
017 0.088道徳 0
.030 -0.172リ

スク -0.047 -0.251情報
-0.160 -0.127留学生 0.414

* 0,327宗教 0.171 0

.106リ 性別 -0.213 0.115 0

.494l 年齢 -0.019** -0.021

** -0.014ダ 学歴 -0.030 -0.040
-0.132I 最長職(専従) -0.389 -0

.126 0.927層 最長職(専門) 0.028 0.
269 1.435*の 最長職(管理) 0.90

3 ** 0.792* 2,216**属 最長取(事務.販売) 0.176 0.143

1.633*性 最長織(マニュアル)
-0.321 -0.199 1.630 +最長敬(公 務) 0.042 0.326 2.416**

層 リ 保革イデオロギー 0.219** 0.22

8の I競争主義 0.144 0.079意 ダ 小さな政府志向 0.181+

0.111& l リーダーシップ志向 0.297** -0.036人間的な社会より

経済安定 0.062 0.228定数 -4.286 1.087 -0.983 -5.727
N( うち｢NPO ｣を選択) 647(248) 845(340) 756(309

) 544(214)Na gelkerkeR 2乗 0.734*** 0.052*
** 0.157*** 0.771***注 :数 字 は ロ ジ ス ティッ ク 回 帰係数.***p

く.001,**p< .O l . *p<.05,+pく.1｢NPO ｣の規定要因｢NPO ｣ という自己規定に対しては､当然のことながら

NPO 法人格をもつことが大きな効果を及ぼしており､組織構造要因のモデル 1でほぼ説明さ

れ尽くしている｡イシューでは､｢地域｣系が正､｢国際系｣が負の効果をもっており､

地域経済や産業､住宅などの ｢地域｣系イシューを対象とすることと ｢NPO ｣という自己規

定の間には有意な関連があった｡これらはモデル4で担い手要因を入れても消えなかったO

担い手のモデル 2 も3 も説明力が低かった｡ただリーダー層の年齢が負の効果をもち､最長職

では管理職経験が正の効果をもっており､これらは組織構造要因を入れたモデル 4でも消えなかったO意識変数を投入したモデル 3では､保守的イデオロ ギーが有意で



義ll-6 ｢NGOJ 自己規定の規定要因:二項ロジスティック回帰分析結果
モデル1 モデル2 モデル3 モ

デ ル4級 NPO 法人格 -1.545** -2.134 ***NPO 法人格以外の法人格 -0.
314 0.127級 個人会員数

0.000 0.000棉 運営ス
タッフ数 0.007 0.009造 年間予算規模 0.841** 1.17

0**組織年齢 0.003 -0.00

7イ 対国家 -0.750**

-1｣096**人権 0.1
73 0.188セクシュアリティ

0.333* 0.078国際 1.153 *** 1.386 ***

地域 -0.880** -1.072*文化 -0.582* -0.580 +

ネットワーキング -0.381*
-0.543*福祉 -0.452*
-0.484十シ 開発

0.125 0.412ユ 青少年 -0.415 + -0
.518 +I 労働 0.145

0.319食環境 -0.133 0.0280.00
0 -0.428道徳 -0.232

-0.309リスク -0
.182 -0.357情報 0.338

+ 0.267留学生 1 -0.617**
-0.576 +宗教 -0.211 0.1

50リI 性別 0.331 0.253 0.204年齢 -0.023* -0.026*

0.009ダl 学歴 0.329*** 0.322** 0.077最長織(専従) 0.798 0.4

89 0.777層の 最長職(専門) 0.400 0.138 1.090最長職(管理) 0.0

11 -OA67 -0,989属性 最長職(事

務.販売) 0.315 0.021
-0.791最長職(マニュ アル) 0.265

-0.188 0.027最長職(公務) 0.

021 -0.280 -0.063層 リの l保革 イデオロギー 0.013 0.010競争主義

-0.028 -0.477意 ダ識 l小さな政府志向 -0.021 0.1
24リーダーシップ志向 0.292 + 0.928**人間的な社会より経済安定

-0.189 -0.424定数 -8.448 -6.724 -6.478 -
13.304N( うち｢NGO ｣を選択) 647(62) 845(71) 756(57) 544(46

)Na gelkerkeR 2乗 0.463*** 0.088*** 0.09
9** 0.544***注 : 敬 字 は ロ ジ ス ティ ッ ク 回 帰 係 数 ○ ***pく.001,** pく

.01,* pく.0 5,+ pく.lrNGO ｣の規定要因｢NGO｣という自己規定で､組織構

造要因として有意な関連がみられたのは､NPO法人格をもたない

ことと年間予算規模が大きいことである｡これはモデル 4で担い手要因を入れても効果が消えなか

ったOイシューは ､ ｢対国家｣でも ｢地域｣でもなく (いずれも負の効果)､｢国際｣系イシューを対象としていることが影響していた (正の効果)O日本の NGOが事実上 I NGO

(国際非政府組織)を指すのと合致しており､いわば自然な結果である｡

担い手要因は､モデル 2､3の

説明力が示すように､組織構造要因に比べて大した効果がなかった.有意な効果があったのが学歴 (正)と年齢



表11-7 ｢市民活動団体｣自己規定の規定要因 二項ロジスティック回帰分析結果
モデル1 モデル2 モデル3 モ

デル4組 NPO法人格 -i.925*++ -2.035***NPO法人格以外の法人格 -0.8
50 -0.223織 個人会員数

0.000 0.000棉 運営スタッ
フ数 -0.005 -0.011追 年間予算規模 -0.312 + -0.

311組織年齢 -0.001

0.002イ 対国家 -0.0

35 -0.194人権 -0.014
0.052セクシュアリティ -0.117 -0.373*

国際 -0.325* -
0.269地域 -0.157 0.0

69文化 0.147 0.11
2ネットワーキング 0.168

0.289*福祉 -0.293*

-0.304*シ 開発 0.216* 0.221+ユ 青少年 -0.235 +

-0.198I 労働食環境 -0.1460.0040.257* -0.152-0.055

0.281*道徳 -0.02
8 -0.079リスク 0

.025 0.152情報 -0.067
-0.124留学生 0.022 0.01

6宗教 -0.011 -0.089

リI 性別 0.240 -0.011 0.556 +年齢 0.029*** 0.029*** 0.00

9ダl 学歴 0.023 0.023 0.075最長職 (専従) -0.289 -0.455 -0.480

層の 最長職 (専門) 0.065 -0.030 -0.236最長職 (管理) -0.686 + -0.29

3 -0.298属性 最長職 (事務.販売) -0.1

16 0.089 -0.049

最長職(マニュアル) -0.078 -0.079 -
0.573最長職 (公務) -0.072 -0.14

1 0.130層 リの l 保革イデオロギー -0.234* -0.276 +競争主義 0.15

5 0.232意 ダ識 l 小さな政府志向 -0.171 -0.199リーダーシップ志向
-0.448*** -0.312 +人間的な社会より経済安定 -0.227*

-0.355*定数 1.400 -3.215 -1.180 1.566N(うち｢市民活動団体｣を選択) 647(151) 845(196) 756(177
) 544(131)NagelkerkeR2乗 0.329*** 0.044

** 0.142*** 0.422***注 :数字はロ ジ スティ ッ ク 回帰係 数 O***pく.0 01,** p<.01.*pく.05,+p

く.1ないことぐらいで､この点は ｢社会運動団体｣の自己規定要因に似ている｡ただ異なるの

はイシューの効果である｡すなわち ｢社会運動団体｣の自己規定に有意な効果をもつイシュー

が ｢対国家｣や ｢青少年｣だったのに対し､｢市民活動団体｣では ｢開発 ｣ ｢環境 ｣ ｢ネ

ットワーキング｣系イシューが有意な効果をもっていた｡以下でみるように､イシュー以

外の組織構造要因だけでなく､担い手要因の面でも､｢社会運動団体｣と ｢市民活動団体｣はかなりよく

似ているのだが､こうしたイシューの相違が結局のところ両者を分かつ要因となっているとみられ

るDつまり ｢社会運動｣と ｢市民活動｣の自己規定を分けるものが､法人格や組織の規模､

担い手の属性 ･意識ではなく (これらはいずれもかなりよく似ている)､活動対象の上の棲み

分け (｢社会運動 ｣- ｢対国家 ｣ ｢青少年 ｣ ｢労働｣系､｢市民活動 ｣- ｢開発 ｣ ｢環境 ｣



表11-8 ｢ボランティア団体｣自己規定の規定要因:二項ロジスティック回帰分析結果
モデル1 モデル2 モデル3 モ

デル4級 NPO法人格 -1.341** -2.044 **NPO法人格以外の法人格 -1.662
+ -2.597*織 個人会員数

0.000 0.000棉 運営ス
タッフ数 0.006 0.016追 年間予算規模 -0.341 -0.4

47組織年齢 0.025 + 0.04

7*イ 対国家 -3.104**

-2ー187 +人権 -1.174 +
-0.903セクシュアリティ

-1.239* -1.291 +国際 -0ー353 -0.329
地域 -1.412** -1.238*
文化 -0.028 -0.2

39ネットワーキング -0.318
-0.147福祉 -0.

257 -0.402シ 開発 -0.141 -0.155ユ 青少年 0.019

0ー096l 労働食環境 -0.615-0.093-0.636* -0.7270.229-0
.724 +道徳 -0.63ー

-1.029リスク -0.077
-0.073情報 -0.361
-0.107留学生 -0.114 -
0.001宗一数 -0.242 -1_

309*リI 性別 0.393 0.389 0.229年齢 0ー033* 0.028 + 0.000

ダ 学歴 -0_095 -0.077 0_
124l 最長職(専従) -1.616 -1.054 -28

_891層の 最長職(専門) 0.076 0.268 -0.342最長職(管理) 0.162

0.295 0_550属性 最長職(事務.販売)

-0.102 -0.087 -0_
609最長職(マニュアル) 0.368 0.87

6 -0.557最長職(公務) 0_42

5 0.429 -0.269層 リの l保革イデオロ ギー 0_357* 0.584*競争主義

0.167 0.362意 ダ識 l小さな政府志向 0_353 + 0.519 +リー
ダーシップ志向 -0.001 0.191人間的な社会より経済安定 -0.31

4 + -0.153定数 -1ー963 -3.285 -5.027 -7.295
N(うちrボランティア団体｣を選択) 647(52) 845(63) 756(5

2) 544(37)NageJkerkeR2乗 0.291*** 0.057* 0.099**
0.425***注 : 敬 字はロ ジ ステ ィ ッ ク回帰係数O***pく.001,** pく.01,*pく.05,+pく.1

織構造要因を入れると担い手要因の効果が消えた ｢社会運動団体｣に比べて､｢市民活動

団体｣はモデル4でもこれらの意識要因が消えず､担い手の意識がより顕著に革新的かつ民主的で

あるという結果であるO｢ボランティア団体｣の規定要因｢ボランティア団体｣という自己規

定に効果をもつ組織構造要因は､法人格をもたないことと組織年齢

が正の効果をもっこと以外に有意な関連はみられなかった｡ただ組織年齢の効果は担い手要因を入

れたモデル4でも消えないことから､｢ボランティア団体｣という自己規定は組織の古さと

関連があるといえる｡イシューは ｢対国家 ｣ ｢セクシュアリテ ィ｣ ｢地域 ｣ ｢環境｣系のいずれでもな



4 おわりに本章では CSO が自らの組織

についてどのような性格規定をしているのかといった面に焦点をあてて､その要因を検討してきた｡結果はすでに前節で

まとめたのでここではくり返さないが､冒頭で述べたネオリベラル ･ガバナンス時代の ｢運動｣性についてのみ一言してお

こうO今日のネオリベラル ･ガバナンスと CSOの関係を考えるうえで ｢運動｣という自己規定の有無が重要になっているというのが､本章で

の分析に先立っ知見だった｡前節で ｢社会運動団体 ｣の自己規定

要因を明らかにしたとおり､こうした ｢運動｣規定に効果を及ぼしていたのは､組織構造面では､ NP O法人格をもた

ず組織が比較的古く､国家をめぐる問題や若年､労働問題を対象としているということだった｡担い手要因では､属性よりも意識､と

くに ｢小さな政府｣化-の抵抗感､リーダーシップによる効率よりも民主的 な
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表11-補 イシュ ー68項目の国子分析結果
1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 10 ll 12 】 13 14 1 15

16 17 18対 人権 セリク 国際 地 文 ウlネ 福 開発

書 労 食 芸 道徳 リ 価～ V国i 丁 シイユ_ア 城 化 キ ツン トゲ 祉 少年 一】 スク

学生 那敬核兵器.軍備 0.839
軍事基地.日米安保 0_838
戦争大任.戦後補償 0.805
憲法 0.773
戦争.地域紛争 0.742
戦争休息の推柔 0_657
国専管理.介入反対 0_609 r

- 一 ■- 【天皇制 0.582
教科暮聞及 0.566

l行政.権力の監視 0.465
政党.政治賓の支援
受刑者人権､死刑制度 0.760
反部落差別 0.635
先住民の権利 0_634 L
犯罪被青 0.571 ∫ ` / ～ /

/ /野宿者支援 0_563 i
在 日外国人の権利 0.516

lDV対策 0.801
性的マイノl斤イ権利擁護 0.700
教育.文化性差別撤廃 0.699
疋用の性差別牡鹿 0_679
開発協力 0_714
フェアトレード 0.677 1 1
南北間鹿,反ゲE] -ハ●リス●ム 0.538 E
杜氏問題 0.467 0,525
多文化共生 0

.5ー4 【起業等支埋 0.590
住宅.リノベーション 0.579
地≠産業.商店街活性化 0_576
異業種交流.企業と事業 0.529 ii

iii -耽美訓練､能力開発
アーティスト等の支埋 】 0.788
発表.活動等の塊提供 0_743
芸術.趣味.スホ●-ツ活動 0_682
市民団体rll連携 0.746
市民活動什報.知鼓捷供 0ー734
市民EEl体.行政連携 0_703
生涯教育 1
医療福祉サービス 0_712
障害者自立支援 0.686
患者支獲.医療裁判 ? 0.62l / 7 】
高齢者介護 lllll一 一』ー

0.567計画:まちづくり､青息 0.700

公共施設.道路間毘 0_613自然環境保徒､緑化

0.559自然災害防止 0.452ダム.原発.

開発間鳥不登校対策.ブリ- スクール 10r684若者就労支援 1 O_611学校教育 /0_584 /
保



第 12 章 資源としての専門知識 ･技術

- 市民社会組織の専門化とそのポテンシャルに関する考察-

植田 剛史

1 問題の所在と本章の課題

近年､様々な決定の領域において､｢市民｣の ｢参加｣を可能にすることで決定の正当性を調

達しようとする制度 (｢参加｣制度)が構築されつつある｡時を同じくして､積極的に ｢参加 ｣

する ｢市民｣を基礎とした ｢市民｣社会 (｢参加｣型 ｢市民｣社会)を構想する議論も盛んにな

り､市民社会組織は､たとえば ｢参加｣する個々の ｢市民｣の力を結集し組織化する存在とし

て､あるいは政府や市場の論理ではすくいとれない問題を実際に解決する能力をもったアクタ

ーとして､積極的に評価されつつある｡

さまざまな決定の場面に ｢参加｣制度が導入されつつあることに目を向けると､こうした ｢参

加｣型 ｢市民｣社会の構想は､確かに実現にむけて動き始めているかにみえるOしかし ｢参加｣

型 ｢市民｣社会は､その ｢参加｣過程に関わる倦 き込まれる ｢市民｣の実質的な影響力行使が

可能とならない限り､｢参加｣という適正手続きの名のもとに決定の正当性を担保し､その背景

に温存される現実の力関係の格差を隠ぺいする危険性をはらむ｡市民社会組織もまた､実質的

に影響力を行使できるポテンシャルを持たない限り､ただ縮小する公共サービスや崩壊する専

門処理システムの補完に都合よく利用されることになりかねない｡

では､現在の日本における市民社会組織は､実質的な影響力行使のためのポテンシャルをど

れほど備えているのか｡たとえば pekkanen(2006-2008)は､他国の市民社会組織と比較した

とき､日本の市民社会組織のア ドボカシー能力が低いことを指掃しており､その理由として､

日本の市民社会組織が､第-に組織の規模が小さく､第二に制度化が進んでいないために､専

門化していないことを挙げている｡専門分化の進んだ現代社会において､実質的な影響力行使

のポテンシャルをもつためには､市民社会組織もまた専門化することを要請されよう｡活動に

必要となる専門知識 ･技術を必要に応じて利用 ･運用できるかが､市民社会組織が実効的に影

響力を行使できるポテンシャルをもてるかどうかを大きく左右する可能性は､確かにある｡パ

フォーマンスに焦点を当てた評価尺度を過度にあてはめることは､市民社会組織に標準化圧力

をかけ､結果としてその力を削ぐことになりかねず､その点で､こうした議論には十分な注意

が必要である｡しかし､現実に進む ｢参加｣制度の構築を ｢参加｣型 ｢市民｣社会の構想と照

らし合わせて評価 ･批判するためにも､こうした視角は確かに必要なものでもある｡

本章の課題もまた､現在の市民社会組織の実効的影響力行使のポテンシャルと､市民社会組

織の専門化との関係を考察することにあるO｢首都圏の市民活動団体に関する調査｣の対象とな

った市民社会組織では､実際のところ､組織の専門化とその影響力行使のための能力との間に

は､Pekkanen(2006-2008)が前提とするような関係はあるのだろうかOこうした問題関心か

ら､本章は以下の点について検証する｡第一に､実効的影響力行使のための活動と市民社会組

織の専門化との間にはどのような関係があるのかoPekkanen(2006-2008)が前提とするよう

に､市民社会組織の専門化は実効的影響力行使の能力を既定するのか｡第二に､高い実効的影

響力行使のポテンシャルをもつ専門化した市民社会組織とは､どのような組織特性をもつ団体

であるのかOそれは Pekkanen(2006-2008)が前提とするように､専従職員の規模が大きく､
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表12-1 10種の専門知識･技術とその調達方法
専門知識.技術 調達方法

助成金と寄付集めに関する専門知識.技術 運営スタッフの中に熟知している人が
いた会計報告.税務処理.労務管理に関する専門知識.技術 参加者.支援者の中に熟知している

人がいた法的手続きに関する専門知識.技術 団体関係者以外から熟知している
人をみつけた書籍.機関紙の編集.発行に関する専門知識.技術 熟知している人

に頼らず実施したweb サイトサーバーの開設.管理に関
する専門知識.技術外国語会話.通訳に

関する専門知識.技術アートによる表現
に関する専門知識.技術街頭行動.集会の企画実

施に関する専門知識.技術対案提示のための科学的調査
分析に関する専門知識.技術行政機関.政治家.企業

との交渉に関する専門知識.技術門家)を介した調達に比べて､その専門知識 ･技術の運用

･利用の効果は弱まらざるをえないことが推測される｡次に ｢団体関係者以外から熟知してい

る人をみつけた｣場合とは､主に金銭的対価を払って専門サービスを購入する場合であると考

えられる｡この調達方法では､専門知識 ･技術を利用できるのは予算規模の大きな市民社会組

織に偏り､また､その時々の団体の経済状態によって専門知識 ･技術の利用 ･運用の可否が大きく

左右される｡一方､｢運営スタッフに熟知している人がいた｣ ｢参加者 ･支援者の中に熟知し

ている人がいた｣場合､すなわち､市民社会組織の関係者内部から専門知識 ･技術が調達され

る場合は､それ以外の調達方法に比べて､比較的自由な専門知識 ･技術の利用 ･運用が可能で

あると考えられる｡したがって本章では､団体関係者内部からの調達 (｢運営スタッフに熟知して

いる人がいた｣もしくは ｢参加者 ･支援者の中に熟知している人がいた｣のどちらかに該当す

る場合)を､専門知識 ･技術を必要に応じて利

用できるための調達方法とみなす｡以上をふまえ本章では､市民社会組織の専門化を ､10種の

専門知識 ･技術 (表 12-1参照)のそれぞれを､団体関係者内部から調達できているかど うかによって測定するものとする｡

2-2 専門知識 ･技術の調達状況市民社会組織の制度化の測定方法について､もう一点､確認

しておこう｡10種の専門知識 ･技術について団体関係者内部から調達できているかを指標

とする場合､専門化した市民社会組織はあらゆる専門知識 ･技術について専門化しているのか

どうかが問題 となる｡仮に､専門化した市民社会組織が､1 0種の専門知識 ･技術のすべてにつ

いて団体関係者内部から調達する傾向にあるならば､市民社会組織の専門化は ､10種の専門知

識のうちいくつを団体関係者内部から調達できているかによって測定するのが適当であろう｡

逆に､そうした傾向がないのであれば､それぞれの専門知識 ･技術の領域ごとに､市民社

会組織の専門化を測る必要がある｡まず､市民社会組織による上記 10種の専門知識 ･技術の

利用 ･運用状況､そしてその調達方法を確認しよう｡図 12-1からは､｢会計報告 ･税務処理 ･労

務管理に関する専門知識 ･技術｣､｢書籍 ･機関紙の編集 ･発行に関する専門知識 ･技術 ｣ ｢w

ebサイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技術｣が､比較的多くの市民社会組織

において団体関係者内部から調達されていることがわかる｡これらは､取り組むイシューや採

用する活動レパー トリにかかわらず比較的共通して必要とされる専門知識 ･技術であることがうか

がえるo一方､｢法的手続きに関する専門知識 ･技術｣､｢アー トによる表現に関する専門知識 ･

技術｣､｢街頭行動 ･集会の企画実施に関する専門知識 ･技術｣については､団体関係者内

部から調達する市民社会組織が相対的に限られていることがわかるO以上のように､団体関係

者内部から調達している団体がどれほどを占めているかは､10種の専門知識 ･技術の間でも､かな



■運営スタッフに熟知している人がいた 四参加者.支援者の中に熟知している人がいた
8日体関係者以外から熟知している人を見つけた E2L熟知している人に頼らずに実施した
□美麻したことがない

助成金と寄付集めに関する専門知識.技術 (N=878)

会計報告･税務処理･労務管理に関する専門知識 .技術 糾=889)

法的手続きに関する専門知誰.技術 伽=863)

暮篇･撫関紙の編集･発行に関する専門知識 ･技術 OJ=893)

web サイトサーバーの開設･管理に関する専門知識 ･技術 糾=886)

外国語会話･通訳に関する専門知謀･技術 OJ=875)

ア-トによる表現に関する専門知謙 ･技術 OJ=866)

街頭行動･集会の企画実施に関する専門知誰･技術 伽=867)

対案提示のための科学的調査分析に関する専門知識 ･技術 糾=8 72)

行政捷関.政治家.企業との交渉に関する専門知識･技術 伽=885)
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管矧 こ関する
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･技術アートによる表現に関

する専門知識･技術街頭行

動･集会の企画実施に関する専
門知識･技術対案提示のた

めの科学的調査分析に関する専門知識t技
術行政機関･政治家 ･

企業との交渉に関する専門知識･技

術値はPearsonの相関係数 1

0.439 10.141 0.163 1

0.296 0340 0.244 10.263 0.300

0184 0.407 10.268 0.237 0.246 0.339

0334 10.253 0155 0.213 0236 0.247 0.33

7 10264 0184 0347 0.314 0.193 0.242 0280 1

0.287 0196 0.243 0272 0.247 0.276 0.278 0403 10.300 0.240 0.309 0.300 0.183 0225 0250 0.474 0

.461 1では､ある専門知識 ･技術を団体関係者内から調達できている団体は､別の専門知

識 ･技術についても関係者内部で調達できるといった傾向はあるのか｡10種の専門知識 ･技術

それぞれの



相関係数の値は全体 として低く (最も高いものでも､｢行政機関 ･政治家 ･企業 との交渉に関す

る専門知識 ･技術｣と ｢街頭行動 ･集会の企画実施に関する専門知識 ･技術｣との間での 0.474)､

それぞれの専門知識 ･技術の間で､団体関係者内部からの調達の有無についての相関関係は弱

いことをみてとれる｡ この結果からは､市民社会組織が､あらゆる専門知識 ･技術を団体関係

者内部から調達できる専門化 した市民社会組織とそ うでない市民社会組織 とに2分化 している

といった傾向をみて とることはできない｡ したがって本章では､市民社会組織の専門化につい

て､10種の専門知識 ･技術の領域それぞれにおいて測 り､それぞれの領域における専門化が影

響力行使のポテンシャルにおよぼす影響を検討する｡

3 分析の方法

2節で述べた市民社会組織の専門化の操作化をふまえ､本章では ､1節で提示 した二つの課

題を検証するために､以下の分析を行 う｡

第一の課題に対応 して､まず､市民社会組織の専門化 と､実効的影響力行使のポテンシャル

との関係について検証する (4 節に対応)O専門化 していないが故に日本の市民社会組織はア ド

ボカシー能力を持てずにいるとするPekkanen(2006-2008)の議論からは､より専門化 した市

民社会組織ほど､実効的影響力行使のポテンシャルが高い とい う仮説が得 られるOこの仮説を

検証するにあたって､ここでは､市民社会組織の実効的影響力行使のポテンシャルを採用する

レパー トリの数によって測定する｡｢首都圏の市民活動団体に関する調査｣では､市民社会組織

の活動 レパー トリとして ｢運営メンバーや会員に対する活動｣に関する 6種の活動､｢団体外-

向けたアピール ･啓発活動｣に関する 6 種の活動､｢団体外-向けた直接行動｣に関する 14 種

の活動､｢事業活動 ･経済活動｣に関する 8種の活動を挙げ､それぞれ実施経験の有無を尋ねて

ある｡ここでは ､10種の専門知識 ･技術の うち､レパー トリの数を相対的に強く規定するのは

どの専門知識 ･技術であるのか検証するために､この 4つの活動 レパー トリ類型の選択数をそ

れぞれ被説明変数､10種の専門知識 ･技術に関する団体関係者内からの調達の有無を説明変数

表12-3 影響力行使のための活動レパートリ数を被説明変数とした重回帰分析の統制変数･説明変数

T制変団体年齢 設立年から換算(2006-設立年

)NPO法人格取得しているか NPO法人格あり=1､NPO法人格な

し-0年間予算規模 ｢10万円未満｣ -10000､｢10万円以上 50万円未満｣-300000､｢50万円以上100万円未満｣-750000､｢100万円以上 500万円未満｣±3000000､｢500万円以上1000万円未満｣=7500000､｢1000万円以上 5000万円未満｣-30000000､｢5000万円以上1億円未満｣=75000000､｢1億円以上｣-100000000を割

り振った個人会員数 個人会員

数(連続変数)運営スタッフの人数 運営スタ

ッフ数(連続変数)読明牢助成金と寄付集めに関する専門知識.技術 団体関係者から調達(｢運営スタッフの中に熟知している人がいた｣または｢参加者.支援者の中に熟知している人がいた｣-1､それ以外 -0)会計報告.税務処理.労務

管理に関する専門知識.技術法的

手続きに関する専門知識.技術書籍.機関紙の編
集.発行に関する専門知識.技術Web サイトサーバーの

開設.管理に関する専門知識.技術外国
語会話.通訳に関する専門知識.技術ア

-トによる表現に関する専門知識.技術街頭行動
.集会の企画実施に関する専門知識.技術対案提示のた

めの科学的調査分析に関する専門知識.技術行政機関.政治家.企



表12-4 活動資源としての専門知識･技術の調達数を被説明変数とした重回帰分析に用いる説明変数

明変団体年齢 設立年から換算(2006-設立年

)NPO法人格取得しているか NPO法人格あり-1､NPO法人格な

し-0個人会員数 個人会員数(

連続変数)運営スタッフの人数 運営スタッフ

敷く連続変数)運営スタッフにしめる女性比率 1から5点(｢女性がほとんど｣ -5点､ ｢どちらかというと女性が多い｣-4点､｢男女ほぼ同数 ｣-3点､｢どちらかというと男性が多い｣-2点､｢男性がほ

とんど｣-1点)年間予算規模 ｢10万円未満 ｣-10000､｢10万円以上 50万円未満｣-300000､r50万円以上100万円未満｣-750000､｢100万円以上500万円未満｣-3000000､r500万円以上1000万円未満｣-7500000､日000万円以上5000万円未満｣-30000000､｢5000万円以上1億円未満｣-75000000､｢1億円以上｣-1000

00000を割り振った支援者ネットワーク(会費.カンパ.寄付)の広さ ｢会費.カンパ.寄付などの支援を寄せてくれた人数(団体は除く)｣が ｢10人未満 ｣-10､r10-29人｣-20､｢30-49人｣-40､｢50-99人｣-75､｢100-499人｣-300､｢500-999人｣-750､｢1000-2999人｣-2000､｢3000人

以上｣-3000を割り振った組経の制度化度合い1(スタッフの役割分担の同定度 1点から5点(rスタッフの役割は明確に決まっている｣につき｢よく当てはまる ｣-5点～｢ま

ったく当てはまらない｣-1点)組轍の制度化度合い2(スタッフ.参加者の固定度) 1点から5点(｢スタッフや参加者は固定されていて入れ替わりはない｣につき｢よく当てはまる ｣-5点

～｢まったく当てはまらない l-1点)とする重回帰分析を行 う｡また､採用可能なレパ

ー トリの数は､当然､市民社会組織の予算規模､組織規模､設立後の経過年数や NPO法人格

の有無などによっても規定されると考えられる｡そのためこの重回帰分析では ､10種の専門知

識のそれぞれを団体関係者内部で調達しているかを説明変数 として投入 し､加えて組織特性に関

わる変数を統制変数 として投入することで､その影響を除外 した うえでなお残る市民社会組織の専門化がもたらす独

自の効果を検証する(表 12-3参照)0第二の課題に対応 して､次に､市民社会組織の

専門化と市民社会組織の組織特性 との関連を検証する (5 節に対応)｡日本の市民社会組織は､

組織の制度化が進んでおらず専従職員が少ないために専門化 しておらず､ア ドボカシー能力が低いとする Pekk

amen (2006-2008)の議論に依拠するならば､組織の制度化が進み､常勤職員

の多い市民社会組織ほど専門化 してお り､実効的影響力行使に必要な専門知識 ･技術をより調

達できているとい う仮説が導かれる｡この仮説を検証するために､実効的影響力行使のための

活動資源となる専門知識 ･技術の団体関係者内調達数を被説明変数とし､市民社会組織の組織

特性を説明変数 とする重回帰分析を用いて検証する｡ここでは ､4 節で検討する各活動 レパー

トリ類型の選択数に有意な影響をおよぼす専門知識 ･技術について､実効的影響力行使のため

の活動資源 となる専門知識 ･技術 とみなし､それぞれ何種類を団体関係者内から調達できてい

るかを被説明変数 とする｡また､この重回帰分析で説明変数 として投入する団体の組織特性は､

NPO法人格の有無､予算規模､組織規模､組織の制度化､スタッフに占める女性比率､支援者ネッ トワ

ーク規模である (表 12-4を参照)04

影響力行使への資源としての専門知鼓 ･技術4-l r運営メンバ-や会 見に対する活



表12-5 ｢運営メンバーや会員に対する活動｣の選択数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数 :｢運営メンバーや会員に対する活動｣の選択数 (0 から6)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)

団体年齢

NPO法人格取得しているか

年間予算規模

個人会員数

運営スタッフの人数

助成金と寄付集めに関する専門知識･技術

会計報告･税務処理.労務管理に関する専門知識･技術

法的手続きに関する専門知識･技術

書籍･機関紙の編集･発行に関する専門知識･技術

Web サイトサーバーの開設･管理に関する専門知識･技術

外国語会話･通訳に関する専門知識･技術

アートによる表現に関する専門知識･技術

街頭行動.集会の企画実施に関する専門知識･技術

対案提示のための科学的調査分析に関する専門知識･技術

行政機関･政治家･企業との交渉に関する専門知識･技術

N=476

R2 乗値-0.117

調整済みR2 乗値-0.088

F値-4.068***

(+pく.10*pく.05,**pく.01.***pく.001)

｢運営メンバーや会員に対する活動｣を何種類実施しているのかは､専門知識 ･技術を団体

関係者内から調達できているかどうかによって規定されるのか｡そして､規定されるとしたら､

どの専門知識 ･技術が相対的に強く規定しているのか｡ここでは､｢運営メンバーや会員に対す

る活動｣の選択数を被説明変数として重回帰分析を行うO説明変数として ､10種の専門知識 ･

技術についての団体関係者内での調達の有無を投入し､また統制変数として､市民社会組織の

設立後の経過年数 (団体年齢) ､NPO 法人格の有無､予算規模､個人会員数､運営スタッフの

人数を投入した (表 12-3を参照)a

分析の結果は､表 12-5のとおりである｡モデル全体は有意であり (R2乗値 -0.117, F値-

4.068,p<0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても VIFの値は 2未満であり､多

重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 12-5からは以下のことを指摘できる｡｢運営メンバーや会員に対する活動｣として採用さ

れるレパー トリの数は､｢ Web サイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技術｣を市

民社会組織内部で調達できているほど多い (1%水準で有意)｡加えて､有意水準は若干低いも

のの､｢街頭行動 ･集会の企画実施に関する専門知識 ･技術｣も､｢運営メンバーや会員に関す

る活動｣のレパー トリ数を規定していることをみてとれる｡また､統制変数に着目すると､｢運

営スタッフの人数｣が多いほど､｢運営メンバーや会員に対する活動｣として採用されるレパー

トリ数も多い (1%水準で有意) 0 ｢webサイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技

術｣による規定は､｢運営スタッフの人数｣による規定を除いてなお残る影響であり､しかも､

｢web サイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技術｣の方が､わずかではあるが影

響力が強い｡一方で､市民社会組織の ｢年間予算規模｣や ｢NPO 法人格を取得しているか｣と

いった組織特性は､｢運営メンバーや会員に対する活動｣のレパー トリ数に影響を及ぼしていな

い O
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表12-6 ｢団体外へ向けたアピール･啓発活動｣の選択数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数:｢団体外へ向けたアピール･啓発活動｣の選択数 (Oから6)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)

団体年齢
NPO法人格取得しているか
年間予算規模

個人会員数
運営スタッフの人数

助成金と寄付集めに関する専門知識･技術
会計報告･税務処理･労務管理に関する専門知識･技術
法的手続きに関する専門知識･技術
嘉籍.機関紙の編集･発行に関する専門知識･技術

webサイトサーバーの開設･管理に関する専門知識･技術
外国語会話･通訳に関する専門知識･技術
アートによる表現に関する専門知識･技術
街頭行動･集会の企画実施に関する専門知識･技術
対案捷示のための科学的調査分析に関する専門知識･技術
行政機関･政治家.企業との交渉に関する専門知識･技術

-0.069

-0.033

0.129 **

-0.038

0.003

-0.033

-0.023

0.113*
0.214 ***

0.172 ***

0.140 **

0.123*
0.026

-0.046

N=476

R2 乗値-0.271

調整済みR2 乗値-0.247

F値-11.391***

(+pく.10*pく.05,**pく.01,***p〈.001)

4-2 ｢団体外へ向けたアピール ･啓発活動｣の選択数と専門知識 ･技柿

｢団体外-向けたアピール ･啓発活動｣を何種類実施しているのかは､専門知識 ･技術を団

体関係者内から調達できているかどうかによって規定されるのか､そして､規定されるとした

ら､どの専門知識 ･技術が相対的に強く規定しているのか｡ここでは､｢団体外-向けたアピー

ル ･啓発活動｣の選択数を被説明変数として重回帰分析を行う O4-1における分析と同様に､

説明変数として 10種の専門知識 ･技術についての団体関係者からの調達の有無を投入し､また

統制変数として､市民社会組織の設立後の経過年数 (団体年齢)､ NPO 法人格の有無､予算規

模､個人会員数､運営スタッフの人数を投入した (表 12-3を参照),

分析の結果は､表 12-6のとおりである｡モデル全体は有意であり (R2乗値 -0.271, F値-

11.391,p<0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても ⅥFの値は2未満であり､

多重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 12-6からは以下のことを指摘できる｡｢団体外-向けたアピール ･啓発活動｣として採用

されるレパー トリの数は､｢Webサイ ト･サーバーの開設･管理に関する専門知識 ･技術 ｣(0.1%

水準で有意)､｢外国語会話 ･通訳に関する専門知識 ･技術 ｣ (0 .1%水準で有意)､｢アー トによ

る表現に関する専門知識 ･技術｣(1%水準で有意)､｢街頭行動 ･集会の企画 ･実施に関する専

門知識 ･技術 ｣(5%水準で有意)､｢書籍 ･機関紙の編集 ･発行に関する専門知識 ･技術 ｣(5%

水準で有意)を市民社会組織の関係者内部から調達できているほど多い｡また統制変数として

投入した組織特性をみると､｢年間予算規模｣の大きな市民社会組織ほど ｢団体外-向けたアピ

ール ･啓発活動｣として採用されるレパー トリの数が多い (1%水準で有意)O以上に指摘した

専門知識･技術は､｢年間予算規模｣による規定を差し引いてもなお残る効果をもつものであり､

とりわけ ｢Webサイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技術｣､｢外国語会話 ･通訳

に関する専門知識 ･技術｣､｢アー トによる表現に関する専門知識 ･技術｣については､｢年間予

算規模｣よりも強い効果を及ぼしている点が注目される｡
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表12-7 ｢団体外へ向けた直接行動｣の選択数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数 :｢団体外へ向けた直接行動｣の選択数 (0から14)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)

団体年齢

NPO法人格取得しているか

年間予算規模

個人会員数

運営スタッフの人数

助成金と寄付集めに関する専門知識･技術

会計報告･税務処理･労務管理に関する専門知識･技術

法的手続きに関する専門知識･技術

書籍･機関紙の編集･発行に関する専門知識･技術

web サイトサーバーの開設･管理に関する専門知識･技術

外国語会話･通訳に関する専門知識･技術

アートによる表現に関する専門知識･技術

街頭行動･集会の企画実施に関する専門知識･技術

対案提示のための科学的調査分析に関する専門知識･技術

行政機関･政治家･企業との交渉に関する専門知識･技術

0.039

-0.213 ***

0.023

0.137 ***

-0.089*

N=476

R2 乗値=0.403

調整済みR2 乗値=0.383

F値=20.667***

(+p(.10*p(.05,**p(.01.* **p(.001)

4-3 ｢団体外へ向けた直接行動｣の選択数と専門知識 ･技術

｢団体外-向けた直接行動｣を何種類実施しているのかは､専門知識 ･技術を団体関係者内

から調達できているかどうかによって規定されるのか､そして､規定されるとしたら､どの専

門知識 ･技術が相対的に強く規定しているのか｡ここでは､｢団体外-向けた直接行動｣の選択

数を被説明変数として重回帰分析を行うOこれまでの分析と同様に､説明変数として 10種の専

門知識 ･技術についての団体関係者からの調達の有無を投入し､また統制変数として､市民社

会組織の設立後の経過年数 (団体年齢) ､NPO 法人格の有無､予算規模､個人会員数､運営ス

タッフの人数を投入した (表 12-3を参照)｡

分析の結果は､表 12-7のとおりである｡モデル全体は有意であり (R2乗値 -0.403, F値-

20.667,p<0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても VIFの値は 2未満であり､

多重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 1217からは以下のことを指摘できるO｢団体外-向けた直接行動｣として採用されるレパ

ー トリの数は､｢街頭行動 ･集会の企画実施に関する専門知識 ･技術｣､｢法的手続きに関する専

門知識 ･技術｣､｢行政機関 ･政治家 ･企業との交渉に関する専門知識 ･技術｣を市民社会組織

の団体関係者内部で調達できているほど多い (いずれも 0.1%水準で有意)O有意確率は低いも

のの､｢会計報告 ･税務処理 ･労務管理に関する専門知識 ･技術｣を団体関係者内部から調達し

ていないほど､採用されるレパー トリの数が多いことも指摘できる｡統制変数として投入した

組織特性に着目すると､｢個人会員数｣が多いほど多く (0.1%水準で有意)､また ｢NPO 法人

格を取得｣していないほど (0.1%水準で有意)､｢運営スタッフの人数｣が少ないほど (5%水

準で有意)､採用されるレパー トリ数が多くなる｡以上で指摘した専門知識 ･技術は､統制変数

として投入した組織特性の効果を差し引いてもなお残る独自の影響力をもっており､なかでも

｢街頭行動 ･集会の企画実施に関する専門知識 ･技術｣は､もっとも強い影響力を及ぼしてい
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表12-8 ｢事業活動･経済活動｣の選択数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数イ事業活動･経済活動｣の選択数 (Oから 8)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)
団体年齢

NPO法人格取得しているか

年間予算規模

個人会員数

運営スタッフの人数

助成金と寄付集めに関する専門知識.技術

会計報告･税務処理･労務管理に関する専門知識.技術

法的手続きに関する専門知識･技術

書籍.機関紙の編集･発行に関する専門知識･技術

Webサイトサーバーの開設･管理に関する専門知識･技術

外国語会話･通訳に関する専門知識･技術

ア-トによる表現に関する専門知沫 ･技術

街頭行動･集会の企画実施に関する専門知抜.技術

対案提示のための科学的調査分析に関する専門知識･技術

行政機関.政治家.企業との交渉に関する専門知識･技術

N=446

R2 乗値-0169

調整済みR2 乗値-0,142

F値-4.183***

(+pく.10*pく.05,**pく.Ol.** *pく.001)

る｡

4-4 r事業活動 ･軽済活動｣の選択数と専門知識 ･技術

｢事業活動 ･経済活動｣を何種類実施しているのかは､専門知識 ･技術を団体関係者内から

調達できているかどうかによって規定されるのか､そして､規定されるとしたら､どの専門知

識 ･技術が相対的に強く規定しているのか｡以下に､｢事業活動 ･経済活動｣の選択数を被説明

変数として重回帰分析を行うOこれまでの分析と同様に､説明変数として 10種の専門知識 ･技

術についての団体関係者からの調達の有無を投入し､また統制変数として､市民社会組織の設

立後の経過年数 (団体年齢)､ NPO 法人格の有無､予算規模､個人会員数､運営スタッフの人

数を投入した (表 12-3を参照)0

分析の結果は､表 12-8のとおりであるOモデル全体は有意であり (R2乗値 -0.169, F値-

4.183,p<0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても ⅥFの値は 2未満であり､多

重共線性の高い変数はないものと考えられるD

表 12-8からは以下のことを指摘できる.｢事業活動 ･経済活動｣として採用されるレパー ト

リの数は､｢対案提示のための科学的調査分析に関する専門知識 ･技術｣､｢街頭行動 ･集会の企

画実施に関する専門知識 ･技術｣､｢アー トによる表現に関する専門知識 ･技術｣を市民社会組

織の関係者内で調達できているほど多い (いずれも 5%水準で有意)Oまた､統制変数として投

入した組織特性に着目すると､｢年間予算規模｣が大きいほど (1%水準で有意)､また ｢運営ス

タッフの人数｣が多いほど (5%水準で有意)､採用されるレパー トリ数が多くなるOここに挙

げた専門知識 ･技術は､統制変数として投入した組織特性の効果を差し引いてもなお残る独自

の影響力をもっている｡

4-5 小括
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表1219 各専門知識.技術の調達が活動レパートリ選択数へ及ぼす影響
被説明変数

A ｢-:; i; ア ｢動 謂壷表芸活た 直 ｢接団行体動外｣ へ選向択 け数た ｢活事動業｣活選動釈 .

数経済助成金と寄付集めに関する専門知識.技

術会計報告.税務処理.労務管理に関する専門知識

.技術 (-)法的手続きに関す

る専門知識.技術 (+)書籍.機関紙の編集.

発行に関する専門知識.技術 (+)web サイト.サーバーの開設.管理に関する専門知識.技術 (+) (+)

外国語会話.通訳に関する専門知識.技術 (+)

アートによる表現に関する専門知識.技術 (+) (+)

街頭行動.集会の企画実施に関する専門知識.技術 (+) (+)

(+) (+)対案提示のための科学的調査分析に関する専門

知識.技術 (+)行政機関.政治家.企業との交渉に関する専門知識.技術

(+)以上､4-1から4-4で検討したそれぞれのモデルの説明力は､｢運営メンバ

ーや会員に対する活動｣､｢事業活動 ･経済活動｣を被説明変数とした場合には相対的に低く(R2乗値はそれぞ

れ､0.117､0.169)､一方､｢団体外-向けたアピール ･啓発活動｣､｢団体外-向けた直接行

動｣の選択数を被説明変数としたときには相対的に高くなっている(R2乗値はそれぞれ ､0

.271､0.403)0｢団体外-向けた直接行動｣の選択数を被説明変数としたときに､専

門知識 ･技術の団体関係者内調達を説明変数としたこのモデルがとりわけ高い説明力をもっことは

､｢団体外-向けた直接行動｣において､専門知識 ･技術が資源として重要であることを示唆し

ている｡逆に､｢運営メンバーや会員に対する活動｣､｢事業活動 ･経済活動｣は､専門知

識 ･技術ではない別の資源によっても支えられている可能性があり､こうした資源についての

検討は残された課題である｡以上の課題は残るが､専門知識 ･技術が､市民社会組織の採用

する活動レパー トリ数に対して､市民社会組織の組織特性の効果を差し引いたうえでなお残る独自

の効果をもっことは明らかとなった｡4 つの活動レパー トリの類型において､レパー トリの採

用数を規定する専門知識 ･技術は､経済的資源や単なる人的資源とは異なった独自の効果をもつ資源であ

ると考えられるoここまでの結果は､表 1219にまとめられるo表 12-9からは､｢運営メンバー

や会員に対する活動｣､｢団体外-向けたアピール ･啓発活動 ｣ ｢団体外-向けた直接行

動｣､｢事業活動 ･経済活動｣が､それぞれ異なる専門知識 ･技術に基礎づけられていること

がわかる｡以降の分析にむけて､

4 つの活動レパー トリ類型それぞれにおいて必要な資源とされる専門知識 ･技術について､

次のように名付けておこう｡｢運営メンバーや会員に対する活動｣に関わる活動レパー トリの数を規

定する専門知識 ･技術である､｢ Web サイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技術｣､

｢街頭行動 ･集会の企画実施に関する専門知識 ･技術｣を､｢組織内活動｣資源としての専

門知識 ･技術と名付ける｡｢団体-向けたアピール ･啓発活動運｣に関わる活動レパー トリの数を

規定する専門知識 ･技術である､｢ Web サイ ト･サーバーの開設 ･管理に関する専門知識 ･技術｣

､｢外国語会話 ･通訳に関する専門知識 ･技術｣､｢アー トによる表現に関する専門知識 ･技 術｣､｢街



表12-10 ｢組織内活動｣資源としての専門知識･技術の調達数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数 ｢組織内活動｣資源としての専門知識･技術の団体関係者内調達数 (0 から2)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)
団休年齢

NPO 法人格取得しているか

個人会員数

運営スタッフの人数

運営スタッフにしめる女性比率

年間予算規模

支援者ネットワーク(会費･カンパ･寄付)の広さ
組織の制度化度合い1(スタッフの役割分担の固定度)

組織の制度化度合い2(スタッフ･参加者の固定度)

N=446

R2乗値-0.079

調整済みR2乗値-0.060

F値-4183***

(+pく.10*pく.05.**pく.01,** *pく.001)

術｣を､｢アピール ･啓発活動｣資源としての専門知識 ･技術と名付ける｡

｢団体外-向けた直接行動｣に関わる活動レパー トリの数を規定する専門知識･技術である､

｢街頭行動･集会の企画実施に関する専門知識･技術｣､｢法的手続きに関する専門知識･技術｣､

｢行政機関 ･政治家 ･企業との交渉に関する専門知識 ･技術｣を､｢直接行動｣資源としての

専門知識 ･技術と名付けておく｡

｢事業活動 ･経済活動｣に関わる活動レパー トリの数を規定する専門知識 ･技術である､｢対

案提示のための科学的調査分析に関する専門知識 ･技術｣､｢街頭行動 ･集会の企画実施に関す

る専門知識 ･技術｣､｢アー トによる表現に関する専門知識 ･技術｣を､｢事業 ･経済活動｣資

源としての専門知識 ･技術と名付けておくO

｢街頭行動 ･集会に関する専門知識 ･技術｣は､この 4つの資源として専門知識 ･技術のす

べてに含まれている一方､｢助成金と寄付集めに関する専門知識 ･技術｣と ｢会計報告 ･税務処

理 ･労務管矧 こ関する専門知識 ･技術｣は､いずれにも含まれていないことが注目される0

5 資源としての専門知識の調達と市民社会組鞍の租綾特性

5-1 r組籍内活動｣資源としての専門知識 ･技術の調達と組鞍特性

4 節での検証から導き出された ｢組織内活動｣資源としての専門知識 ･技術を何種類調達で

きているかは､団体のどのような組織特性によって規定されるのか｡ここでは､市民社会組織

の関係者内から調達される ｢組織内活動｣資源としての専門知識 ･技術の数を被説明変数､市

民社会組織の組織特性に関わる変数を説明変数とする重回帰分析を行う｡説明変数として投入

する組織特性に関する変数は､NPO 法人格の有無､予算規模､組織規模､組織の制度化度合い､

スタッフに占める女性比率､支援者ネットワーク規模である (表 12-4参照)｡

分析の結果は､表 12-10のとおりである｡モデル全体は有意であり (R2乗値 -0.079,F値

-4.183, p <0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても VIF の値は2未満であり､

多重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 12-10からは以下のことを指摘できる｡｢支援者ネットワーク｣が広いほど (1%水準で有

意)､運営スタッフに女性が少ないほど (1%で有意)､スタッフや参加者が固定されていないほ

ど (5%水準で有意)､団体関係者内から調達される ｢組織内活動｣資源 としての専門知識 ･技

術の種類は多くなる｡なかでも､｢支援者ネットワーク｣の影響は相対的に最も強い､一方､年
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表12-11 ｢アピール･啓発活動｣資源としての専門知識･技術の調達数を被説明変数とする重回帰分析

被説明変数:｢アピール啓発活動｣資源としての専門知識.技術の団体関係者内調達 敷 く0から5)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)

団体年齢

NPO 法人格取得しているか

個人会員数

運営スタッフの人数

運営スタッフにしめる女性比率

年間予算規模

支援者ネットワーク(会費･カンパ･寄付)の広さ

組織の制度化度合い1 (スタッフの役割分担の固定度)

組織の制度化度合い2(スタッフ･参加者の国定度)

N=441

R2乗値-0.114

調整済みR2乗値-0.096

F値=6.180***

(+pく.10*pく.05,**pく.01,***pく.001)

間予算や組織規模 (スタッフ･会員数)は有意な効果を及ぼしてはいない｡

5-2 ｢アピール 暮啓発活動｣資源としての専門知識 .技術の調達と組輸特性

では､｢アピール ･啓発活動｣資源としての専門知識 ･技術を何種類調達できているかは､ど

のような団体の組織特性によって規定されるのか｡ここでは､市民社会組織の関係者内で調達

される ｢アピール ･啓発活動｣資源としての専門知識 ･技術の数を被説明変数とし ､5-1での

分析と同様に､市民社会組織の組織特性に関わる変数を説明変数とする重回帰分析を行う (秦

12-4参照)0

分析の結果は､表 12-11のとおりである｡モデル全体は有意であり (R2乗値 -0.114,.F 値-

6.180, p <0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても VIFの値は 2未満であり､多

重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 12-11からは以下のことを指摘できる｡｢支援者ネットワーク｣が広いほど (0 .1%水準で有

意)､｢年間予算規模｣が大きいほど (1 %水準で有意)､運営スタッフに女性が少ないほど (5%

で有意)､組織内で調達される ｢アピール ･啓発活動｣資源として専門知識 ･技術の種類は多く

なる｡ここでも､｢支援者ネットワーク｣の影響は相対的に最も強く､その一方で､組織規模 (ス

タッフ ･会員数)や組織の制度化の度合いは有意な効果を及ぼしてはいない｡

5-3 r直接行動｣資源としての専門知識 ･技術の調達と組織特性

次に､｢直接行動｣資源としての専門知識 ･技術を何種類調達できているかは､どのような団

体の組織特性によって規定されるのか｡ここでは､市民社会組織の関係者内から調達される｢直

接行動｣資源としての専門知識 ･技術の数を被説明変数とし､これまでの分析と同様に市民社

会組織の組織特性に関わる変数を説明変数とする重回帰分析を行う (表 12-4参照)0

分析の結果は､表 12-12のとおりであるOモデル全体は有意であり (R2兼 備-0.104, F 値

-5.660, p <0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても ⅥF の値は2未満であり､

多重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 12-12からは以下のことを指摘できる｡｢年間予算規模｣が大きいほど(1%水準で有意)､

｢支援者ネットワーク｣が広いほど (0,1%水準で有意)､また､ NPO法人格を取得していない

ほど (0.1%水準で有意)､運営スタッフに女性が少ないほど (5%で有意)､組織内で調達され
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表12-12 ｢直接行動｣資源としての専門知識･技術の調達数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数 ,r直接行動｣資源としての専門知識.技術の団体関係者内調達数 (Oから 3)

説明変数 標準化偏回帰係数(β)

団体年齢

NPO 法人格取得しているか

個人会員数

運営スタッフの人数

運営スタッフにしめる女性比率

年間予算規模

支援者ネットワーク(会費･カンパ･寄付)の広さ
組織の制度化度合い1 (スタッフの役割分担の固定度)

組織の制度化度合い2(スタッフ･参加者の国定度)

N=447

R2乗値-0.104

調整済みR2乗値-0.086

F値-5.660榊 *

(+pく.10*pく05,**pく01.***pく.001)

る ｢直接行動｣資源として専門知識 ･技術の種類は多くなる｡｢直接行動｣資漁として専門知識 ･

技術の種類の数を最も強く規定しているのはNPO法人格の有無であり､｢支援者ネットワーク ｣

はそれに次ぐ影響力をもっているDその一方で､ここでも組織規模 (スタッフ ･会員数)や組

織の制度化の度合いは有意な効果を及ぼしてはいない｡

5-4 r事案 ･経済活動｣資源としての専門知識 ･技術の調達と組簸特性

それでは､｢事業 ･経済活動｣資源としての専門知識 ･技術を何種類調達できているかは､ど

のような団体の組織特性によって規定されるのか｡ここでは､市民社会組織の関係者内で調達

される ｢事業 ･経済活動｣資源としての専門知識 ･技術の数を被説明変数とし､これまでの分

析と同様に市民社会組織の組織特性に関わる変数を説明変数とする重回帰分析を行う (表 1 2-4

参照)｡

分析の結果は､表 12 -13のとおりである｡モデル全体は有意であり (R2乗値 -0.077, F 値

-4.008, p<0.001)､また､いずれの説明変数 ･統制変数についても ⅥF の値は2 未満であり､

多重共線性の高い変数はないものと考えられる｡

表 12 -13からは以下のことを指摘できる｡｢スタッフに占める女性比率｣が低いほど (1%水

準で有意)､｢年間予算規模｣が大きいほど (1%水準で有意)､｢支援者ネットワーク｣が広い

ほど (5%水準で有意)､また ､NPO法人格を取得していない団体ほど (5%水準で有意)､組織

内で調達される ｢事業 ･経済活動｣資源として専門知識 ･技術の種類は多くなる｡｢直接行動 ｣

資源として専門知識･技術の種類の数を最も強く規定しているのは NPO法人格の有無であり､

｢支援者ネットワーク｣はそれに次ぐ影響力をもっているOその一方で､ここでも組織規模 (ス

タッフ ･会員数)や組織の制度化の度合いは有意な効果を及ぼしてはいない｡

5-5 小括

以上､5-1から 5-4で検討したそれぞれのモデルの説明力は､｢組織内活動｣資源としての専

門知識 ･技術､｢事業 ･経済活動｣資源としての専門知識 ･技術の選択数を被説明変数とした場

合に相対的に低く (R2乗値はそれぞれ ､0.079､0.077)､｢アピール ･啓発活動｣資源としての

専門知識･技術､｢直接行動｣資源としての専門知識･技術の選択数を被説明変数とした場合 (R2

乗値はそれぞれ､0.114､0,104)､それより若干高くなるo全体として､モデルの説明力は必ず

- 202-



表12-13 ｢事業･経済活動｣資源としての専門知識･技術の調達数を被説明変数とする重回帰分析
被説明変数:｢事業･経済活動｣資源としての専門知識･技術の団体関係者内調達 敬 (0 から3)

説明変数 穣準化偏回帰係数(β)

団体年齢

NPO 法人格取得しているか
個人会員数
運営スタッフの人数
運営スタッフにしめる女性比率
年間予算規模

支援者ネットワーク(会費･カンパ･寄付)の広さ
組織の制度化度合い1(スタッフの役割分担の固定度)

組織の制度化度合い2( スタッフ.参加者の国定度)
N=441

R2乗値-0.077

調整済みR2乗値-0.058

F値-4.008***

(+p(.10*p(.05,**p(.Ol.***p(.001)

Lも高くないことからは､専門知識 ･技術を団体関係者内からどれだけ調達できるかについて

は､市民社会組織の組織特性によって説明しきれるものではないことが示唆される｡市民社会

組織の組織特性以外の要因を考慮した検証が今後の課題として残るO

こうした課題は残るものの､市民社会組織の組織特性のうち､どのような特性がそれぞれの

活動資源としての専門知識 ･技術の選択数に相対的に強い影響をおよぼすのかは明らかとなっ

た05-1から5-4の結果は､次の表 12-14にまとめられるOここからはまず､｢直接行動｣資源

としての専門知識 ･技術､｢事業 ･経済活動｣資源としての専門知識 ･技術の選択数を被説明変

数としたときに､同じ組織特性が影響を及ぼしていることを指摘できる｡活動レパー トリとし

ての ｢直接行動｣と ｢事業 ･経済活動｣との間には一見距離があるものの､そのために必要と

なる専門知識 ･技術の調達を規定する組織特性に共通性があることは興味深い (こうした事態

がなぜ生じるのか､市民社会組織による活動レパー トリの採用についての検討は今後の課題と

して残る)O

また､確かに市民社会組織の予算規模は ｢アピール ･啓発活動｣資源としての専門知識 ･技

術､｢直接行動｣資源としての専門知識 ･技術､｢事業 ･経済活動｣資源としての専門知識 ･技

術の団体関係者内調達数を規定しているが､その一方で､会員やスタッフ数などにみる市民社

会組織の組織規模､あるいはスタッフの固定度合いやその役割の固定度合いにみる市民社会組

織の制度化の度合いは､いずれの専門知識･技術の調達についても､影響力を及ぼしていない｡

どころか ｢組織内活動｣資源としての専門知識 ･技術については､スタッフ ･参加者の固定度

において組織の制度化が進行していないほど､その調達数が多くなることが示された｡以上の

結果からは､組織の制度化が進み､常勤職員の多い市民社会 組織ほど､必要となる専門知識 ･

技術をより利用できているというわけではないことが明らかとなった0

その-方で､いずれの活動資源としての専門知識 ･技術についても影響力を及ぼしているの

は､｢支援者ネットワーク｣の広さである｡とりわけ ｢アピール ･啓発活動｣資源としての専門

知識 ･技術､｢直接行動資源｣としての専門知識 ･技術､｢事業 ･経済活動｣資源としての専門

知識 ･技術については､｢年間予算規模｣も同時に影響を及ぼしており､｢支援者ネットワーク ｣

の広さの効果は､それを差し引いてもなお残る独自のものであることがわかったO影響力行使

のために必要な専門知識 ･技術を団体関係者内で調達するためには､専門知識 ･技術を保有す

るアクターとゆるやかに結びついていられることが重要であると考えられる｡
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図12-14組織特性が各活動資源としての専門知識･技術の調達数に及ぼす影響
被説明変数

し｢て組の織の専内訳門活達知動数識｣･資技源術と 知動｢妻重墓 て｢の直専接-:琴警抜源術とのし 源｢と事技し美術て .のの経調専済達門活数知動識
一･資団体年

齢NPO 法人格取得しているか (-)

(-)個人会員数

運営スタッフの人数運営スタッフにしめる女性比率 (-) (-)

(-) (-)年間予算規模 (+) (+) (+)支援者ネットワーク(会費.カンパ.寄付)の広さ (+) (+)

(+) (+)組織の制度化度合い1(スタッフの役割分担

の固定度)組織の制度化度合い2(スタッフ.参加者の固定度) (-

)加えて､いずれの活動に必要な専門知識 ･技術の調達においても影響を及

ぼしているのは､｢運営スタッフにしめる女性比率｣である｡いずれの専門知識 ･技術において

も､女性スタッフが少ないほど､すなわち､男性スタッフが多いほど団体関係者内で調達され

る種類が増える｡この結果には､市民社会組織の組織特性に関する問題を超えて､専門的知識 ･

技術の保有とジェンダーに関わる問題一般の存在が反映されていると考えられるOこの問題に

ついては､知識 ･技術の専門性を基礎づける制度とジェンダーとの関係､専門知識 ･技術を特 定のアクターが

獲得していく過程とジェンダーとの関係といった論点に遡った考察が必要であると考えられる｡

6 考察本章では､｢首都圏の市民活動団体に関する調査｣の対象となった市民社会

組織における､実効的影響力行使のポテンシャルと市民社会組織の専門化との関係について検証

することを試みてきたOそのために第-に､実効的影響力行使のための活動と市民社会組織

が関係者内部で調達できる専門知識 ･技術との関係について､第二に､実効的影響力行使に必 要な専門知識 ･技

術の団体関係者内調達数と市民社会組織の組織特性との関係について､検討した｡結果は以下

に要約できる｡第-に､専門知識 ･技術を団体関係者内から調達できているかが､実効的

影響力行使のための活動レパー トリの選択数に対して､組織規模 ･予算規模 ･法人格などの組

織特性をコントロールしてもなお残る独自の影響力をもつこと

が明らかとなった｡市民社会組織の専門化は確かに､その影響力行使のポテンシャルを規定し

ているといえる｡第二に､実効的影響力行使に必要な専門知識 ･技術は､必ずしも､組織規模

が大きく組織の制度化の進んだ市民社会組織においてより調達されているわけではないことが

明らかとなった｡必要となる専門知識 ･技術を団体関係者内から調達できるために重要な組織

特性は､組織規模の大きさや制度化が進行していることではなく､むしろ､支援者ネットワー

クの広さであるoこうした組織特性に基礎づけられた専門知識 ･技術は､経済的資源とは異な

る独自の論理で市民社会組織に配分されている資源であると考えられる｡ただし､専門知識 ･ 技術はスタッ



識 ･技術の保有における男女格差という点で問題をはらむ資源である可能性に留意が必要であ

る｡

以上のように､本章の分析からは､専門知識 ･技術を団体関係者内部からより調達している

という意味で専門化した市民社会組織ほど､実効的影響力行使のための活動レパー トリをより

多く採用しているが､しかし､それは市民社会組織の組織規模や制度化の度合いによって必ず

しも規定されておらず､むしろ､(予算規模に加えて)支援者ネットワークの広さが影響するこ

とが明らかとなった｡この結果からは､経済的資源とは異なる論理で配分される専門知識 ･技

術が､市民社会組織の実効的影響力行使のポテンシャルにとって､資源として一定の重要性を

もつことをみてとることができる｡すなわち､予算規模や組織規模が小さい市民社会組織であ

っても､資源としての専門知識 ･技術を必要に応じて利用 ･運用できる場合､高い実効的影響

力行使のポテンシャルをもてる可能性があるO資源としての専門知識 ･技術-の着目は､実効

的な影響力行使を可能にするためには多くの資金を安定的に獲得できるように組織を適合化せ

ざるを得ないという見解を､市民社会組織が選択の余地のないものとして受け入れ実行してい

く状況を解毒する､オルタナティブな視角を提示するうえで有用であると考える｡

とはいえ､｢参 加｣制度が構築され ｢参加｣型 ｢市民｣社会が構想される現在､実効的な影響

力行使を可能にするための資源として一定の重要性をもつ専門知識 ･技術を利用 ･運用するア

クターは､市民社会組織だけではない｡実効的影響力行使の資源としての専門知識 ･技術が､

どのようなアクターに配分されるかは､専門家や専門家組織の活動や､知識 ･技術の専門性を

基礎づける諸制度に強く規定される｡市民社会組織による専門知識 ･技術の利用 ･運用を､諸

アクターの間での専門知識 ･技術の配分の問題のなかに位置づけなおしたうえで､専門知識 ･

技術が市民社会組織を介して利用･運用されること自体の可能性や限界を考察する必要がある｡

今後の課題としたい｡
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第 13章 ネオリベラリズムの時代の市民社会組稜と政党

- 市民社会組織リーダー層の政党支持の分析を通じて-

丸山 真央

1 問題の所在

近年の市民社会論の整理によれば､市民社会組織 (civilsocietyorganization､CSO)は定義上､

政治社会と経済社会を活動領域とする組織アクターと異なって､市民社会を主たる活動領域と

する｡これに対して政党は政治社会を主な活動領域とするものである｡しかし市民社会と政治

社会は部分的に重複する領域が存在することから､CSOと政党は､市民社会と政治体を媒介す

る機能をもつという点で､類似ないしは同様の性格をもっている 1｡

本章では､こうした CSOと政党の関係を､市民社会の担い手､とくに CSOのリーダー層の

政党支持 (party identification)に限定して検討したい.多くの藤倉､こうした関係は組織間な

いしは制度的な関係に着目して考察される｡それに対してここで担い手の意識､選好といった

相対的に不安定なものに着目するのにはいくつかの理由がある｡

たとえばかつて革新政党と傘下組織にみられたような指導と動員の関係が弱体化し､政党と

csoの関係が自明ではなくなった今日､政党との制度的関係が必ずしも前提されない CSOが
圧倒的多数を占めるため､制度上の関係だけでは両者の柔軟かつ多様な関係を捉えきれないと

いう現実がある｡また､であればこそ両者にはさまざまなコアリションやパー トナーシップが

成立しうる余地もあるはずであるO政治体と市民社会の媒介関係が機能不全にあるとしばしば

指摘される今日､未発の可能性も含めて､そうした媒介関係の在処を探ることは､民主制の正

統性回復-の方途を見出すよすがとなるかもしれない｡

このようなCSOの担い手の意識過程に着目した実証研究は､管見の限り豊穣とはいいがたいD

そうした中で隣接諸領域を含めて参照しうる数少ない例外のひとつが労働運動研究であろう｡

労働団体は定義上必ずしもCSOではないが､政党とくに革新政党との関係については労働運動

研究に長年の蓄積があるO代表的なものが大原社会問題研究所による調査だが､そこでは労働

組合のリーダー層の政党支持についても実証的な研究が行われてきた｡それによると ､1960年

代まで革新政党と市民社会組織が密接なっながりをもち､社会党であれ共産党であれ､それぞ

れの傘下に系列化された組織が大衆動員機能を果たしていた｡冷戦体制が終わって保革対立が

弱体化した 1990年代初頭になされた調査においても､革新政党と労働組合の関係は強固で､ど

のナショナルセンターに属する組合かによってリーダー層の支持政党が異なることが明らかに

されている｡つまり総評系であれば社会党､全労連系だと共産党といったぐあいである (ユニ

オンリーダー研究会 1990,1991)a

Lか LCSOの場合､このような革新政党との蜜月はかなり早く 1960年代から部分的に終わ

っていた｡1960年代末から1970年代に隆盛をみせた市民運動の中には､革新政党とつながり

をもたないもの､あるいは顕在的であれ潜在的であれ対立関係にあるものも登場したD｢新しい

社会運動｣論は､こうして新たに勃興してきた運動における政党との関係をうまく説明する議

論のひとつだったO日本でも多くの事例研究が行われたが､その中でしばしば指摘されたのが､

｢新しい社会運動｣における参加者の革新政党離れや無党派性 ･脱党派性､シングルイシュー

政党志向などだった2｡
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今日､市民社会を構成する組織アクターは､そうした市民運動のみならず､市民活動団体や

NPOなど､よりいっそう多様多彩になっており､そこでの CSOと政党との関係は､ますます

自明のものではなくなっている｡とりわけ戦後日本政治の基本的な対立軸であった保守対革新

の構図が揺らぎ､さらに 2000年代に入るあたりから本格化したネオリベラリズムの侵攻による

戦後日本の政治経済体制の解体 ･再編に際しては､保革やその対立図式に基づく運動と革新政

党の同盟関係という旧来の構図が､完全に自明のものでなくなった｡政党についていえば ､1990

年代の政界再編の中で登場した新政党の中には､保革という対立図式にのらないものも多くあ

らわれ､その最たるものが今や二大政党の一角となった民主党であろうO他方 CSOの側でも､

国家 ･自治体の ｢小さな政府｣化が進められる中で､公共サービスの民営化の受け皿となって

行政活動に参画し統治の担い手になるものも現れ､ネオリベラル ･ガバナンスと呼びうる新た

な統治のあり方によって､体制対反体制､統治者と被治者､対抗と包給という従来の前提が通

用しないものとなった3｡

かかる現実に対して､政治学の利益団体研究の中には ､CSOと政党との今日的関係を捉えよ

うという本章の問題意識と通底する研究が現れてきている｡本報告書でもたびたび参照してき

た辻中豊らの研究はそのひとつであるD辻中らは従来の利益団体研究よりも幅広く対象組織を

設定しており､我々が CSOと呼ぶものと重複している｡またそこで対象とされた組織と政党の

関係が実証的に検討されているOそれによると､組織が活動対象とするイシューによって､具

体的にいうと､農業や労働にかかわる組織が深く政党の選挙過程にかかわることが明らかにさ

れており､とくに農業団体の自民党支持､労働団体の社民党､民主党支持が実証されている (辻

中編 2002:7蚤 辻中ほか 2007)O

辻中らは､そうした組織と政党との制度的関係に関心を集中させて､組織そのものの政党選

好を検討しており､CSOの担い手の政党支持を扱っているわけではない｡本章では､上述のよ

うな関心に基づいてCSOの担い手の政治的選好に焦点をあてることで､辻中らとは異なる角度

から､今 日の日本の市民社会組織と政党との関係を明らかにしてみたい｡そこで以下では ､CSO

を対象に実施した大規模質問紙調査のデータの分析を行い､これを通じて今日の CSOと政党の

関係､また市民社会と政治体の媒介関係について考えてみたい｡

2 方法と概要

本章で用いるデータについては本報告書中の調査方法にかかわる章を参照されたいが､とく

にここでは､調査に回答してもらった CSOリーダー層の政党支持を検討対象とする｡調査は組

織のリーダーに回答を依頼し､その中で支持政党を尋ねた｡設問は ｢あなたは普段､どの政党

を支持していますか｣というもので､自民､民主､公明､共産､社民､生活者ネット､その他､

支持政党なしの8つから1つ選んでもらった0本章での分析はこの設問が中心となるo

無党派層が増大し､明確な支持政党をもたない人が大多数を占めるというのは､有権者全般

についてはここ数十年言い古された感さえあるが､CSOのリーダー層はどうだろうかO我々が

いうところのCSOは定義上､社会に向けてさまざまな働きかけを行うものであり (第 1 ､2章

参照)､それゆえ社会や政治にかかわることから､有権者全般に比べて政治意識が明確で政党支

持もはっきりしていると考えられそうだが､データによると､実際は必ずしもそうでもない｡

図13-1は本調査の政党支持の質問の単純集計結果を､ほぼ同時期に有権者全般を対象に行っ

た調査のデータと比較したものである4｡これによると､リーダー層に最も多いのはやはり無党

派層で､全体の 4割近くを占めている｡リーダー層に際立って無党派が少ないというわけでは

なく､無党派が第一党であるのは有権者全般と変わらないという点をまずは確認しておきたい〔
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図13-1 CSOリーダ一層(外側)と有権者全体(内側)の支持政党

その他 2.5% 生活者ネット6

.3%ただし明確な支持政党をもつ者に関しては､有権者 全般と分布が

だいぶ異なっているoCSOリーダー層の支持政党の場合､民 主党が最も多く､これに自民党が続く｡民主党支

持者の割合は有権者全般と変わらないが､自民党支持者の割合が

有権者全般の半分に満たない｡特筆すべきは社民､共産両党の支持者の割合の高さである｡有権者

全般ではいずれも数%しか支持はない

が､CSOリーダー層の場合､ともに 7-10%に上る｡国政与党の支持者が少なく､野党とくに旧革新政党支持者が多いというのが

リーダー層の特徴として指摘できるだろう｡ついでにCSOの組織形態によるリーダー層の支持政党の違いをみておこう｡図 13-2はCSOの法人格ごと

にリーダー層の支持政党をみたものであるO無党派が第一党なのはどれも同じだが､実際に政党名を 挙



表13-1 リーダー層の属性別にみた支持政党

自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 驚 き その他 無党派 N sig.

性 女男 7.6 10.2 1ー4 7.6 14.4 12.2 3.4 43.1 (353)**男l 17.6 20.6 1.4 8_3 7.3 3.2 2_2 39_3

(494)午代 20代.30代 ll.8 13.2 1.5 2.9 13.2 1.5 55

.9 (68) **ヰo代 ll.9 10.2 2_5 3.4 6.8 8.5 5.
1 51.7 (118)50代 8_0 14_2 0.8 8ー0 7_7 11_9

3_4 46.0 (261)60代 16_6 18.3 1.2 11.2 12_9 5
_0 0.8 34.0 (241)70代以上 19.5 23_3 1_9 8.8 11.

3 3.1 3_8 28.3 (159)早 中.高 18.0 18_0 4.7 8_0 8.0 4.7 4.0 34_7 (150)**短大,高専.専門学校 ll.7 12.5 8.
3 11.7 10.8 5,8 39.2 (120)磨 大学 13-5 17.8

1.0 7_6 8_6 7.4 2_0 42.0 (488)大学院

6_6 11.0 9.9 19.8 3.3 49.5 (91)現敬専従 9.7 15

_7 1.4 8.3 8_3 13.8 4.1 38.7 (217)**専門 ll.7 14.5 2.1 9.0 9_0 4.1 2.1 47_6 (145

)管理 26_7 28.3 6.7 3.3 1_7 33.3 (60)

事務.販売 6.6 13.1 4.9 14-8 3.3 57_4 (61)
マニュアル 17.9 7_1 7.1 10.7 10.7 3_6 4

2.9 (28)公務 5.3 10.5 10.5 7_9 2_6 63_2 (3
8)家事 10.3 9_0 2.6 6.4 15_4 10.3 3_8 42,3 (7
8)無職 16_8 22.2 1_2 11.4 13.2 3_0

3.6 28.7 (167)その他 10.7 14_3 7_1 3.6 3_6 60_7 (28)

最長敬専従 4.0 13.3 2.7 10.7 12.0 13.3 6

.7 37.3 (75)**専門 8.3 15_5 1.2 1日 13_9 4.
8 1.6 43_7 (252)管理 25_2 29.8 0.8 6_1 3.8 3_8 3

_1 27.5 (131)事務.販売 15.2 14.5 2_1 5.5 11.0
4.1 2.8 44.8 (145)マニュアル 19.1 17_0 4

.3 4_3 2_1 8.5 2.1 42.6 (47)公務 12_0
14.5 12.0 6.0 4.8 2.4 48.2 (83)家事 9.2 6.2 4.6 13_8 23.1 3.1 40_0

(65)その他 8
_0 4_0 12_0 4.0 4.0 68.0 (25)注 :数 字 は 行 パーセントO ** pく_01

,* p く.053 社会的属性と政党支持で

は､こうした政党支持は CSOリーダー層の社会的属性によってどのように異なるのか｡属性

と支持政党の関連をみたのが表 13-1である｡まず明らかなのは､性別による支持政党の

差が大きいことである｡女性に社民党､生活者ネット支持が多く､男性には民主党､自民党支持が多いO有 権者全

般については近年､女性の民主党嫌いがしばしば指摘されるが (e.g.丸山ほか 2008)

､CSOリーダー層でもこれは変わらない｡年代別にみると､若いリーダー層ほど無党派の割

合が高く､これも若年層の無党派化という一般的な傾向と変わらないOただし 50代､60代

の無党派は有権者全般の同年代よりも割合が高く､中高年の CSO リーダー層に強い政党拒否

感情があるようにみえる｡民主党支持は ､40代を底としてその上下の年代層の割合が高い｡自民党

支持には一般に年齢効果がみられるものだが､CSOリーダー層の場合 ､50代が自民党支持

の割合が最も低く､ここを谷の底として上下で自民党支持の割合が高くなっている｡社民党支

持は 40代､50代で目立って少なく､その上下の年代で支持の割合が高いという特徴がある

｡これに対して共産党支持は高年層ほど支持があり､ほぼ年齢効果がみられるO生活者ネット

は年代による違いが際立って異なる政党で､若年層と高齢層では支持の割合が低いのに対して

､50代､40代では支持が 1割前後ある｡最終学歴別にみると､学歴の低いリーダー

層ほど無党派が多く､これは有権者全般の傾向 と変わらない｡民主党支持は､女性が多い短大 ･

専門卒で極端に支持の割合が低いが､中高卒と大卒では同程度に根強いo大学院卒には人気 がない｡自民



向があるが､社民党は短大 ･専門卒と大学院卒で支持の割合が突出して高く､いずれの学歴層

でも同程度の支持である共産党と異なる｡

職業による違いについては､CSO リーダー層に退職者､無職層が多く ､0セルも多いため､

最長職で検討する｡無党派はいずれの職業経験でも割合は高いが､ただひとり管理職経験層だ

けが低い｡自民党支持は管理､マニュアル､事務 ･販売職経験層に多い｡これに対して民主党

支持は､管理､マニュアル職経験層で割合が高いのは自民党支持と変わらないが､専門職経験

層にも支持が一定割合あり､専従職経験者にも支持がある｡共産党支持は､公務労働経験層で

きわめて割合が高く､専門､専従職経験者層の中でも支持が多い｡これ と比べて社民党支持は

事務 ･販売､家事労働経験層 (主婦)が多く､公務労働経験層が少ないのが特徴的である｡生

活者ネットは､ 性別や学歴別の分析からも示唆されていたことだが､家事労働経験層の中で支

持が圧倒的に高く､専従職経験者層の支持も厚い｡

4 政治意識と政党支持

有権者全般を対象とした政治意識研究や投票行動研究では､社会的属性の規定力の低下がこ

の数十年の長期的傾向として指摘されてきている｡こうした ｢社会学モデル｣の説明力の低下

に代わって政党支持の説明モデルとして主流にあるのが､イデオロギーや政治意識､争点態度､

業績評価といった心理的要因に着 目する ｢社会心理学モデル｣である 5｡有権者全般と CSO リ

ーダー層の支持政党を比較した前掲の図 13-1からもわかるとおり､この 2つの集団の政党支

持にはそれほど決定的な差異があるわけではなく､属性の規定力の低下と意識変数の必要性は､

CSO リーダー層の政党支持を説明するうえでも変わらないと思われる｡そこでここでは次の諸

意識に着目して政党支持 との関連を検討したい｡

ひとつは戦後政治の基本的対立軸とされてきた保守対革新を分かつ保革イデオロギーである

(蒲島 ･竹中 1996)｡脱イデオロギーの時代が叫ばれて久しいが､有権者意識の実証分析によ

ると､1990年代以降も日本の有権者全般の保革イデオロギーの認知も分布もそれほど変わって

おらず (竹中 2008)､保革イデオロギーは今もって政治的争点-の態度を整序する機能を果た

している6｡本調査では､｢あなたは保守か革新かと聞かれれば､どちらですか｣という質問文

で､｢どちらでもない｣を含む 5件法で尋ねた｡

もうひとつは､保守と革新に代わる新たな政治的対立軸を構成するネオリベラリズムをめぐ

る意識であるOこのイデオロギーは経済的自由主義を中核的理念として､｢大きな政府｣から｢小

さな政府｣-の再編､競争や効率の重視などの諸要素からなるが､とくに市民社会や上述のネ

オリベラル ･ガバナンスとの関係を考えた場合､公共サービスの担い手として政府を評価する

かCSOを評価するかが重要になってこよう｡そこでここでは以下の 5つの意識を検討する｡い

ずれも異なる2つの意見を両極に置き､いずれに近いかを選んでもらう 4件法で尋ねた｡

【競争主義】競争は ｢格差を拡大させるなど問題の方が多い｣一一 ｢社会の活力や勤勉のも

とになる｣

【小さな政府志向】経済-の公的規制は ｢やはりある程度必要だ｣-- ｢なるべく少ない方

が良い｣

【リーダーシップ志向】物事を決めるさいは ｢時間をかけて皆で話し合い､納得した結論を

導くことが重要｣-- ｢リーダーシップによるすばやい決定が重要｣

【財政保守主義】政府が赤字に陥ったときは ｢赤字国債 (地方債)を発行してもサービス水

準を維持すべき｣-- ｢収入不足に応じてサービス水準を下げるべき｣
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表13-2 政治意識の規定要因
サービスは
政府より
市民セクター

保革
(保守度)

競争主義
小さな政府 リーダーシッフ 財政

志向 志向 保守主義

性別(女性ダミー)
年齢

学歴(教育年数)

最長職(参照-家事･その他)
専従
専門
管理
事務･販売
マニュアル
公務

NPO法人格

NPO以外の法人格

-0.124 ** -0.157 *** -0.007
-0.006 0.07l + 0.066 +

-0.103 ** 0017 0013

-0.104*
-0.069
0.003
0.040
0.036
0015
0.217***
0.102 **

-0186 *** 0.007 -0119**
0042 -0.030 -0.019
0.021 -0052 -0.005

-0.150 *** -0.131 ** -0.106 * 0.025 -0.102 *

-0.102十 一0073
0.046 0110*
0.038 -0.005

-0.026 -0.061
-0049 -0051
0247 *** 0211***
0.146*** 0.127***

｣).012 -0.002 -0.031
0.168 ** * 一〇.001 0.001
0.035 -0005 -0.072
-0.039 0074 -0034
-0.024 -0.018 0.091+

0.288 *** -0.039 -0.116**
0160 ** * -0023 0052

N 783 801 797 808 745 769
調整済み R2乗 0.086

推定値の標準誤差 1.019
F値 7.688

有意確率 **

0.138 0.094 0206 -0001 0044
0.886 0.868 0924 0725 0750
12.654 8511 20.114 0928 4.199
*** *** *** ∩.S ***

注 :数字は標準化偏回帰係数｡ ***〆 .001.**〆.01,* 〆 05,+ 〆 1

【公共サービスは政府より市民セクター】｢NPO や市民 ･住民団体の方が､良質な福祉 ･教

育サービスを提供できる｣一一 ｢政府 ･行政の方が､良質な福祉 ･教育サービスを提供で

きる｣

支持政党ごとにそれぞれの意識の傾向をみる前に､こうした意識-の社会的属性の規定力を

確認しておこう｡表 1312はそれぞれの意識項目を被説明変数 として属性の効果をみた重回帰

分析を行った結果である7｡ ｢財政保守主義｣を除くいずれの意識にも組織形態 (法人格の有無

と種類)の影響が大きいが､属性はそれぞれの項目で異なる効果をみせている｡保革イデオロ

ギーには性別､学歴､専従職が有意な効果があり､とくに性別の効果が大きい｡つまり女性､

高学歴､専従職経験ありのほうが革新的である｡｢競争主義｣には性別と専従職経験の効果が大

きく､年齢と専門職経験も有意な効果があるOつまり女性､若年､専従 ･専門職経験ありのほ

うが競争に否定的である｡｢小さな政府志向｣は､専従職経験が最も有意差が大きく､管理職経

験､年齢も有意となった｡つまり専従職経験あり､若年のほうが大きな政府志向で､管理職経

験は小さな政府志向に効果がある｡｢リーダーシップ志向｣には性別 (女性ほど民主的決定重視)

と管理職経験 (経験ありのほうが効率重視)が有意な効果をもってお り､専従職経験も､それ

ほど大きな有意差ではないが効果があった (経験ありだと民主的決定重視) ｡ ｢財政保守主義｣

には属性の有意な効果がなく､法人格変数も効かなかった｡｢公共サービスは政府より市民セク

ター｣は､性別 (女性のほうが政府志向)､専従職経験 (ありのほうが政府志向)､公務職 (あ

りのほうが市民セクター志向)が有意だったO

さて､こうした政治意識によって政党支持はどのように異なるのだろうかD図 13-3は支持

政党ごとにそれぞれの意識得点の平均値を求めた結果である｡ ｢保革｣ (イータ二乗値 0.430)､

｢競争主義｣ (同 0.188)､｢小さな政府志向｣ (同 0.082)､ ｢リーダーシップ志向｣(同 0.167)の

4つは､支持政党ごとにおおよそ自民党>公明党>民主党>無党派>生活者ネット>その他>

社民党>共産党の順に並んでいる｡つまり自民党支持層は保守的でネオリベ リズムに肯定的､

共産党支持層は革新的でネオリベラリズムに否定的といった傾向がみられるo

Lかし ｢財政保守主義｣ (イータ二乗値 0.023)は､生活者ネットと民主党の支持層が一番強

く､次いで無党派､最も低位なのは自民党､公明党､社民党､共産党支持層である ｡55年体制

の保革対立を構成してきた保革両サイ ドの政党の支持層は､公共財政の拡張という点で､西欧

ー 212-



図13-3 支持政党別にみた政治意識の平均得点
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われるところの ｢戦後和解｣と似たような合意形成が成立していたが､保革対立が弱体化したあ

とのポス ト55年体制期に登場した民主党や 55年体制からはみ出た生活者ネットの支持層の場合､財政拡張に否

定的で､こうした旧体制の両サイ ドの政党支持層と対立するのがうかがえる｡こうしたポ

ス ト55年体制型の政党支持層間の亀裂がより顕著なのが公共サービスの担い手の評価であるO

すなわち公共サービスの担い手としての市民セクター-の信頼 (｢公的サービスは政府より市民セクター

｣)(イータ二乗値 0.060)は､生活者ネット>民主党>社民党>公明党>その他>共

産党>自民党の順である｡ここでも旧来の保革両サイ ドの政党支持層の間では､公共サービス

は政府が担うべき､裏を返せば市民セクターが担うべきではないという意識が強いのに対して､生活者ネットと民主党の支持層には､このような政府に期待する とい

った考え-の否定感と市

民セクター-の信頼感が強いことがうかがえる｡5 政党支持の規定要因これまでみて

きたCSOリーダー層の社会的属性と政治意識のうち､何が政党支持を規定する要因となって

いるのかを確かめるため､支持政党を被説明変数､属性 ･意識変数を説明変数とする多項ロジスティック回帰分析を

行ったOその結果が表 13-3である80参照カテゴリーは無党派層である｡分析に際しては､属性要

因のみのModellと意識要因を含めたMode12を設定したOモデル自体はいずれも有意となった｡説明力は当然のことながら

､政党支持と近接性の高い意識変数を入れたMode12のほうが高かったO結果を要約しようO

無党派層との比較において自民党支持の規定要因としては､まず Modellだと年齢の効果

(高年層ほど自民支持)が有意に大きかった｡性 別 (男性のほうが自民支持)､学歴 (低学歴ほど自

民支持)､管理職経験 (経験があるほうが自民支持)も有意な効果があった｡Model2では､年齢と管理職経験の効果が消えずに残り､意識変数では､保守的イデオロギー

､｢リーダ ー



表13-3自民党 政党支持の規定幸田の民主党 多項ロジスティック回沸分析共産党 掩果 社民党 生活
者ネットM○d○ll M d○
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次に民主党支持の規定要因は､Modellでは年齢 (高年層ほど民主支持

)､性別 (男性のほうが民主支持)､管理職経験 (経験があるほうが民主支持)が有意な効果

があり､自民党支持の規定要因に似た構造

だった｡しかし Mode12では保革イデオロギーが有意な効果をもたず､｢リーダーシップ志向｣

のみが有意になった｡つまり前節でみたとおり民主党支持層は保革対立に規定されたものではなく､ネオ

リベラリズムをめぐる意識､とくにリーダーシップ志向の有無 ･程度に規定されているという

結果である｡共産党と社民党支持の規定要因はかなり似ていた｡いずれも属性のみの Mod

ellでは年齢 (高年層ほど社共支持)が有意で､共産党支持の場合､専従職経験も有意な

効果をもっていた0Model2もかなり似た結果である｡年齢の効果は残ったが､有意差

が際立って大きいのが保革 (革新的)イデオロギーである｡つまり社共両党の支持は革新的イデオ

ロギーによっておおむね規定されており､両者を分かつ要因はリーダー層の社会的属性と意識面からは明確

な者はうかがえず､おそらく他の要因によると思われる｡ネオリベラリズムをめぐる意識では､両党

支持層とも ｢財政保守主義｣がマイナスの効果をもっていたが､共産党支持に関しては､｢公共

サービスの市民セクター委譲｣支持もマイナスで､この点が社民党支持の規定要因と異なって

いたところである｡生活者ネット支持の規定要因では､まず Modellでも 2でも性別

の効果が大きい.すなわち女性に分厚い支持があるとされるこの政党の性格が､CSOのリ

ーダー層でも顕著であることが明らかになった｡職業経験では専門職と事務 ･販売職がマイナ スの効果をもち､有意でない こ

のほかの職業経験

変数もおおむねマイナスだったoこれは職業経験のない主婦層が根強く支持しているものと解釈

してよいだろう｡意識面では､革新的で反競争主義的で､小さな政府に否定的である｡ま

た ｢公共サービスの市民セクター委譲｣支持が､それほど強いものではないが有意な効果をも

っていた｡6 支持なし層2節でみたように､CSOリーダー層で最も大きな割合

を占めるのが有権者全般と同様､無党派であることをかんがみて､｢支持政党なし｣の規定要因につい

ても検討しておこうo無党派層 (支持なし層)に関する政治学研究で強調されてきたのが､この

層が一枚岩ではないということである.つまり一口に無党派層といってもいくつかに類別できるというもの



表13-4 無党派層の規定要因の多項ロジスティック回帰分析結果
支持あり層 積極的無党派

層Modell Model2 Modell MOd
el2切片 -0.985 -2.379 -5.528 -

10.289性別(女性ダミー) -0.log o.142 -0.7
46 + -0,320年齢 0.033*** 0.037 ***

0.006 0.006学歴 (教育年数)最長職(参照-家事.無職)専従 -0.025 -0.014 0.268* 0.339**0.401 0.6
05 -2.305* -1.614専門 -0.063 -

0.002 -1.044 + -0.815管理 0.2
95 0.539 -l.733* -1.613 +事務.販売

-0,033 0.llB -0.558 -0.481マニュアル 0.044 0.110 -0.317 -0.162
公務 -0.343 -0.172 -

0.612 -0.275保革 (保守度)
-0.039 0.181競争主義
-0.059 0.958***小さな政府志向 -0.016 -0.356

リーダーシップ志向 0.261* 0.268財
政保守主義 0.157 0.129サービスは政府より市

民セクタ- 0.127 0.256NPO法人格 0.134 -0.023 0.436 -0

.229NPO以外の法人格 -0.335 -0.591 + 0.730 0.07bN

471 407 44 41Fst e慧 ㌶ 諾 三笠票 Ii蒜 蒜 ｡"+ogh 2=g i6.G r従来型紙 派 ¶｣(Mod.日のN=276_Model2のN=226)0 ***p (.001,**p(.01

,*p (.05,+ p(.1派層なのかを見分けるというものであるO調査によっては､拒

否政党や ｢特に支持する政党でなくても､ふだん好ましいと思っている政党｣を尋ねる場合も

ある01990年代の政界再編以降､政党の離合集散が激しかったが､その際に経験的に明らかにな

ったのが､従来型の無党派層である ｢政治的無関心層 ｣( ｢伝統的支持なし層Jにほぼ重なる)のほ

かに､｢政党拒否層｣と ｢脱政党層｣の存在である (田中 2003)0｢政党拒否層｣は､政治的関 心はあるが支持政党がない層

で､｢脱政党層｣は ､1993年の55年体制崩壊以降､支持政党を捨てた､あるいは支持

政党がなくなったという層である9｡これらを踏まえて､ここでも ｢支持なし｣層を類別

することとしたいOただ変数上の制約があるため､次の方法で代用することとした｡すなわち､政治

的信頼感の有無によって ｢積極的無党派層｣と ｢従来型無党派層｣を分けるという方法である 100

｢積極的無党派層｣は､田中愛治がいうところの ｢積極的支持なし層｣ないし ｢政党拒否層

｣に近く､｢従来型無党派層｣は ｢伝統的支持なし層｣ないし ｢政治的無関心層｣に近いという

想定である｡この結果､政治的信頼感がなく支持政党もない ｢従来型無党派層｣は全体の 34

.S%､政治的信頼があるが支持政党をもたない ｢積極的無党派層｣は 同5.4%､｢支持あり層

｣は同 59.9%と分けられたOこれら ｢支持あり ｣ ｢従来型無党派層 ｣ ｢積極的無党派層 ｣の 3つのカテゴリーを

被説明変数として､多項ロジスティック回帰分析を行った結果が表 13-4である11｡参照カテ

ゴリーは従来型無党派層であるOこれによると､｢積極的無党派層｣は ｢従来型無党派層｣

に比べて次のような特徴がある｡属性面では学歴 (高学歴ほど ｢積極的 ｣)､性別 (男性のほ

うが ｢積極的 ｣)で有意差がみられた｡ただし意識変数を投入すると性別の効果は消えるO職

業経験では専従､専門､管理職が有意にマイナスの効果があった｡つまりこれら 3つの職業経験

をもたないほうが ｢積極的無党派層｣であるが､これは 3つの職業経験を持つものがすでに明

確な支持政党をもっているからであるO意識変数を投入した場合､唯一有意な効果があった のが ｢競争主



肯定的であるO意識変数を入れて有意差が消えなかったのは､学歴と管理職経験だけだった0

7 まとめと考察

本章では市民社会組織のリーダー層の政党支持を検討してきた｡それぞれの政党-の支持が

どのような要因によって規定されているかを簡単にまとめておこう｡

まず政党名を挙げた中で最も多かった民主党支持層は､無党派層に比べて､男性､高年層､

管理職経験ありという属性上の特徴がみられた｡意識面では､保革イデオロギーの効果がない

のが特徴的で､その代わりにリーダーシップ志向の影響が有意だったO次いで支持の割合が高

かった自民党支持は､属性上の特徴は民主党支持とほぼ同様で､意識面でもリーダーシップ志

向がプラスに影響するという点が似ていた｡唯一異なっていたのが､保守的イデオロギーが強

いという点であるO共産党と社民党の支持層は属性面でも意識面でもよく似ており､高年層の

支持が顕著だった｡意識面では何よりも革新的イデオロギーの効果が特徴的だった｡生活者ネ

ット支持層の特徴としては､女性､とくに職業経験をもたない専業主婦層という点がきわめて

大きかったO意識面では反ネオリベラリズムである点で革新政党支持層に似ていたO

自民党と社民､共産両党､すなわち55年体制期の保革の両サイ ドの政党の支持を分かつ主た

る要因が保革イデオロギーであるという点で､これらの政党支持層はポス ト55年体制期の今日

にあっても､なおも保革対立に規定されていると いいうる｡またこれら 3 党の支持層の規定要

因では､ネオリベラリズムをめぐる意識がほとんど効果をもたなかったのも特徴的である｡

しかしこれらに対して､民主党支持層は保革イデオロギーの効果が有意にならず､生活者ネ

ットの場合もその効果にわずかの有意差しかみられなかった｡その代わりに民主党支持層の場

合､ネオリベラリズムをめぐる意識のうちリーダーシップ志向が有意な効果をもっていたOよ

り興味深いのは｢公共サービスは政府より市民セクターが担うべき｣という意識の効果であるO

自民､共産､社民の 3党の支持層ではこれがマイナスの効果をもっていたのに対し､生活者ネ

ットの支持層はプラスの効果をもっていた｡つまり55年体制期の保革対立を構成した両陣営の

政党の支持層に ｢公共セクターの市民セクター委譲｣に否定的な意識をもつという共通点がみ

られ､その意味で旧体制下の両陣営の支持層の間では､今なお政府役割を護持する点で ｢合意 ｣

ができているのに対して､55年体制から外れた新しい地方政党たる生活者ネットの支持層は､

市民セクター-の信頼とそこ-の委譲を求める意識をもっており､その点で 55年体制の保革両

陣営の政党支持層と対立するのであるO

ただしこうした政党支持あり層はCSOのリーダー層でも半数程度にすぎず ､4割近くは無党

派である点で､有権者全般と同様､リーダー層の脱政党化もかなり進んでいるといえる｡しか

し政治-の信頼感を一定程度もちながらしかし支持政党がないという ｢積極的無党派層｣は､

高学歴層に多いという有権者全般と同様の傾向に加えて､ネオリベラリズムをめぐる意識のう

ち競争主義がプラスの効果をもっていた｡

csoリーダー層の政党支持を見渡すと､ポス ト55年体制の今日にあっても､そこには 55年

体制的な保革の亀裂が今なお深く走る一方､しかし新たな亀裂､具体的にいえばネオリベラリ

ズムをめぐる対立もみられるようにもなりつつある｡ネオリベラリズムの中のある要素によっ

ては､政党支持層ごとに､保革対立とは異なる傾向がはっきりみられるようになってきている｡

つまりリーダーシップ志向や公共サービスの市民セクター-の委譲の是非といった点で､民主

党や生活者ネットといった55年体制の保革 ｢和解｣の構図からはみ出す政党の需要が CSOリ
ーダー層の中に生まれている｡自民 vs.社共と自社共 vs.民ネという2つの亀裂が交錯している

のが､今日の CSOリーダー層の政党支持の構図なのであろう ｡
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さて､ここでネオリベラリズムの時代の市民社会組織と政党の関係というはじめの問いに立

ち返っていくらか考察を加えておこう｡ひとつは旧革新政党支持の規定要因として､革新的イ

デオロギーの効果をもつ一方､ネオリベラリズムをめぐる意識がほとんど効果をもたなかった

ことである｡ネオリベラリズムによる戦後日本の政治経済体制の ｢改革｣に対して旧革新政党

が対抗を組織する際､CSOがこれを支えたりコアリションを組んだりするとすれば､職業など

社会的属性による支持基盤がほとんどみられない今日､最大の結集軸となるのが政治的な価値

意識､とくに革新的イデオロギーである｡しかしこれは裏を返せば､社共両党そして生活者ネ

ットも含めて､ネオリベラリズムをめぐる争点 (反ネオリベラリズム)で CSOの担い手たちか

ら支持を十全に調達できておらず､場合によっては裂け目さえ孝んでいることを示唆するもの

である｡リーダー層の少なくない部分にはこうした対抗の意識的基盤があるにもかかわらず､

それが政党支持につながっていないとすれば､政党の側がこれらの争点を押し出しえていない

か対応できていないことを示唆する結果とみたほうがよいだろう｡

民主党を支持する CSO のリーダー層は無党派層に比べてリーダーシップ志向という点でネ

オリベラリズムに親和的だが､支持政党をもたない CSOのリーダー層のうち､ある程度政治に

信を置きながら現在は支持政党をもたないという｢積極的無党派層｣の場合､｢従来型無党派層｣

に比べて競争主義的な意識を強くもっており､競争原理の貫徹や効率志向が強調され争点化さ

れた藤倉､民主党は CSOのリーダー層のある部分をとりこむことができる.少なくとも価値意

識上の類似性は存在している｡

他方､ネオリベラリズム-の対抗については､上述のとおり､旧革新政党と生活者ネットの

支持層に加えて､｢従来型無党派層｣の中にも､少なくとも反競争主義的意識という点で共有可

能な意識的基盤がある｡この十数年急速度で進められてきたネオリベラルな ｢改革｣の綻びが

噴出している今日､市民と政治体を媒介する政党と CSOの両者の関係の構築がここに求められ

ていようし､それを可能にする基盤は確実に存在するO

担い手個人によってその方向性が可塑的なCSOだからこそ､ここでの知見は一定程度有効で

あると思われるOとはいえ､はじめにも述べたとおり､本章の分析はあくまでも CSOのリーダ

一層個人に着目したもので､CSOの組織そのものと政党の関係とはただちにみることはできな

い｡組織間の制度的非制度的関係が重要なのはいうまでもなく､この点の分析は稿を改めて行

うこととしたい｡

l 以上の整矧 ま山口 (2004:とくに第6章と終章)､および同書でも引用されている M･ハワー

ドの図式 (Howard2003:3617)を参照0

2 ｢新しい社会運動｣論についてはさしあたり『思想 』737号 ｢新しい社会運動 その理論的

射程｣(岩波書店 ､19$5年)を参照｡

3 ネオリベラル ･ガバナンスにおける CSOの対抗と包終に関しては別稿 (丸山･仁平 ･村瀬
2008)で検討した0

4 有権者全般のデータは､2007年5月に東京都内の有権者を対象に層化多段抽出法で行った｢都

民の社会意識と政治に関する調査｣によった｡基本統計量は丸山ほか (200S)を参照｡政党支

持の質問文は本調査と同じOただし選択肢は自民､民主､公明､共産､社民､国民新､新党日

本､その他､支持政党なしの 9つである｡データ使用を許諾してくださった共同研究者の皆さ
んに感謝したい｡

5 投票行動研究の分析モデルについては以前整理したことがある (丸山 2007)0
6 丸山 (2009)を参照｡後述のネオリベラリズムをめぐる意識との関連についてもそこで検討
した｡
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7 それぞれの意識には回答に応じて得点を割 り当てた｡保革イデオロギー (保守度)は 1-5点

(得点が高いほど保守的)｡ネオリベラリズムをめぐる意識が 1-4点で､いずれも右の意見ほ

ど､すなわちネオリベラリズムに親和的であるほど得点が高くなるよう調整 した｡説明変数は

表のとお りだが､性別はダミー変数 (女性 -1)､学歴は教育年数を割 り当てて連続変数 とした

もの (中卒 -9､高卒 -12､短大 ･高専 ･専門学校卒 -14､大卒 -16､大学院卒 -18)､最長職

はダミー変数で､参照カテゴリーは家事 ･無職である｡なお統制変数として ､NPO法人格とそ

の他の法人格のダミー変数 (法人格あり -1)を投入した｡

8投入した変数は表のとおりで､属性変数は表 2と同じである｡意識変数は､保革イデオロギ

ーが 1-5点 (高いほど保守)､その他の意識項目は 1-4点 (高いほど意識が強いように調整済

み)であるO統制変数は､ NPO法人格とその他の法人格のダミー変数 (法人格あり -1)であ

る｡ケース数が少なかった公明党支持､その他の政党支持は欠損値として処理し分析から除い

た0

9 このほかにもさまざまな政治意識の類似性からクラスター分析で無党派層を分類する試みも

ある (堤 2001) 0

10政治的信頼感の測定は ｢以下のような意見があります｡あなたは A とB どちらの意見に近

いですか｣として ｢A 国民の意見や希望は､国の政治には相当程度反映されている｣一 一｢B
国民の意見や希望は､国の政治にほとんど反映されていない｣から選ぶ設問を用いた｡｢どちら

かといえば｣を含む 4件法だが､ここでは ｢信頼｣層と ｢不信｣層の 2倍に再カテゴリー化し

た,

11投入した変数は表 13-3と同じである｡
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第 14 章 都市開発をめぐる市民活動とリーダー層の意識

一一抗議行動 と参加 ･参画-

上野 淳子

1 問題の所在- 大規模再開発と市民運動

1960年代から70年代は郊外開発や公害に反対する運動が全国で展開し ｢住民運動の時代 ｣

であったが､1980年代は一転して ｢保守化の時代｣と言われた l｡1995年は ｢ボランティア元

年｣と呼ばれているが ､2000年代は何の時代と名付けられるだろうか｡

都市計画の分野において2000年代は､都心部の急速な大規模再開発によって特徴づけられる｡

短期間に都心部で大規模再開発が進むことで､オフィスの ｢2003年問題｣､マンションの ｢2005

年問題｣､ホテルの ｢2007年問題｣というように､それぞれの建設がピークに達する時期以降､

過剰供給にともなう業界淘汰がはじまると懸念されてきた｡不動産ファンド市場の拡大により

先延ばしにされてきた過剰供給の問題であるが､一昨年来､不動産業界では倒産が相次ぎ､こ

れらの懸念が現実のものとなっている｡

問題の発端となった大規模再開発は､1990年代後半からの規制緩和と小泉純一郎内閣下で実

施された ｢都市再生｣政策によって可能となった｡これらの政策は､都市の将来を資本の手に

委ねてしまう政策であると批判されてきた (矢作 ,2002;五十嵐･小 川,2003など)｡小泉内閣に

おいて ｢都市再生｣は経済再生の手段､不良債権処理の切り札として掲げられ､都市計画上の

規制を大幅に緩和することで民間の大規模再開発を促進することを目的にしている02001年に

′J､泉内閣に都市再生本部が設置されて以来､｢都市再生｣政策の効果や意義をめぐり都市計画家

や建築家､経済学者の間で激しい議論の応酬があった2｡しかし､都市研究者の間の論争や､民

間事業者の熱意の高さに比して､｢都市再生｣政策-の市民の関心はほとんど見られなかったよ

うに思われる｡｢都市再生｣反対派は､政官財のトライアングルによる都市再生に対抗する原動

力として ｢都市を経済的な儲けの対象としかみずに食い物にする一握りの政官財とそれにつら

なる人々をのぞいた､ほとんど全部の国民と地域｣に期待をよせる (五十嵐･小川 ,2003:208)O

だが､千代田区の丸の内ビルディングや港区六本木の東京ミッドタウンなど ｢都市再生｣政策

の産物が開業時に大盛況であったことは､むしろ市民が ｢都市再生｣を積極的に支持している

ことを示している｡

こうした ｢都市再生｣政策ないし大規模再開発に対する研究者と市民の温度差はなぜ生じた

のか｡1990年代半ばに臨海副都心開発と世界都市博覧会-の反対運動が盛り上がり､東京都知

事選挙の争点にまでなったことを考えれば､市民が大規模再開発や都市政策に無関心であると

は決して言えない｡問題は市民の意識の変化より､大規模再開発をとりまく制度の変化に由来

するだろう｡1990年代の臨海副都心開発や世界都市博覧会と2000年代の ｢都市再生｣関連の

大規模再開発では､政策主体 (東京都/国)と推進方法 (公的な資金の投入/規制緩和)が異

なる｡近年の大規模再開発は､｢都市再生｣政策にともなう一連の規制緩和なしではあり得ない

ほどの規模と速度で進展したが､規制緩和という手法ゆえにそれらの大規模再開発が ｢都市再

生｣政策の産物であるという認識が形成されにくく､政策そのもの-の一体的な反対運動を困

難にしているだろう30

本章では､都市開発を統制する制度の変化を概観しつつ､そうした制度の変化が市民活動に
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与えた影響を検討する｡また､市民活動団体は､大規模再開発を促進する ｢都市再生｣政策を

どのように評価し､政府とどのような関係にあるかを見ていこう0

2 都市計画の権限

2-1 権限のねじれ

市民参加 ･参画という観点から都市計画の制度を眺めたとき､ここ数十年は都市開発の規制

緩和と､地方自治体や市民の権限を強化し都市開発をコントロールしようとする動きとのせめ

ぎあいであった｡1980年代以降､都市計画の権限については①市民参加の拡大ないし参画 ･決

定主体の多様化､②国･都道府県から市区町村-の委譲-と向かう大きな流れがある(表 14-1)0

1980年の ｢地区計画制度｣導入は都市計画の策定過程-の市民参加の道を開いた｡これにより

街区単位で住民が建物の用途 ･高さ･デザインや公園の配置等を調整し条例化することを可能

になり､1981年に神戸市､1982年には世田谷区でまちづくり条例が制定された｡この後､まち

づくりを住民主体で進めるため､地域住民や自治会代表､専門家などが参加して ｢まちづくり

協議会｣の設立が全国的に広まっていく ｡1992年の都市計画法改正により､｢市区町村マスタ

ープラン｣作成における住民参加が義務づけられるOさらに 1999年の ｢地方分権の推進を図る

ための関係法律の整備等に関する法律｣(いわゆる ｢地方分権一括法 ｣) 制定によって都市計画

法が改正され､都市計画審議会を市区町村に移管､市区町村計画の最終決定権が都道府県から

市区町村-と移った｡しかし､単線的に市民参加 ･参画と地方分権化が進んだとは言えず､国

の介入により地方自治体や市民の権限が切り詰められる動きも同時に進行している｡なかでも

2002年の都市再生特別措置法の影響は大きく､民間事業者が国土交通省との直接交渉により､

自治体と相談することなく大規模再開発が可能になった｡都市計画の権限をめぐって 1980年､

1992年 ､1999年､2002年の4つの転換点があったことが分かるo

表 14-1 都市計画制度の変化と市民参加 ･参画 (1980年～現在)

○まちづくり条例とまちづくり協議会

1980年都市計画法･建築基準法の改正 :r地区計画｣制度の導入

1992年都市計画法改正 :｢市区町村マスタープラン｣作成における住民参加の義務づけ

☆1995年都知事選 :臨海副都心開発､世界都市博が争点に

▼1997年建築基準法 ･都市計画法改正 :高層住居誘導地区､共用部分の容積府参入

OTMO (Town Ma nagemmt(九gamiZation)

1998年中心市街地活性化法の制定

-市区町村が基本計画を策定し､その事業実施は商工会､商工会議所､第三セクターの特定会社､第三セク

ターの財団法人などがTMOとなって行 う

☆1998年 12月NPO法施行

▼1998年連担建築物設計制度の創設

□地方分権化

1999年地方分権一括法の制定､都市計画法改正

▼自治体の権限の切詰

2002年都市再生特別措置法

2002年都市計画法改正

一〇都市計画の提案制度 :市区町村の都市計画に対して､土地所有者､まちづくり NPO､民間

事業者による提案が可能に｡

2003年斜線制限の緩和

○□開発規制の強化

2004年景観法を含む景観緑三法の整備 :地方自治体の計画や住民の協定に法的強制力を付与

荏)①地方分権化を口､②市民参加の拡大ないし参画 ･決定主体の多様化を〇､規制緩和を▼で表 した｡
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｢都市再生｣政策は ､1990年代までの地方分権化の流れに逆行して国主導で民間の大規模開

発を推し進めることで､都市計画 ･都市開発の領域に 2つのねじれをもたらした｡第-に､政

策の推進主体と事業主体のねじれである｡近年の大規模再開発は､｢都市再生｣政策にともなう

一連の規制緩和なしではあり得ないほどの規模と速度で進展したが､規制緩和という手法ゆえ

にそれらの大規模再開発が国の主導する ｢都市再生｣政策の産物であると認識されにくい｡こ

のため､個別の ｢都市再生｣事業に関して民間事業主-の反対運動は起きても､政策の是非を

問う形で国に対する一体的な反対運動-とは発展していかない｡第二に､国と地方自治体の権

限のねじれがある｡1990年代までは都市計画法の改正などを通じて市区町村がもつ都市計画の

権限は強められたが､｢都市再生緊急整備地域｣を指定することで市区町村が策定した都市計画

に国が介入することが可能になった｡国と市区町村のあいだで都市計画に対する方針が異なる

とき､権限のねじれは行政に対する市民および市民活動の立ち位置を複雑にする ｡3節後半の

分析では､この第二のねじれに注目し､｢都市再生｣政策に対する市民活動団体の評価によって､

国 ･都県 ･市区町村それぞれとの関係のあり方が異なることを説明していく｡

2-2 ｢市民参加 ･参画｣の諸形態

都市計画の制度を見た場合､市民の権限は強化されたり切り詰められたりとその時々の状況

に応じて揺れ動いているが､地方分権化が進むなかで市民が地域の都市計画やまちづくりに関

与する仕組みが徐々に整ってきたと言える｡問題は､｢市民参加 ･参画｣の仕組みによって､誰

が､どのように参加しているかである｡

｢市民参加 ･参画｣は､自治体行政のどの段階に参加するかによって 5つに分けられる (市

川,2006:217-218)0 (1)自治体行政に関する情報を共有する段階には､市民の考えや情報を行政

に送る方向の参加と市民が行政のもつ情報を入手する方向の参加とがある｡(2)政策を形成する

段階では審議会等-の参加が ､(3)政策を決定する段階では住民投票や､議員選出を通じた参加

があげられる｡(4)政策を執行する段階においては､執行過程を外部から監視する形が考えられ､

市民オンブズマンの活動があてはまるOまた､自治体と協働関係を取り結び､行政活動に参加

する形態も近年､広まりつつある O(5)政策を評価する段階においても､外部から市民団体が評

価する形態と､自治体の評価委員会に市民が加わる形態がありえるだろう｡

表14-2 行政活動の5つの過程と市民参加･参画の諸形態
情報共有過程 政策形成過程 政策決定過程 政策執行過程 政策

評価過程情報公開公聴会､パブリックコメント 審議会 議会

協働 評価委員会市民 住民投

票 監視 .評価 (オンブズマン)間接民主制のもとでは政策決定過程は議会が握ってい

るため､市民参加 ･参画は政策決定過程を除いた4つの過程が中心となる｡公聴会の開催や､

審議会 ･委員会-の市民参加 ･参画は1980年代から行われているが､行政と市民との ｢協働｣とい

う言葉は1990年頃から広まった｡｢協働｣は情報提供 ･情報交換から協議会､イベントの共催

､委託まで､表 14-2のほとんどを含む多様な形態を意味する場合もあるが､行政から民間-の委

託に限れば､介護保険制度 (2000年開始)､緊急雇用創出特別基金 (1999年創設､2001年支給

開始)､指定管理者制度 (2003年施行)の影響によって急速に広まった｡都市計画 ｡まち

づくりに関する委託では､調査や公共施設の運

営､情報提供などが委託されている｡こうした委託事業の浸透は､市民参加 ･参画のあり方をどのよ うに変えるだ



とMcLaughlinは､地方自治体と市民団体セクターの関係について､市民団体が公的サービスを

供給することで生み出される関係 (00-production/coordination)と政策決定に関与することで生

まれる関係 (co一govemance)の 2つに分けたうえで､両者が密に形成されているタイプを地域

ガバナンス (communitygovemance)と呼ぶ (OsbomeandMcLaugh1in,2004:579)Oしかし､現

実のイギリスの地域再生においては､サービス提供主体として行政の補完的役割を担わされて

きた市民団体に対して 1997年のブレア労働党政権成立後､一旦は地域ガバナンスの主体として

行政とともに政策決定過程に関与することを期待しながらも､2002年から再び､政策決定より

もサービス提供役割を偏重する方向-と転換した｡日本における行政の民間委託の広がりは､

行政から市民ないし市民活動団体に期待する役割が政策形成 ･決定機能から公的サービスの供

給機能-と移行していることを示すのか､それとも､地域ガバナンスの形成をもたらすのか｡

分析の後半では､市民参加 ･参画の諸形態のうち､公的サービスの供給 (共同事業や委託事

業などの実施)と政策形成過程-の関与 (勉強会 ･審議会など-の出席)をとりあげて､検討

しよう｡

3 都市再開発への意識と行動

3-1 都市空間の形成に関わる市民活動団体

以下では､都市空間の形成に関与する団体に限定して分析するため､現在の活動分野で地域

活性化またはまちづくりを選んだ団体361団体 (以下､都市関連の団体)のみを対象とした｡

この都市関連の団体には､主な活動分野が必ずしも地域活性化やまちづくりではない団体が含

まれていることに注意したい｡まず､都市関連の団体の特徴を把握するために､主な活動分野

と結成の時期やきっかけ､活動空間などを見ていく｡

都市関連の団体が現在重視する活動分野は､環境問題が最も多く､福祉､まちづくりの順で

あるO市民活動団体全体と比べると､地域活性化 ･まちづくりの多さは当然として､環境問題

を重視する団体の比率も高く､相対的に福祉団体の比率を下げている (表 14-3)｡結成年を見

ると､都市関連の団体は比較的新しく結成された団体が多い｡市民および市区町村の権限が確

立 ･拡大した 1990年代に結成された団体が全体の4割以上を占めるとともに､｢都市再生｣下

の2002年以降結成の団体が3割弱あり､住民運動が盛んな 1970年代､市民参加 ･参画の試み

が始まった80年代に結成された団体はあまり多くない｡

表14-3 現在最も重視する活動分野

･ 地域活性化 まちづくり 環境問題 福篭 芸健. 志望宗 悪霊 その他

都市関連 346 8.4% 1 3.6% 30.1% 179% 9.2% 20.8%

その他 549 0,0% 0.0% 189% 288% 9.3% 43.0%

Bh 895 32% 5.3% 232% 246% 9.3% 344%

表14-4 団体の結成年

N 1979年以前 1980-1991年 1992-1998年 1999-2001年 2002-2006年

都市関連 277 112% 18.8% 26.4% 16,6% 27.1%

その他 451 204% 23.9% 25.1% 12.6% 18.0%

総数 728 16.9% 22.0% 25.5% 14.1% 214%
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表 14-5 団体結成の経緯

･ 雷左荒 諾 NPBZ.f NOa 誓 笠表 企雷雲 動 認 諾警 その他

都市関連 359 49.3% 32.9% 6.4% 7.5% 3.9%

その他 565 56.1% 30.1% 2.8% 3.9% 7.1%

総数 924 53.5% 31.2% 4.2% 5.3% 5.8%

表 14-6 活動する空間の範囲

N 近隣市区町村 都道府県 国内 国内から海外 海外中心 その他

都市関連 359 51.8% 28.1% 12.3% 7.0% 0.8% 0.0%

その他 565 34.9% 25.5% 19.3% 16.1% 4.1% 0.2%

級数 924 41.5% 26.5% 16.6% 12.6% 2.8% 0.1%

また､設立の経緯に関しては､都市関連およびその他の団体の約半数が他団体と直接関係な

く設立されている (表 14-5)｡しかし､都市関連の団体は企業の活動の一環や自治体の政策推

進の一環として結成された団体の比率が高いO企業の活動の一環として結成された都市関連団

体の半数 (23団体のうち12団体)は 2002年以降に結成された新しい団体である｡

都市関連の団体の活動空間は､近隣市区町村内が 5割を占め､複数の都道府県内とあわせて

8割にのぼる(表 14-6)｡支援空間についても､活動空間に比べて近隣市区町村内がやや減るが､

複数の都道府県内とあわせて8割以上を占めるO都市関連団体はその他の団体より活動 ･支援

の空間ともに小さく､地域に根ざした団体であると言える｡

3-2 都市再開発への態度と抗議行動

次に､都市関連の団体 361団体 (現在の活動分野で地域活性化またはまちづくりを選んだ団

体)について ｢都市再生｣政策-の態度を検討する｡｢都市再生｣政策の特徴は､①国土均衡型

ないし多極分散型開発から大都市､特に都心部-の重点的開発-の転換､②経済再生の手段と

しての都市再開発の利用 (生活者の視点ではなく資本の論理の優先)､③規制緩和の 3点にまと

められる｡調査ではこの 3点に関連した項目について市民活動団体のリーダー層に賛成 ･反対

を尋ねた｡

図14-1 市民活動団体リーダーの政治的態度 (n=361)

賛成一 一反対

①都心重点型の発展

②経済優先

③規制緩和

0% 20% 40% 6

0% 80% 100%J賛成 匂やや賛成 田やや反対 ■反対 0不明結果は､

①都市内のバランスより都心に重点を置いた発展を目指すべきという項目に対して賛成は 1割強

にすぎなかったOまた､②人間的な社会を作るためにもまず安定した経済が必要だ (経済優先)

､③経済活動-の公的な規制はなるべく少ない方が良いという項目では賛成がそれぞれ4割程

度に留まる｡これらの質問は直接､｢都市再生｣政策-の賛否を問うものではないが､総合

すると ｢都市再生｣政策が目指す方向や手段に市民活動団体の多くが反対であるという様相が浮かび上がる｡特



については強い反対を示した団体が半分以上であり､都心重点型の開発を推進する東京都や国

の方針と市民活動団体 リーダー層の意向が対立している｡

全体としては､各項目に反対する比率が圧倒的に多いが､市民活動団体の結成時期によって

都心重点型の発展､経済の優先､規制緩和に対して賛成する比率は異なる｡｢構造改革｣が推進

され ｢都市再生｣政策が実施された 2002年以降に結成された団体はそれらに賛成する傾向にあ

り､都や国が目指す都市開発の方向を支持していると言える ｡2002年以降に結成された団体に

は企業が設立の後押しをした団体が比較的多いことも関係するだろう40 2002年より前に結成

された団体については､結成時期による差はほとんど見られないが､経済優先という項目に関

しては1992年から 1998年に結成された団体の賛成比率がかなり低い｡この時期はバブル崩壊

後の不況期にあたり､地価高騰にともなう都心のコミュニティ崩壊や不動産投資に走った末の

企業倒産など､｢経済優先｣の失敗を目の当たりにする中で団体が結成されたことが賛成比率の

低さに影響していると考えられる｡

図14-2 結成時期別にみた各項目の賛成比率 (都市関連の団体のみ)

では､市民活動団体はその意向をどのように行

政に伝えているのかO過去 3年間に市区町村や都県､省庁 ･政府のいずれかに要望書 ･意見書を提出した

ことがある団体は約47%､直接交渉や街頭行動を行ったことがある団体は約 21%であった (

表 14-7) ｡まちづくりや地域活性化に携わる団体の半分は行政に対して何らかの抗議行動を行

った経験があり､その他の活動分野の団体の約 42%と比べて若干比率が高い｡

表14-7 行政への抗議行動を行っている市民活動団体の比率抗議行動(要望霊･意

見霊 抗議行動の提出および/ないし 要望雷･意見 直接交渉･直接交渉･街

頭行動) 雷の提出 街頭行動市区町村 359 40.1%

37.9% 16.2%都県 359 26.5%

24.5% 10.6%省庁･政府 359 217%

20.1% 10.9%行政全体 359 49.6% 4



活動団体の意見を聞いたりすること､行政と市民活動団体が共同事業を実施することは一般的

になりつつあるOこうした市民参加の仕組みを通じて､行政は市民活動団体の意向を吸い上げ､

市民活動団体と行政との対立が顕在化することを防いでいるのではないかO

実際に､抗議行動を行ったことのある団体の約 8割 (178団体のうち 142団体)は政府から

の意見聴取や審議会-の参加､共同事業の実施など何らかの形で ｢市民参加｣を経験している｡

この ｢市民参加｣の比率は､抗議行動を行っていない団体の 6割弱 (181団体のうち105団体)

より高く､上記の推測は妥当であると言えようOただし､抗議行動の形態によって､市民参加

の比率には明らかな差が存在する (表 14-8)O二種類の抗議行動のうち､より穏健な要望書 ･

意見書の提出のみを行っている団体の85%が市民参加を経験している一方､直接交渉または街

頭行動のみを行っている団体では5割強にとどまる｡この結果を行政と市民活動団体両方の側

から考えることができる｡団体間の差は､要望書 ･意見書を提出した団体がより敵対的な抗議

行動-向かう前に､そうした団体を集中的に市民参加制度のなか-囲い込む行政の戦略の表れ

と解釈できるOまた､直接交渉や街頭行動というかなり敵対的な行動しかとらない団体は､市

民参加の制度には期待していないため参加せず､広く社会に訴えることで制度の外から行政の

変革を目指しているとも考えられる｡

もっとも､直接交渉 ･街頭行動のみを行っている団体の市民参加の比率は､抗議行動を何も

行っていない団体における比率とあまり変わらないO直接交渉 ･街頭行動のみを行っている団

体が非常に少ないことに注意する必要はあるが､直接交渉や街頭行動を行うことは市民参加-

の回路を断つことにつながっていない｡抗議行動と市民参加 ･参画の関連からは､｢抗議 ･告発

型から自治 ･参加型 -｣ (牛山 ,2003)という変化よりも､自らの主張を通すために抗議行動､

市民参加を問わずあらゆる手段を動員する市民活動団体の姿が浮かび上がるO市民参加の制度

は抗議行動に取って代わるものではないが､主義主張のある市民活動団体にとっては行政と交

渉する新たな手段を提供し､行政にとっては団体の抗議行動が先鋭化 ･急進化することを防ぐ

緩衝材となっているO

表14-8 行政への抗議行動の形態と市民参加 ･参画の比率

市民参加･参画

あり なし
抗議行動の形態 要望書･意見書の提出および

直接交渉.街讃行動

要望書.意見書の提出のみ

50 16 66

86 15 101

6

54.5% 45

なし 105 76 181
58.0% 42.0% 100.0%

合計 247 112 359
68.8% 3I.2% 100,0%

注)行政のレベルに関わらず､｢勉強会 ･審議会など-の出席 ｣ ｢共同事業や委託事業などの活動 ｣ ｢意見聴取や

インタビュー､執筆依頼を受けた｣いずれかに該当すれば､市民参加 ･参画の経験が ｢あり｣と見なした｡

3-3 誰が参加 ･参画するのか

市民参加 ･参画を経験した市民活動団体は非常に多いが､団体が期待した効果は得られたの

か｡団体の主義主張が行政過程に反映されたかどうかを実際に把握することは困難であるが､

本論では市民参加 ･参画を行う市民活動団体に偏りがないかを見ることで､市民参加の ｢効果 ｣

を推測する｡統一された市民参加のルールが存在しないため行政過程にどのように市民活動団

体の意見を取り入れるかは各自治体に任されているが､そもそも市民参加 ･参画の制度がどん
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な団体にも開かれているかどうかは､その自治体における市民参加 ･参画の位置づけを示す｡

市民参加の制度に組み込まれた団体が悪意的に選ばれている状況では､政府の意向と対立する

団体の意見が政策に反映されることは期待できないだろうo

さて､行政側が市民参加 ･参画する団体を選ぶとき､団体の活動年数の長さや会員数 ･予算

規模の大きさ､法人格は団体の信頼性を示すものとして､基本的な選別基準となるだろう｡特

に､公的サービスの供給を任せるのであれば､団体が安定した組織基盤を確立しているかが重

要になる｡組織基盤と市民参加との関連をまとめたのが､表 14-9である｡明確な傾向はつかみ

づらいが､都県および省庁 ･政府レベルでは年間予算規模が大きい団体ほど市民参加の比率が

比較的高くなり､1億円以上の団体で参加の比率が最も高い｡財政基盤の安定性によって､市

民参加 ･参画できる市民活動団体が選別されていると言えよう｡それに対して､市区町村レベ

ルの参加については個人会員数は影響するが､会員数が 20人から200人未満という中規模の団

体において参加の比率が高いOまた､結成時期が 2001年までは､結成時期が最近である方が参

加の比率がやや高くなるが､2002年以降の団体では参加の比率が下がる02-1節で指摘したよ

うに､2002年を境に都市計画の分野では市民参加と地方分権化の流れが逆転したが､そうした

団体結成時の時代背景が団体の市民参加の動向と関連するのだろうO市区町村レベルにおいて

は､行政が会員数や財政などの基準で参加 ･参画する団体を選別するというよりは､市民活動

団体がその主義主張を行政過程に反映したいかどうか､参加 ･参画を志向するかどうかが参加

を規定すると考えられる｡

表 14- 9 組織基盤と市民参加 ･参画の比率

市区町村 都県 省庁 ･政府

N slg N slg N Slg

1979年以前

1980-1991*

1992-1998年

1999-2001年

2002-2006年

43.3% ( 30) *' 400% (30) 30.0% (30)

549% (51) 42.3% ( 52) 25.5% (51)

74.0% ( 73) 47.9% (73) 288% (73)

73.9% (46) 39.1% (46) 26.1% ( 46)

46.7% (75) 26,7% (75) 12.0% (75)

個人会員制度がない

個 20人未満
人 20-49人亡±ヨ
コ=:
良 50-99人

数 100-199人

200人以上

43.2% (37)

54.9% (51)

67.5% (77)

66.0% (53)

75.0% ( 52)

534% ( 73)

27.0% (37)

25.5% ( 51)

403% ( 77)

444% ( 54)

385% ( 52)

46.6% (73)

10.8% (37)

137% (51)

15.8% (76)

22.6% (53)

327% (52)

260% (73)

年
間
予
算
規
模

10万円未満

10万円以上 ～50万円未満

50万円以上～100万円未満

100万円以上 ～500万円未満

500万円以上～1,000万円未満

1,000万円以上～5,000万円未満

5,000万円以上～1億円未満

1倍円以上

49.0% (51)

65.5% (55)

596% (47)

613% ( 80)

52.8% (36)

68.9% (45)

71.4% ( 7)

25.5% ( 51)

291% ( 55)

396% (48)

43.8% ( 80)

33.3% ( 36)

511% ( 45)

429% ( 7)

6.0% (50) **

9.1% ( 55)

23.4% ( 47)

18.8% (80)

36.1% ( 36)

37.8% (45)

286% ( 7)

700% (20) 70.0% ( 20) 弧0% ( 20)

法 NPO法人格あり
人
格 NPO法人格なし

648% (193) 39.7% (194) 22.3% (193)

55.3% (161) 373% (161) 213% (160)

注) 1. 各グループにおける市民参加 ･参画を行っている団体の比率を示 した｡ ** pく01 * p<05

2 ｢勉強会 ･審議会など-の出席 ｣ ｢共同事業や委託事業などの活動 ｣ ｢意見聴取やインタビュー､執筆依

頼を受けた｣のいずれかに該当すれば､市民参加 ･参画の経験が ｢あり｣と見なした｡
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では､市民活動団体が行政過程に参加 ･参画できるかどうかは､組織基盤や団体自身の参加

志向のみで決まるのか｡市民参加制度-の参加団体の偏りを検討するために､都市開発に対す

る団体リーダー層の意識と抗議行動を組み合わせて､市民参加との関連をみていく｡まず､都

心重点型開発-の賛否と行政-の抗議行動の有無によって市民活動団体を次の 4 つに分類した｡

(a)都心重点型開発に賛成かつ行政-の抗議行動を行っている団体 (賛成 ･積極行動)､O))都心

重点型開発に賛成で行政に抗議行動を行っていない団体 (賛成のみ) ､(C)都心重点型開発に反

対で行政に抗議行動を行っていない団体 (反対のみ) ､(d)都心重点型開発に反対かつ行政-の

抗議行動を行っている団体 (反対･積極行動)Oこれらの団体がどのくらい市民参加を行ってい

るかを､市区町村､都県､省庁 ･政府の 3つのレベルに分けて比較したO

表 14-10から､市区町村から省庁 ･政府までどのレベルにおいても､抗議行動を行う団体 (賛

成 ･積極行動および反対 ･積極行動)はそうでない団体 (賛成のみ､反対のみ)よりも市民参

加の比率が高いことが分かる｡また､抗議行動も市民参加も､全体として行政単位が小さくな

るほど行う団体の比率が上昇する (省庁 ･政府レベルで市民参加 ･参画する団体は約 2割､都

県では約4割､市区町村約 6割)｡ただし､団体によって傾向は異なる｡都心重点型開発に反対

し市区町村に抗議行動を行っている団体 (反対 ･積極行動)は､約 8割が市区町村レベルで市

民参加を行っているが､都県､省庁 ･政府と行政単位が大きくなるほど市民参加を行う比率が

下がる｡それに対し､都心重点型開発に賛成し要望書や直接交渉などで積極的に意見表明する

団体 (賛成 ･積極行動)は､実数は少ないものの､行政単位が大きくなるほど市民参加の比率

が上昇する｡市区町村レベルにおいては団体の志向や行動に関わらず多くの団体が市民参加 ･

参画を行っているが､都県や省庁 ･政府レベルの市民参加では団体の志向による明らかな偏り

が存在する｡

表 14-10 都心重点型開発への態度と抗議行動､市民参加 ･参画

市民参加･参画の比率

市区町村 都県 省庁･政府

注)1.各 グ



する団体のプレゼンスが相対的に高くなっている｡市区町村が都市計画に強い権限をもち､市

民の声を積極的に取り入れている限り実害はない｡しかし､｢都市再生｣政策のように､自治体

が決めた都市計画に国が介入するとき､団体の志向によって国と協働する比率が異なり､国の

方針に批判的な大多数の市民活動団体は参加 ･参画の制度から外されている現状は大きな問題

であろう｡

3-4 参加 ･参画の形態

最後に､市民参加の形態に注目し､公的サービスの供給 (共同事業や委託事業などの実施)

と政策形成過程-の関与 (勉強会 ･審議会など-の出席)のどちらに重点が置かれているかを

簡単に確認しよう｡2000年代に入って行政が公的サービスを民間に委託する傾向が広まってい

るが､行政は市民活動団体の役割を公的サービスの供給に限定して政策決定過程から弾きだそ

うとしているのか､それとも市民活動団体を地域ガバナンスの担い手と見なして政策決定､公

的サービス供給の両面での協働を図っているのだろうか｡

表14- 11 共同事業 ･委託事業および勉強会 ･審議会への参加の比率 (結成年別)

荏) 数値は実



4 結論

本論の分析の出発点は､国が主導する｢都市再生｣政策に対して圧倒的な批判がありながら､

なぜ政府と市民の対立が顕在化しないのかという素朴な問いであったO結成時期で分けた場合､

2002年以降の ｢都市再生｣政策下に結成された都市関連の団体は､それ以前に設立された団体

に比べて､都心重点型､経済優先､規制緩和という ｢都市再生｣に深く関わる価値を支持する

傾向にあることが分かった｡しかし､全体として見たとき､｢都市再生｣的な考え方を支持する

団体は少数派である｡

市民活動団体と行政との関わり方を検討する中で見えてきたのは､市民参加の制度が果たす

役割と参加 ･参画する団体の偏りである｡要望書の提出や街頭行動など積極的な抗議行動を通

じて意見を表明している市民活動団体ほど､審議会や行政からのインタビュー､共同事業など

に関わっていた｡団体の意向を行政側に伝える様々な機会をもつことで､時には行政の方針と

対立しながらも､その対立は激化しない水準にとどまっている｡ただし､市民参加 ･参画が抗

議行動に取ってかわったわけではなく､市民参加制度が有効でないと判断されれば､市民活動

団体と行政との対立が再燃する可能性も残されている｡

市民参加や市民と行政とのパー トナーシップは今や全国的に普及しており､特に市区町村レ

ベルではほぼ定着した｡しかし､どのような団体が行政過程に参加 ･参画しているのかは､行

政のレベルによって異なっていた｡市区町村レベルでは都市開発に対する考え方に関わらず多

くの団体が参加する傾向にあったが､都県､省庁 ･政府のレベルにおいては行政の都市開発方

針に近い考えをもつ団体が相対的に参加する比率が高くなっている｡審議会-の出席や共同事

業によって都市計画 ･政策が完全に決まるわけではないが､行政の意向に近い団体が選ばれて

いるように見える状況は市民参加 ･参画制度-の信頼を損なう｡制度の公平性 ･透明性を保つ

ためには参加する団体の偏りをなくすか､選別の基準を明確にすることが必要だろう｡
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11980年代に住民運動が減ったというイメージに対して､むしろ運動の数は増えていることが
片桐 (1997)､町村 (1987)によって指摘されている0

2 ｢都市再生｣政策をめぐる議論については 『都市問題』(第 93巻第 3号)､『都市問題研究』
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(第 54巻第6号)､『地域開発 』(448号､462号､492号)の特集を参照のことOまた､実務

系の雑誌では､2001年に 『建設業界』(第 50巻第2号)､『財界』(第 49巻第20号)『港湾』

(第 78巻第 10号)､『鉄鋼界』(第 51巻第 10号および第 11号)などでいち早く政府の取り

組みが紹介されている｡

3 個別の ｢都市再生｣事業については､千代田区丸の内ビルディング (三菱地所)の保全を求

める運動や､港区虎の門 ･六本木地区の再開発 (森ビル)-の反対運動などが起きており､ま

た､｢都市再生｣事業以外でも高層マンション-の反対運動は各地で頻発している｡

4 企業の活動の一環として結成された団体は､2002年以降に結成された団体の 16.2%を占め､

全体の6.2%に比べてかなり高い｡
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第 15 幸 市民社会組織の活動アリーナ

一一その構造と動態一一

町村 敬志

社会運動/市民活動を取 り巻 く状況は 1990年代以降大きく変化をした｡冷戦終結

以降､経済的グローバ リゼーション､新自由主義など国境を越える動きが日本国内

の政治 ･経済 ･社会を翻弄する｡規制緩和が進み､政府に代わって企業や市民社会

の各種アクターの果たす役割が拡大するなか､特定非営利活動促進法が制定され

(1998年)､NPO法人の数は増加の-一途をたどった｡他方で､国 ･自治体の ｢構造

改革｣は格差や排除などの問題を引き起こし､また市民セクターの ｢動員｣という

事態を招いたとされる｡はたして､｢自発性の動員｣か､それとも市民社会の拡大か｡

一連の変化は社会運動/市民活動の団体構成にどのような影響を与えているのか｡

この章では､社会運動/市民活動団体が自らの目標達成と利害追求をめざして他

の団体 ･組織 との問で多様な関係を取 り結ぶ舞台を､市民社会組織の活動アリーナ

と呼ぶ｡こうした活動アリーナの構造について､従来､印象的に語 られることはあ

っても､実際のデータに基づいて語られることはほとんどなかった｡以下では､調

査の結果を利用 しながら､第 1 に､社会運動/市民活動の団体が他の社会運動/市

民活動の団体 との間でどのような関係を取 り結んでいるのか､第 2 に､行政や企業

など他の領域の団体 ･組織とどのような関係を取 り結んでいるのか､検討する｡

1 変化する時代背景一一グローバリゼーションと新 自由主義の台頭

1990年代以降の変化を考える場合､見落としてな らないのは､ローカル､ナショ

ナル､グローバルという異なる水準の出来事が相互に連関しあいながら､私たちの

日常生活の背景を形作るようになってきたという事実である｡日本の市民社会セク

ターもその例外ではない｡本調査では､冷戦終結以降の 7 つの出来事について､ 自

らの団体の活動にどのような影響を及ぼしたと感 じているかを尋ねた｡

図15-1 ｢近年の出来事が団体に及ぼした影響｣.=関する評価点(-3-+3)(n=931)

0% 20% 40% 60% 80% 1OO牝

冷戦終結･ソ連軸壊

経済的グローバリゼーション

NPO法の制定

治安強化のための法整備

小泉内閣の｢構造改革｣路線

石原都政の登場

指定管理者制度の導入
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回答は､もっとも ｢悪い影響｣を -3､もっとも ｢良い影響｣を 3とする7点尺

度による｡団体結成前に起きた出来事については ｢その後の影響｣として答えてい

ただいた｡回答結果を図 15-1に示 した｡

総 じて ｢0点｣が半数以上を占める中で ､｢NPO 法の制定｣からはプラスの影響

を受けた団体が､また ｢小泉内閣の ｢構造改革｣路線｣からはマイナスの影響を受

けた団体が､それぞれ約半数近 くという比較的高い割合を占めた｡これ ら一国レベ

ルの出来事に続 き､ローカル ･レベルの出来事である ｢石原都政の登場｣､グローバ

ル ･レベルの出来事である ｢経済的グローバ リゼーション｣がいずれもマイナスの

影響面で高い割合を示す｡

では､この影響の評価点は団体の特徴 とどう関係 しているか｡出来事の多 くが

1990年代以降のものであること考えれば､団体の結成時期 との関係をまず問う必要

がある (図 15-2)｡最近結成の団体ほど､ どの項 目でも平均点が高い｡そのなかで

特に目をひ くのが､｢NPO 法の制定｣｢小泉内閣の ｢構造改革｣路線 ｣｢石原都政の

登場｣の影響評価に関 して ､1990年代前半以前に結成された団体 とその後に結成さ

れた団体の間では､明確な差がみ られることである｡｢改革｣登場以前か ら存在する

団体にとって､新自由主義的 ｢改革｣が総 じてマイナスの影響を及ぼ したと受け止

め られたことが､ここからわかる｡

図 15-2 r近 年 の 出来事 ｣の 乾 季 にBElする評価

全
体
二
〇
〇
三

～
〇
六

年

一
九

九

九

～
〇
二
年

一
九
九

五
～

九

八
年

一
九
九

〇
～
九
四
年

一
九
八

〇
年
代

一
九
七

〇
年
代
以
前

2

5

1

5

05
1

5

2

1
.

O

0

l

1

-

一一 F

一一 一冷 戦 終 結

･ソ連 崩】 壌

1-警讐㌘~′く
りー N｡ ｡法 の 制 定

-■>･一治安強化のため の

法 整備サ ー墓 室 窓 ｢柵 遣l LA 羊 ｣FV叶

わ ー石原都政の-→ - 指 定管 理 者 制度 の萱

導入図 15-



影響の差異は､図 15-3にあるように ｢団体の性格 (自己定義 )｣ とも深 く関係 し

ている｡結成時期の概 して古い ｢社会運動団体｣では､全般的にどの項 目でもマイ

ナスの影響評価が大きい｡また NGO や ｢市民社会組織｣にも否定的な評価が概 し

て多い｡これに対 して ､｢NPO｣と自己定義する団体では ､｢NPO法の制定｣が飛び

抜けてプラスに評価されている｡ しか しこのほかは平均で 0に近 く､影響の存在が

意識されていないか､あるいは明確な回答を避ける傾向がうかがわれる｡

ここから､市民活動団体､とりわけ NPOにおける ｢政治的保守化｣や ｢新自由

主義-の適応｣という傾向を指摘することは､それほど難 しいことではない｡だが､

これだけではあまりに印象論に過 ぎる｡なぜな ら､否定的影響を感 じる団体 とそう

した意識をもたない団体の中間には､｢市民活動団体｣や ｢NGO｣など多様な団体

がさらに分厚 く存在 してお り､新 自由主義の影響もまたこれ ら団体の性格ごとに､

また活動領域 ごとに､異なる形をとっていると考えられるか らである｡そこで､次

に､社会運動/市民セクターの構成 じたいを取 り上げながら､さらに検討を深めて

い くことに しよう｡

2 市民社会セクターの内部構造一一活動分野 (インダス トリー)からの視点

2-1 活動分野 (インダス トリー)の構造分析

社会運動/市民活動が取 り組むテ-マ領域は実際にはきわめて多岐にわたる｡個

別の組織は､活動のスケールこそ違え､それぞれ独自の目標 と利害をもつ｡しか し､

現実に既存の社会に何 らかの変化を起こそうとするとき､個別の組織だけでは壁に

ぶつかることが少な くない｡メディアの注 目を集め幅広い人びとの支持を得て活動

の正統性を確立するためにも､また､制度化された政策領域を前に､政府や企業､

各種団体など-の影響力を行使するためにも､類似のテーマを掲げる組織/団体が

ゆるやかな形でつなが り､その活動領域の存在 自体を社会的に認知させることに一

定の利得が生ずるようになる｡ちょうど経済活動の世界に生産物の種類に応 じて｢業

界｣があるように､社会運動/市民活動の世界にも活動テーマ領域 ごとの ｢業界

(socialmovement)industries｣がある｡こうした観点に立てば､市民社会セクター

全体は複数の ｢業界｣からなる集合体 としてみることもできる｡

本調査でも､活動分野をあらかじめ 84の細分類に分け､それぞれについて活動 し

ているかどうかを尋ねた｡またあわせて､細分類を束ねた 16の大分類 ごとに､｢結

成時にもっとも重視 していた分野｣と｢現在もっとも重視 している分野｣を尋ねた｡

これ ら設問を組み合わせてい くことによ り､社会運動/市民活動の各 ｢業界｣がど

のような団体によって構成されているかを､明 らかにすることができる｡

表 15-1をみてみよう｡活動分野全体をここでは 18(調査結果を踏 まえ 2つの

大分類を分割 し､当初の 16を 18とした)に分けている｡各団体は､｢現在もっとも

重視 している分野｣をもつ一方で､実際にはそれを含む複数の分野にまたがって活

動 していることが多いoここから､個別の団体 を介 した活動空間のクロスオーバー

という現実が浮かび上がっている｡たとえば､｢環境問題｣分野に取 り組む団体は､

合計 414のうち､同分野を ｢最重視する｣団体が約半数を占める｡これに対 して､
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｢職業 ･労働 ･雇用｣分野の場合 ､ 同分野を ｢最重視する｣団体は 13%に止まり､

他の幅広い分野の団体が同分野の活動を担 っていることがわかる｡

このように､社会運動/市民活動の各活動分野 (｢業界 ｣)には､いわばコアにな

る当該分野の ｢最重視層｣と､他の領域を主分野としながらも活動に参加する ｢周

辺層｣が存在する｡活動分野全体の存在感は 2つの層を含めた全体の規模によって

左右される｡ しかし､各活動分野の直接的な影響力とその内容は､おそ らくコアと

なる ｢最重視層｣の規模 と特性によってと りわけ左右されるだろう｡ したがって､

新自由主義的動き-の対応を検討する場合にも､各活動分野のこうした構造を念頭

におかなければならない｡

表 15-1 活動分野闇のクロスオーバー :各活動分野で実際に活動 している団体

が現在最も重視する分野 とは

各分野で実際に活動する団体のコア活動分野の比率-その団休が現在量も重視する活動分野別比率-(横方向合計
100%

)活動分野(18*#) 士也 ま 職 王I 人 文 消 I書 ジ 教 匡】 戟
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図 15-4

社会運動/市民活動

における活動分野の

クロスオーバー

他の活動分野2-2 新 自由主義のまだらなインパク ト一一各活動分野の ｢コア

｣と ｢周辺｣図 15-4は､以上を簡単な模式図として示 したものである｡これ

にもとづき､各活動分野を構成する団体群を ｢最重視層｣と ｢周辺層｣とに分けた

上で､それぞれが､新自由主義の影響をどのように評価 しているかを検討すること

にした｡選び出した設問は､図 15-1において回答にばらつきの大きいことが明

らかとなった｢小泉内閣の ｢構造改革｣路線｣が団体に与えた影響についてである ｡

18の各活動分野について ｢最重視｣団体と ｢周辺的｣団体 とが､それぞれどのよ

うな回答を行ったのかを､一覧表としてまとめたのが､表 15-2と表 15

-3である｡両方の表において､各活動分野ともおおむね ､｢0｣点のところにピ

ークがきている｡しかしながら､｢最重視層｣の場合には､｢職業 ･労働 ･雇用 ｣｢消費者

｣｢戦争 ･平和｣｢自立支援 ｣｢政治｣の各活動分野の団体において､また ｢周辺

層｣の場合には､｢人権擁護 ｣｢ジェンダー ･セクシュアリテ ィ｣｢戦争 ･平和 ｣｢政

治｣の各活動領域の団体において､それぞれ ｢- 3｣点にピークがきている(濃い網掛

けの部分)｡さらに､｢最重視層｣の場合の ｢環境問題 ｣｢人権擁護 ｣｢文化 ･芸術 ･スポ

ーツ｣｢ジェンダー ･セクシュアリテ ィ｣ ｢教育 ｣ ｢福祉サービス｣の各活動分野

の団体において､また ｢周辺層｣の場合の残 りすべての活動分野の団体において ､｢

0｣点についで ｢- 3 ｣点が第 2 位の比率を占めている (淡い網掛けの部分)｡この

ことは前者の各活動分野には､｢小泉内閣の ｢構造改革｣路線｣に対する ｢否定｣派

が多いことを意味する｡また後者の各活動分野では､同じく申立的な立場と否定的

な立場が共存していること

を意味する｡以上を踏まえ､これら二つの表の結果をひとつにまとめ､｢小泉内閣の

｢構造改革 ｣路線｣に対する評価 という観点から､社会運動/市民活動の各活動分

野を分類 したのが､表 15-4である｡全体は ､1 )最重視層は小泉 ｢構造改革｣に

肯定的だが､周辺層で意見が割れている ｢コア肯定 ･周辺分極｣型､ 2) 最重視層

､周辺層 ともに意見が割れている ｢全体分極型｣ ､3)意見が割れている最重視層を

､否定的な周辺層が囲む ｢コア分極 ･周辺否定｣型､ 4)最重視層は否定的だが､

周辺層では意見が割れている ｢コア否定 ･周辺分極｣型､そ して 5) 最重視層､周

辺層 ともに否定的な ｢全体否定｣型の 5類型に

分けられる｡これ らの結果は非常に興味深い｡たとえば､｢災害救援 ･地域安全 ｣ ｢市民活動支



表15-2 ｢小泉｢構造改革｣路線｣が団体に及ぼした影響の評価･･各分野の｢最重視｣団体

活動分野(18分類) ｢小泉内閣の｢構造改革｣路線｣の影響評価 (-3-+3)(% ) 団体数_3 つ~L -1 0 1

2 3 合計地域活性化 7.69 15.38 3.85 61.54 7.69 0.
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表 15-4 各活動分野 (活動インダス トリー)はどのような団体によって構成さ

れているか

｢小 泉 構造 改 革 ｣評価からみた内部構造 活動分野(18分類) 当該分野の｢最重視 層｣ 当該 分野の｢周辺層｣ ｢最 重 視層｣に対する ｢周 辺層｣の｢小泉構造改革｣の影響評価 ｢小泉構造改革｣の影響評価分布タ 平均 該当団 分 布 タ

平均 該 当団体数類 イブ (-3-+3) 体数 イブ (-3一十3) 体数比
折

ij=三=:= ''iJ;=≡

=三: ;‥三二二一【益:三二;:≡:;:…二;穣報 棲

市阜 草野茸 溝 津軽:……… ;_=≒棲 斬童… 丑審打

J:I..

ま ≒打 塞;鰍 妻i妻壬

丑当婚≡≡≡≡≡

全体分権型 教育 分権型 -0.73 56 分 極型 -0.7 2

286 5.1倍文化.芸術.スポーツ 分権型 -0.44 34

分極型 -0.7 6 167 4.9倍福祉サービス

分極型 -0.83 127 分 極型 -0 .8 8 199 1.6倍環境問題 分権型
-0.51 190 分 極型 -0. 6 0 205 1.1倍;=■=J=;;立

≡◆::≡ i 蘭 躯帝王≡≡≡ 草蛸巌

撃賓 萎妻 煎‡≡

孔三時三…j≡膏紬折コア否定周辺分極
壁 職業,労 働.雇用 否定型 -1.29 24 分権型

-0,79 155 6.5倍消費者 否定型 -1.37 19 分極型 -0.8
5 115 6.1倍自立支援 否定型 -1.39 79 分極型 -0.90 158 2倍

ニ≡三三~∴~二速;.==~=;;;; t= 麦衰 套一結 白

*# a
日注 :｢最 重視｣ ｢周 辺｣は 各団体からみた ｢位置づけ｣であって､当該の活動分野における｢中心｣

｢周辺｣を 必ずしも意味しないことに注意を要する｡援｣ ｢地域活

性化｣ ｢まちづ くり｣といった活動分野は､一方で阪神 ･淡路大震災以降におけ

るボランティア活発化や地域コミュニティ再生の流れのなかで､また他方では ｢国民保護

法｣(2094 年 )や地域犯罪予防など治安維持強化の流れのなかで､地域動員

型の活動をめ くり､もっとも評価の分かれる活動領域であった｡この分野で活動するコア層において､｢構造改革｣路線が肯定的に受け止めら

れていることは予想の範囲内と言えるが､周辺層にまで担い手層 を広げると､必ず しも

一枚岩ではないという状況が浮き彫 りになる｡労働条件の規制緩和や不況の影響が直撃 している ｢職業 ･労働 ･雇用｣の



3 市民活動団体の活動アリーナ一一1組織連関の視点から

つぎに､社会運動/市民活動の外にある組織 との連関という視点か ら､活動ア リ

ーナの成 り立ちを検討 してみよう｡市民活動団体による活動の圏域はどのように構

成されているのだろうか｡また､そこでは､多様な機関 ･組織を対象にどのような

関係が展開 しているのか｡本調査では､各団体に対 して､政府 ･行政機関､企業､

政治家 ･政治団体 ･議員等など 7 つの機関 ･組織 との間で､過去 3年の間に計 1()

種類の ｢関わ り方｣の経験があるかどうかを尋ねた (問 25)｡

結果は表 15-5にあるように､計 70の組み合わせのうち､｢市区町村｣の ｢主

催イベン トに参加 した｣の 39.8%を筆頭に､30%台の団体が経験 した項 目が計 3個

(他に ｢市区町村｣の ｢勉強会 ･審議会に参加 した ｣37.2%､｢マスコミ ･出版社｣

から ｢意見聴取やインタビュー､執筆依頼を受けた ｣33.10/.)､20%台が計 10個あ

った｡ただ し､この数字は全体の単純平均に過 ぎない｡

実際には､図 15-5にもあるように､｢活動の主な地域｣ごとに団体のタイプは

大きく異なっている｡たとえば ｢海外中心｣では ｢NGO｣が圧倒的多数を占め､ロ

ーカルになるほど ｢市民活動団体｣と ｢NPO｣の割合が大きくなる｡また ｢社会運

動団体｣は ｢国内全域｣で相対的に大きな位置を占める｡したがって､こうした活

動の舞台に応 じて､市民活動団体 と機関 ･組織 との ｢関わ り方｣にはさまざまなヴ

ァリエーションが生まれている｡

表15-5 政府･行政機関･企業等との過去 3年間の関係一一｢ある｣と答えた団休比率(%)

(n=931､15%以上の団体が｢ある｣と答えた項目について斜字体で表記)

関係対象の 左記機関に対して 左記機関か

ら参 主加 催 TT 醇 ;断 片 i壇 三 偶 語 苛 困 8筑 穐 8諒 苛茄 -JSや紬 華 罫しイ 嚇 罫 聾 撮 聾替

3 若 き 汁蓋 菰 rT:知 き聾た ベ 富蝉 付 せ湘 渦 鹿 潮!｢ ● 榔 料 蘇 . 汁蒋並 8 冊 L'轟 付 ;ン ｢ ● 長 峯 Rt+ ･ 丑 蘇 穐 一 声
池 L,qト 沖 麻 轟 ㊦ '汁 抽 轟 ㊦ 樽 鵜 盛 .

辛 耳 .㊦ こi一丁機関 .組織 に 臥 ｢ 蜘 知 ｢ 三 号 耳 雄 小藩 代t洋撃ヽ 汁 寄蛤 汁 芦料 地 汁 監 ヒ 付 紐 冊 立

灼 T=iヾ {市区町村 39.8 37,2 22.6 28.7 10.8 22.

1 27.5 29.4 14.7 4.0那 .県 21.9 22.♂ 112.O i21.

3 8.3 12.1 9.5 21.2 9.∩ 2.1中央省庁.政府 ll.6 14.3 6.3 21.6 10.3 6.6 2.4 13.9 7.4 2.3

企業 6.8 6.8 7.6 6.0 3.0 16.0 7.8 7.7 6.0

0.5国際機関 .外国政府 6.1 4.5 1.7 毒6.4l 2.5 1.5 0.4
5.0



図 15-5 r活動 の主 な地域 ｣別 にみたr団体 の性格 (自己定 義 ) ｣構 成 比 (帆 )
0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(∩=914)

海外 中心(n=26)

国内と海外(n = 1 1 2 )

国内全域(n = 15 3)
複数の都道府県の区域程度(∩= 1 1 7 )

ひとつの都道府県の区域程度(n = 125)

近憐市区町村の区域程度(n = 1 6 7 )

ひとつの市区町村の区域内(∩ - 21 3 )

■社会運動団体 EEINPO 田 NGO 口市民活動団体 四ボランティア団体 E27サークル E5その他 i

_｣アリーナ水準ごとに各団体はどのような ｢関わ り方

｣を示 しているのだろうか｡図 1 ト5 の計 7つのグラフは､｢団体の性格 (自己定義 )

｣分類のうちの主要な 5類型である ｢社会運動団体 ｣｢NPO｣｢NGO｣｢市民活動団

体｣｢ボランティア団体｣について､各 ｢関わ り方｣への関与率を対象機関

ごとに図示 したものである｡たとえば ｢市区町村｣との関わ り方をみると､｢市民活

動団体｣と ｢NPO｣がともに高い関与率を示す｡ただ し ｢NPO｣が､｢共同事業

･委託業務の実施｣など､もっぱら｢協働｣的な側面の関わ りに限定されているのに対 し

､｢市民活動団体｣は ｢要望書 ･意見書を提出｣などの面でも高い関与率を示す｡これ

に対 し､｢都 ･県｣や ｢中央省庁 ･政府｣になると ､｢NPO｣｢市民活動団体｣ の関与の

度合いは大きく低下する｡｢社会運動団体｣は対象のいかんに関係な く､｢要望書

･意見書の提出 ｣ ｢直接行動や街頭行動｣などの直接行動の面で一貫 してアクテ

ィブな特徴を見せる｡また､政党 ･政治団体

･議員とのつなが りも深い｡｢海外｣に活動の中心がある ｢NGO｣は､｢国際機

関 ･外国政府｣と各方面にわたって幅広い関わ りがあるのに加え､｢企業｣からの ｢資金援

助｣ ｢場所提供 ｣ ｢イベン ト参加｣ ｢勉強会 ･審議会参加 ｣ ｢意見聴取｣等､｢マ

スコミ ･出版社｣からの ｢意見聴取｣等でも

分厚い関わ りを見せている｡類型ごとの団体数には大きな差があるため､関与率

の高さがそのまま当該の ｢関わ り方｣の内部における各団体の多寡を表すわけでは

ない｡ しかし､スケール別に構成された､各機関 ･組織と市民活動団体が織 り成す 活動アリーナの隠れた

構造を教えて



図 15-6 ｢関わ り方｣の対象 ･形態別にみた政府 ･行政機関 ･企業等との関与率 (% )

十 主要な ｢団体の性格 (自己定義 )｣別-

⊥_型狸画
市 区町村からの活動･事業資金の助成

市区 町 村 からの干渉や制約

市 区町村 に対する直接交渉 や 街頭 行動

市区町村に対して要望書･意見書を提出

市区町村の勉強会･審議会にメンバーが出席

市区町村からの活動の場所､機材の提供･貸
与

市区町村との共同事業･委託業務の実施

市区町村主催のイベントに参加

区町村からの意見聴取やインタビュー､執
筆依頼

市区町村からの必要な情報の提供

互二重こ画
都 ･県からの活動 ･事業資金の助成

都 ･県からの干渉や制約

都 ･県に対する直接 交渉や街頭行動

都 ･県に対して要望書 ･意 見書を提出

都 ･県の勉強会 ･審議会にメンバーが出帝

都 ･塀

十 社会運動団体(78) 十 NPO(36 7)

と3 中 央省 庁 ･政府

= ボランティアEf l体 (7 2)

都･県からの活動の場所､機材の提供･貸与
都 ･県との共同事業 ･委託業務などの実施

都 ･県主催のイベントに参加

･県からの意見聴取やインタビュー､執

筆依頼

市民活動団体(218) Ⅹ ボランティア団体(7軍)

中央省庁･政府からの活動 ･事業資金の助成

中央省庁･政府からの干渉や制約

中央省庁･政府に対する直接交渉や街頭行動

中央省庁･政府に対して要望書･意見書を提出

中央省庁･政府の勉強会.審議会にメンバ
が出席

中央省庁･政府からの活動の場所､機材の提
供･貸与

中央省庁･政府との共同事業･委託業務など
の実施

中央省庁･政府主催のイベントに参加

央省庁t政府からの意見聴取やインタ
ビュー､執筆依頼

中央省庁･政府からの必要な情報の提供

= NPO(36 7)

企業からの活動.事業資金の助成

享三三千:i;

企業からの必要な情報の提供

Ⅹ ボランティア団体(72)

Lらの活動の場所､機材の提供.貸与

企業との共同事業･委託業務などの実施

企業主催のイベントに参加

-一〇 ･････一社阜 運動団体 (78) 一一二二世 竺しこ± 二型Gl (19 _)i 些 } 市民活動団 埜 !2LB)二 草二二7rijラーとティア団体 (72)
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図 15-6 ｢関わ り方｣の対象 ･形態別にみた政府 ･行政機関 ･企業等との関与率

(% )(続き)

r; Ld際機 甲二年些些 叶

EEl際機関･外国政府からの活動･事業資金の
助成

国際機関･外国政府からの干渉や制約

国際機関･外国政府に対する直接交渉や街頭
行動

国際機関･外国政府に対して要望書･意見書を
提出

国際機関.外国政府の勉強会 .審議会
バーが出席

国際機関.外国政府からの活動の場所､機材
の提供 ･貸与

国際機関.外国政府との共同事業･委託業務
などの実施

国際機関･外国政府主催のイベントに参加

際機関･外国政府からの意見聴取やインタ

ビュー､執筆依頼

からの必要な情報の

一 〇一 社会運動団体(78) - NPO(36 7)+ NC O (79) - X- 市民活動団体 (218) 一一※- 7rl5ンティア団体 (7万1

6マスコミ･出版社
マスコミ･出版社からの活動･事業資金の助成

マスコミ.出版社からの干渉や制約

マスコミ･出版社に対する直接交渉や街頭行
動

マスコミ･出版社に対して要望書 ･意見書を提
出

マスコミ･出版社の勉強会 ･零議会にメンバ
が出席

マスコミ･出版社からの活動の場所､機材の提
供･貸与

マスコミ･出版社との共同事業･委託業務など
の実施

マスコミ･出版社主催のイベントに参加

スコミ･出版社からの意見聴取やインタ
ビュー､執筆依頼

マスコミd出版社からの必要な情報の提供

十 社会運動団体(78)十 NPO(367)十 NGO(79) --Xl一市民活動団体 (218)

7政党 .政 治 Egl体 .議 員
政党･政治団体 ･議員からの活動･事業資金の

助成

政党･政治団体 ･議員からの干渉や制約

政党･政治団体 ･護良に対する直接交渉や街
頭行動

政党･政治団体･議員に対して貫塁審･意見書
を提出

政党･政治団体･議員の勉強会.春話会
バーが出席

政党･政治団体･議員からの活動の場所､樽
材の提供･貸与

政党･政治団体･議員との共同事業･委託業務
などの実施

政党･政治団体 .議員主催のイベントに参加

党･政治団体.議員からの意見聴取やインタ

ビュー､執筆依頼

政党･政治団体･議員からの必要な情報の提

岬 NPO(36 7) 十 NG O (79) H X･･市民活動団体 (218) ≠ ボランティア団体(72 jJ

注)凡例中の ｢団体の性格 (自己定義 )｣別の団体数 (括弧内)は 問 25前半への回答者数.

4 <構造と権力>の関係変容 と市民社会組織の新 しい役割

以上､おもな結果を概観 してきた｡ここまでの結果を要約するな らば､市民活動

団体が関わる活動の重層的なア リーナに関 して､図 11-6のような模式図を仮説

的に描 き出すことができる｡異なるレベルごとに､特徴的な市民活動団体 と諸機関 ･

組織との間には､支援､協力､協働､助言､提言､異議申し立てなど多様な関わ り

方が展開 している｡それ らの具体的な内容については事例分析も含め今後さらに深

めてい くことにしたい｡
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新自由主義やグローバ リゼーション､各種の ｢改革｣の動きとは､こうしたア リ

ーナ内部でそれを統制する力として展開するだけでな く､決定のアリーナ相互の関

係､アリーナ全体の構成を､市場中心主義的な論理の下で再編させてい く力として

作用している｡こうした決定のアリーナとは､始めから ｢ある｣のではな く､それ

自体絶えず ｢構築されてい く｣対象だということを忘れないようにしたい｡重要な

ことは､この再構築されつつあるアリーナとそこにおける関わ り方の構造を､市民

の立場から民主的にコン トロール していく基盤をいかに用意できるかという点にあ

る｡広義の市民活動団体はそこで中心的な役割を担ってい くことができる｡

本章で見たように､市民活動団体 とは言っても､団体によ りその性格には大きな

差がある｡また活動分野ごとに政治的立場や組織文化が大きく異なっている｡本報

告書の各所で明らかにされる団体の分化とは､変化する社会的政治的背景に対する

市民セクター側の ｢創造的な適応｣なのか､｢抵抗｣なのか､それとも ｢変質｣や ｢後

退｣なのか｡この点に関 して､事実に基づ く冷静な分析はぜひとも欠かせない｡ し

か し大切なのは､一つひとつの団体の変化を問題 とするだけでな く､多様な市民活

動団体の世界内部における分業や補完､協業､対抗の形態がいかにその豊かさを増

しているかを確認することである｡不定形で遍在する権力に対 して一枚岩では抗す

ることはできない｡さらに引き続 き､変化の中におかれた市民活動団体の動態につ

いて分析を深めていきたい｡

企
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第 16章 社会運動とグローバリゼーション

村瀬 博志

1 問題設定

社会運動とグローバル,化 (トランスナショナル,化)という論点は､近年の社会運動研究にお

いてもっとも盛んなテーマのひとつである (Smi thetal.eds.1997;K eckandSikkink1998;della

Portaetal･eds･1999;Guidryetal.eds･2000;Khagrametal･eds･2002;SmithandJolmstoneds.2002;

dellaPortaandTar roweds.2005;Tarrow2005;dellaPortaetal.2006;dellaPortaed.2007)0 1999年の

｢シアトル暴動｣以降､国際的なテーマを取り上げ､超国家的なアクターと対決する運動に社

会運動研究者は注目し､それらを ｢グローバルな社会運動｣と呼ぶことになった｡

だが､こうした一国内に留まらない運動は 20世紀末に突如として生じたわけではないOメア

リー ･カル ド-が指摘しているように ､20世紀以前においても､反奴隷制運動や労働運動など

の国際的な運動は存在していた (K aldor2003-2007:118-23)oそれでは､なぜ近年になって ｢グ

ローバルな社会運動｣がこれほど注目を集めるようになったのかOその理由として､次の二点

が考えられる｡

第-の理由はグローバルな運動の増殖､および､その定着という運動の現状に関連する｡

DonatelladellaPortaらが示しているように､グローバルな運動イベントは 1990年代と比べると

2000年代に入って大きく増加した (dellaPortaed.2007:41)Oこうした運動イベントの一例であ

り､サミットと並行して実施される ｢カウンター ･サミット｣という運動の手法が一般化した

ことも､グローバルな運動の増加に寄与しているだろうOまた､グローバルな運動イベントの

増加だけではなく､これらの運動を目撃する側の認知的な変化にも注目する必要がある｡たと

えば､多様な人種の人びとが集い､さまざまな旗や職が掲げられたデモ行進の光景は､多くの

人びとにとって､もはや既知の風景になったといえるだろう｡つまり､グローバルな運動イベ

ントが抗議活動の手段として普及し､こうした運動の光景が様々な媒体を通じて広く伝えられ

ることによって､グローバルな運動に対する関心が醸成されたといえる｡

そして､第二の理由は社会運動研究の理論的な展開に関係している｡周知のように ､1960年

代の ｢運動の季節｣を経て､欧米の社会運動研究では 1970年代中頃から ｢新しい社会運動｣論

と資源動員論という二つの理論枠組みが生み出された (ZaldandMcCarthy1987;0ffe1985)｡だ

が､欧州では ｢新しい社会運動｣とされた運動が 1970年代後半以降に停滞することになり､さ

らに右派的な運動が台頭するという状況のなかで､｢新しい社会運動｣論という枠組みの有効性

が問われることになった (伊藤 1993)｡また､運動組織の資源動員に注目する資源動員論や､

資源動員論をベースとする政治過程論 (次節参照)に対しても､社会運動の文化的な側面を重

視する論者からこれらの理論が用いる概念の唆昧さを指摘されている (GoodwinandJasp ereds.

2004)｡さらには､政治過程論の主導的な論者自身によってもその理論的な問題点が提起されて

いる (McAdam etal12001)Oこうした結果､社会運動研究が依拠してきた理論的な枠組みが揺

らぐことになり､社会運動研究者は新たな理論モデル (運動モデル)を模索することになった｡

詳しくは次節で述べるが､このような理論動向を背景とし､グローバルな運動の増加という社

会運動の実状に牽引されるかたちで､｢グローバルな社会運動｣という概念が盛んに論じられる

ようになったといえる｡
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しかし､社会運動とグローバル化をテーマとする論考が多く発表される一方で､こうした議

論の論点は十分に整理されていない｡また､｢グローバルな社会運動｣と呼ばれる集合行為がど

のように編成されているのかを経験的に分析した研究は､まだ途上の段階にあるO

こうした問題関心に基づき､本稿では次の三つの課題に取り組む｡第-に､社会運動とグロ

ーバル化をテーマとする議論を参照し､先行研究において ｢グローバルな社会運動｣がどのよ

うに概念化されているのかを整理する｡ここではいくつかの議論を参照したうえで､｢グローバ

ルな社会運動｣という概念の定義を検討する｡第二に､｢グローバルな社会運動｣の所在を経験

的に検証したDavidStarkら (Stad･ketal.2006)の調査研究を参照し､『首都圏の市民活動団体に

関する調査』(以下､『市民活動団体調査』と表記)のデータを用いて､グローバルな市民社会

組織 (以下 ､CSOと表記)が首都圏にどれだけ存在しているのかを検討する｡第三に､グロー

バリゼーション研究一般でも論点となる ｢グローバル化とローカル化の関連｣を検討するため

に､上記の Starkらの議論を参照し､｢グローバルな社会運動｣における ｢ローカルな基盤｣を

検討する0

2 先行研究の整理- ｢グローバルな社会運動｣の定義

本節では､社会運動とグローバル化をテーマとする先行研究を参照し､｢グローバルな社会運

動｣がどのように概念化されているのかを検討する｡前節で指摘したように､｢グローバルな社

会運動｣という概念が活発に論じられる背景には､社会運動論の閉塞状況が関係している 01990

年代の社会運動研究では､資源動員論の分析視角を基礎としながらも､｢新しい社会運動｣論が

重視する運動の文化的 ･価値的要素にも注目した ｢政治過程論｣と呼ばれるアプローチが影響

力をもつようになった (McAdametaledS.1996)｡そして､運動の内的 ･外的環境を包括的に検

討するために､政治過程論は政治的機会やフレーミングなどの概念を提示し､その精教化を志

向してきた｡しかし､グローバルな運動の普及に代表される今日の運動状況は､このような社

会運動研究の展開に再考を迫っている｡上述のように､社会運動論を構成する ｢新しい社会運

動｣論 ･資源動員論 ･政治過程論は､それぞれその基本的な視角を問い直す状況に直面してい

るからである｡こうした文脈において､新たな理論モデル (運動モデル)を必要とする社会運

動研究者が､グローバルな運動という現象に着目するようになったと考えられる｡たとえば､

RobinCohenらは､｢古 い｣社会運動と ｢新しい｣社会運動という識別は多くの研究者が思って

いるほど顕著でもなければ説得的でもないとしたうえで､グローバリゼーションに対する抗議

と社会運動概念を接合する必要性を示唆している (CohenandRaieds.2000:7)｡同様の議論は

MichelWieviorkaも行っており､労働運動 ･階級運動との対比で提起された ｢新しい社会運動 ｣

という分析枠組みでは 1980年代以降の運動状況を考察できないとし､ Wleviorkaは ｢グローバ

ルな運動｣という視座を提起している ( Wieviorka2005)Oっまり､社会運動研究は､運動に及

ぼすグローバリゼーションの影響を考慮しながら､社会運動という概念を再構成する必要があ

ると考えられるO

では､こうした関心をもつ論者は､どのようにして ｢グローバルな社会運動｣という概念を

規定しているのだろうか｡先行研究をみていくなかで､｢グローバルな社会運動｣に関する定義

を検討していこう｡まず､比較的早い段階で社会運動とグローバル化 (トランスナショナル化)

について論じたJackieSmithの議論を取り上げる ｡Smithはグローバルな運動現象の考察におい

て､トランスナショナルな社会運動組織 (以下 ､TSMOsと表記)に注目する oSmithによると､

TSMOsとはニケ国以上で活動する社会運動組織 (SocialMovementOrganizations)のことであり､

それは主に人権､環境､女性の権利､平和､開発などのイシュー領域でみられる (Smith1997:42)O
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S血thはこれらのイシュー領域をトランスナショナルな社会運動インダス トリー (以下 ､TSMIs

と表記)という言葉で表現し ､TSMIsの規模が1970年代から1990年代にかけて増加している

ことを示している (Ibid1997:47)Oこのように ､Smithはグローバルな運動現象を人権や環境と

いった特定のイシューを扱う運動として捉えている｡また､社会運動組織や社会運動インダス

トリー (SocialMovementIndusbies)という用語系から推察できるように､Smithの議論のベー

スには資源動員論的な視角がある｡資源動員論 (および ｢新しい社会運動｣論)に対して､そ

れが ｢方法論的な一国主義｣を前提としていたという批判もなされているが (樋口･稲葉 2004:

190-1) ､Sm血 の議論はグローバル (トランスナショナル)な水準において資源動員論の分析枠

組みを再構成しようとする試みだと考えられる (Smith1997:5618)a

次にSmithの議論と同時期に発表され､社会運動とグローバル化をテーマとする研究で頻繁

に参照されるMargaretE.Keckらの議論を取り上げるoKeckらは国際政治の舞台で活動する運

動を トランスナショナルなアドボカシー ･ネットワーク (以下 ､TW と表記)と表現し､アド

ボカシー ･ネットワークを次のように定義している oKeckらによれば､アドボカシー ･ネット

ワークとは特定のイシュー領域に関与し､そのイシューに精通している行為者の間で生まれる

流動的で開かれた関係性のことである (K eckandSikkink1998:8)｡こうしたネットワークのト

ランスナショナルな形態が､TjN だと考えられるOこのように ､Keckらはグローバルな運動

現象を超国家的なネットワークの側面から捉えている｡また､上記の S血血 (1997)の議論を

参照し､KeckらはTANが人権､環蚤､女性の権利などのイシューに取り組む国際 NGOでみ

られるとも述べている (KeckandSikkink1998:10-2)o

S血血やK∝kらの議論では､グローバルな運動現象が生じる舞台として､人権や環境などの

特定のイシュー領域が想定されていたOこれに対して ､SidneyTarrowは社会運動をイシュー (運

動の目標)の観点から定義することを批判し､トランスナショナルな社会運動 (以下 ､TSMs

と表記)を次のように定義しているOつまり ､TSMsとは少なくともニケ国のメンバーをもつ

集団のことであり､その集団が属する以外の国家､国際的な制度､もしくは多国籍の経済的ア

クターにおける権利保持者 (powerholders)と持続的に対決的な相互行為を行っているものであ

る (Tarrow2001:ll)osmithや Keckらとは異なり､TarrowによるTSMsの定義には､特定のイ

シューという要素が含まれていない｡その代わりに､彼の議論では多国籍のメンバーという運

動組織の性質に加えて､自国以外の国家や国際制度といった運動の相 辛 (opponents)が取り上

げられているOこれは ､Tamwが､運動の発生や展開において運動の相手側の動向を重視する

政治過程論の立場にあることと関係していると考えられる｡

Tarrowと同様､dellaPortaもグローバルな運動現象の概念化において運動の相手に注目する.

dellaPortaはグローバルな社会運動 (以下 ､GSMsと表記)を､みずからの目標をグローバルな

ものと定め､ひとつ以上の国家もしくは国際的な政府組織に対して抗議活動などを計画する行

為者の トランスナショナルなネットワークと定義している(dellaPorta2007:6)Oただし ､屯rmw

とは異なり､dellaPortaの定義には目標 (cause)という運動の意味的 ･文化的要素が含まれて

いるoこれは ､dellaPortaがGSMsの経験的なアクターのことを ｢グローバルな正義の運動 ( The

GlobalJustic eMovement)｣と表現し､それは多様な組織の緩やかなネットワークから構成され

ると定義していることに関係しているといえるO｢グローバルな正義の運動｣というこの用語に

は ｢シアトル暴動｣以降の反 G8･反 WrO運動､もしくは世界社会フォーラムといった注目を

集める運動現象を参照して特定の運動モデルを立ち上げようとするdellaP.rtaの問題関心が込

められていると考えられるからである｡

本節では､社会運動とグローバ叫 ヒをテーマとする先行研究をいくつか取り上げ､それらが
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どのようにグローバルな運動現象を概念化しているのかをみてきた｡ここでの問題関心はいず

れの議論がもっとも適切かを問うことではなく､｢グローバルな社会運動｣という概念の構成要

素を包括的に問うことにある｡Smith ､Keckら､TaNOW ､dellaPortaの四つの議論を検討した結

果､｢グローバルな社会運動｣という概念には次の要素が含まれるといえる｡すなわち､それは

グローバルな活動領域､グローバルなイシュー領域､ トランスナショナルなネットワーク､運

動のグローバルな相手という四つの要素である0

3 首都圏における ｢グローバルな社会運動｣の所在

前節の議論をふまえたうえで､｢グローバルな社会運動｣の所在を検証した DavidStarkらの

調査研究 (Starketal.2006)を参照し､｢グローバルな社会運動｣が首都圏にどれだけ存在して

いるのかを検討しよう｡Starkらは-ンガリーの約 1000の市民団体に対して面接法による質問

紙調査を実施し､これらの団体がもつ七種類の外国との関係 (f oreignties)に注目して､ハンガ

リーのCSOの トランスナショナル化について考察している｡その関係とは､1)外国の非営利

団体や国際機関 (EU ､国連､世界銀行など)とのコミュニケーション ､2) 海外の団体から資

金の寄付を受けること､ 3) 海外の団体から金銭以外の資源 (情報やノウハウなど)を受ける

こと､4) ｢パー トナー｣と呼べる外国の団体の存在 ､5) 外国の団体との共同活動の実施､6)

意思決定において外国の団体の意見を考慮すること､7)外国の団体-の報告義務があること､

の七種類である (Starketal.2006:331)｡表 16-1は､ハンガリーの CSOにおける外国との関

係の所在を示したものであり､七種類の関係のいずれかひとつをもつ団体が半数以上となって

いる｡

では､Starkらが論じる外国との関係と､前節で述べた ｢グローバルな社会運動｣の四つの要

素とは､どのように対応しているのだろうか｡まず､グローバルな活動領域だが､外国との関

係をもつかどうかという点に注目する Starkらの議論において､これは ｢グローバルな社会運

動｣の前提条件として位置づけられている｡グローバルなイシュー領域については､次節でみ

る Starkらの多変量解析 (重回帰分析)の統制変数として､分析モデルのなかに取り入れられ

ているoグローバルなネットワークは､外国との関係を七種類に分類することによって ､Stark

らの議論で詳細に検討されている｡最後に､運動のグローバルな相手については､上記の1)

外国の非営利団体や国際機関とのコミュニケーションとして､部分的に扱われている｡

表16-1 ハンガリーのCS Oにおける外国との関係の種類 (N=1002)

｢パートナー｣と呼べる団体 あり 33.0

外国の団体や国際機関とのコミュニケーション あり 29.8

資金の寄付 あり 28.3

金銭以外の資源の援助 あり 25.9

共同活動の実施 あり 23.4

報告義務 あり 15.4

意見の考慮 あり 11.0
上記のいずれかひとつがある 54. 4

starketal.2006:333より作成

次に､表 16-1と正確に対応しているわけではないが､『市民活動団体調査』のデータを用

いて､首都圏の CSOにおける外国との関係を分析する｡『市民活動団体調査』のデータでは Stark
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らが述べる七種類の外国との関係のうち､ 1) - 3) に該当する設問があるOすなわち､ 1)

については ｢海外の団体との交流がある｣という設問が対応し ､ 2) は ｢過去三年間に､国際

機関 ･外国政府から資金の助成があった｣が相当し ､3) は ｢過去三年間に､国際機関 ･外国

政府から活動の場所や機材､情報の提供があった｣が対応する｡これらに加えて､ここでは ｢過

去三年間に､国際機関 ･外国政府と共同で活動した ｣ ｢過去三年間に､国際機関･外国政府に対

して抗議活動を行った｣という設問を取り上げる ｡Starkらの調査では､｢外国の団体や国際機

関とのコミュニケーションがあるかないか｣という設問であったが､ここでは海外の団体との

交流と､国際機関･外国政府との共同活動を別種のものとして考えるOまた､前述の Tarrowや

dellaPortaの議論では抗議活動 ･対決的な相互行為が ｢グローバルな社会運動｣の要素として

挙げられていたため､国際機関 ･外国政府に対する抗議活動の有無にも注目する｡さらに､海

外の支援者の有無についても取り上げるO表 1612は､首都圏の CSOにおける外国との関係

を示したものであり､六種類の外国との関係のうち､いずれかひとつをも つCSOは約三割であ

ったO

表16-2首都圏のCS Oにおける外国との関係 (N=914)

海外の団体との交流 あり

国際機関･外国政府からの資金助成 あり
国際機関･外国政府からの金銭以外の資源提供 ありl■■- ll---- I---■■-一一 1■b-- -一一J--■-I- -ll-----■→ →■■■-一一一一一一一■l】l■IIII一一一一一一一-■
国際機関･外 国政府との共同活動 あり
国際機関･外国政府に対する抗議活動 あり
海外の支援者 あり)---1ll■●l■■ ---------■一1- I-- ---- ---→■l■←●■- -----I--1-llrIIrI---ー--■●lll■■■1-------■
上記の いずれかひとつがある

23.4
1.5

._5_=3.
9.5
7.2

_L3_
29.8

それでは､どのような csoが外国との関係をもっているのだろうかO表 16-2のうち､｢海

外の団体との交流｣ ｢国際機関 ･外国政府との共同活動 ｣ ｢国際機関 ･外国政府に対する抗議活

動｣｢上記のいずれかひとつがある｣を取り上げよう(表 16-3参照)0csoの法人格をみると､

任意団体や NpO法人と比べて度数は少ないが､公益法人 .中間法人において外国との関係を

もつCSOが多く､その約七割が外国との関係のいずれかひとつをもっている｡自己定義では､

みずからのことを rNGO｣と定義する CSOにおいて外国との関係をもつものが多くみられ､

八割以上の ｢NGO｣が外国との関係のいずれかひとつをもっていたOただし､｢国際機関 ･外

国政府に対する抗議活動｣については､｢社会運動団体｣と自己定義する CSOの比率が一番高

くなっている｡所在地では東京都の CSOで外国との関係をもつものが多くなっており､予算規

模では5000万円以上のCSOにおいて外国との関係をもつものが多かったOこれらの結果をふ

まえると､東京都に所在し､予算規模が大きく､みずからを rNGO｣と自己定義する団体､い

わば ｢国際 NGO｣と呼ばれる CSOにおいて､外国との関係をもつものが多いといえる｡

4 rグローバルな社会運動｣における rローカルな基盤J

このように､StarkらはハンガリーのトランスナショナルなCSOを分析しているが､かれら

の問題関心は論文の題名のRootedtr an snadonalpolitics､いわば ｢グローバルな社会運動｣の ｢ロ

ーカルな基盤｣を検証することにあるOかれらによれば､国際 NGOを扱う先行研究では社会

運動のグローバル化 (トランスナショナル,佗)が一般参加者の参加を難しくし､専門化された

運動と草の根の人びとを隔てることになるといった指摘がある(MendelsonandGlenneds.2002)0

また､こうした懸念は国際 NGOの当事者自身によっても表明されている(藤岡ほか編 2006)0
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つまり､運動のグローバル化に基づく CSOの専門化がそのローカルな基盤を掘り崩すことにな

るのではないか､という問題が重要な論点となっている｡

表16-3 CSOの基本属性 ×外国との関係 (鶴)

驚 誹 誓 漂警漂 誤 認 冨讐 器 貰 いTohhL,た誓 つり ** 動あり **

法 任意団体(N=387) 24.0 7.5 10.1 30.2NPO 法人(N=429) 18.2 8.6 2.

6 23.3人 公益法人.中間法人 (N=53) 99i4 呈墨i

a 18過 旦9ia■格 営利法人.その他 (N=32) 25.0 1
8.8 12.5 43.8合計(N=90 1) 2

3.4 9.7 7.1 29.7自己定義 ｢社会運動団体 ｣(N=77)

39,0 11.7 呈ヱ遥 50.6rNPO｣(N=36

4) 15.9 6.0 1.9 19.8｢NGOJ

(N=79) 旦日 量旦2 26.6 旦皇道｢市民活動団体｣(
N=213) 18.3 5.6 6.6 23 .5合計(N=733) 24. 6 10. 1 8.6 31. 1

節 東京都(N=508) 旦1遥 出違 皇道 呈旦遵神奈川県くN=215) 14.9 2,8 5.6 19

.1荏 千葉県(N=77) 13.0 6.5 1.
3 18.2也 埼玉県(N=98) 10.2 4

.l l.0 11.2合計(N=898) 23.5 9.7

7.1 29.8年 10 万円未満(N=114) 7.0 0.9 2.6 10.510-100 万円未満(N=228) 13.6 4,4 4.
8 18.9間 100-500 万円未満(N=209) 28.2 11.0

9.6 33.0予 500-5000 万円未満(N=245) 2
7.8 11.4 7.8 36.3算 5000万円 以上(N= 80)

53.8 28.8 15.0 65.0合計(N=876 ) 23. 9 9. 7 7.4 30. 3**pく0.0

1しかし､Stukらはこうした意見に対して､むしろ外国との関係 ( 血reignti

es)をもつ トランスナショナルなCSOの方が､ローカルな (国内の)団体や人びとと強く結びついていると主張する｡かれ

らはローカルな (国内の)つながり (domesticintegration)として par ticipation､embeddedness､associadvenessの三つを挙げているoStarkらによると ､partici

pationとは意思決定においてメンバーの意見を考慮することやメンバーに対する説明責任をもつこ

とであり､embedde血essとは意思決定において他団体の意見を考慮することや他団体に対する説明責任を

もつことである｡そして､ ass ∝iativen essとはCSO以外の二種類のアクター (政府や

企業など)と共同で活動することであるoStarkらはこの三種類のローカルなっなが

りに注目し､ハンガリーの市民団体の調査データを分析した結果､次のように述べている｡すなわち､外国との関係をもつ

CSOはそうした関係をもたないCSOよりも､メンバーの統合 (participatoryintegration)や他団体との統合 (enbeddedintegrati

on)､CSO以外のアクターとの統合 (associativeintegration)をもつという｡

では､Starkらの議論は首都圏の CSOにも当てはまるのかOまず､メンバーの統合 (participato

ryintegration)について検討する｡『市民活動団体調査』では､メンバーの意見が CSO

の運営にどのくらい反映されているのかを尋ねた10この設問は ､Starkらのいうメン

バーの統合にほぼ対応する｡分析の結果､外国との関係をも つCSOはそうした関係をもたないCSOに比べ



16-4参照)｡次に､他団体との統合 (embeddedintegradon)をみるが､『市民活動団体調査』

ではこれに正確に対応するような質問を設けていなかった｡そのため､ここでは他団体との共

同活動に関する質問で検討する3｡表 16-5によると､外国との関係をも つCSOはそうした関

係をもたないCSOよりも ｢他団体との統合 あり｣の比率が大きくなっている (x2検定におい

て1%水準で有意)O最後に ､CSO以外のアクターとの統合 (associativeintegradon)について

は､政府､企業などとの共同活動に関する質問を用いて検討する 4｡表 16-6によると､Stark

らの分析とは異なり､外国との関係をもたない CSOの方が ｢CSO以外のアクターとの統合 あ

り｣の比率が大きかったが ､ x2検定において有意差はなかったoStarkらの分析では､外国と

の関係をもつCSOはそうした関係をもたない CSOよりもメンバーの統合､他団体との統合､

CSO以外のアクターとの統合をもつ比率が大きくなっていたが､『市民活動団体調査』のデー

タでは他団体との統合のみが同様の結果となった｡

表16-4 外国との関係 ×メンバーの統合(%)

メンバーの統合

あり な

し外国との関係 あり(N=262) 41.6 58.4なし(N=602) 3

7.4 626合計(N=864)

38.7 61.3表16-5 外国との関係 ×他団体との統合 (

%)他

団体との統合あり なし外国との関係 あり(N=262) 89.3 10.7なし(N=602) 81.1 189
合計(N=8

64) 83.6 16.4p <0.01表16-6 外国との関係×CSO以外のアクターと の統合(%

)CSO以外のアクタ｣との統合あり なし外国との関係 あり(N=262) 32.1 67.9なし(N=602)

33.2 668合計(N=864) 32.9 67.1ただし､Starkらも指

摘するように､外国との関係やローカルなっながりをもつかどうかは､CSOの立地や予算規模､活動分

野にも関係していると考えられるOそこで ､StarkらはCSOの所在地 ･予算規模 ･活

動分野を考慮したうえで､外国との関係がローカルなっながりに及ぼす効果をみようとするO

かれらは三種類のローカルなっながり､つまりメンバーの統合､他団体との統合､cso以外の

アクターとの統合のそれぞれを従属変数とした三つのモデルを多変量解析によって検証している

5｡分析の結果､所在地 ･予算規模 ･活動分野を統制変数として投入しても､外国との関係を

もつほどローカルなっながりをもつという効果は､三つのすべてのモデルにおいて統計的に有意であったOでは



民活動団体調査』のデータを用いて､多変量解析 (重回帰分析)によって検討する 6 (表 16-

7参照)a

表16-7 重回帰分析に使用する変数

質問項目の情報

あり=1 なし=0
東京所在=1 神奈川･千葉.埼玉県 =0

中央値以上=1 中央値未満=o
国際協力.国際化をもっとも重視している =1 それ以外=0

平和･戦争をもっとも重視している =1 それ以外=o

政治をもっとも重視している=1 それ以外=o

職業･労働･雇用をもっとも重視している =1 それ以外=0

消責者をもっとも重視している=1 それ以外=o

変数名
独立変数

外国との関係
所在地
予算規模
活動分野(国際協力･国際化)
活動分野(平和･戦争)
活動分野(政治)
活動分野(職業･労働･雇用)
活動分野(消章者)
活動分野(文化･芸術.スポーツ)文化･芸術･スポーツをもっとも重視している =lそれ以外
活動分野(教育) 教育をもっとも重視している=1 それ以外=o

活動分野(自立支援) 自立支援 をもっとも重視している=1それ以外 =o
従属変数

メンバーの統合 1-5 の値
他団体との統合 0-16の値
CSO以外のアクターとの統合 0-6の値

表 16- 8 は､メンバーの統合を従属変数とした重回帰分析の結果である｡このモデル自体は

有意であったが､Stafk らの分析結果とは異なり､CSO の所在地 ･予算規模 ･活動分野を統制

変数として投入したところ､外国との関係という独立変数は有意にはならなかった｡表 16-9

は､他団体の統合を従属変数とした重回帰分析の結果を示したものである｡モデル自体は有意

であり､外国との関係､予算規模､活動分野 (国際協力 ･国際化､政治､職業 ･労働 ･雇用､

文化 ･芸術 ･スポーツ)が有意であった oStarkらの分析結果と同様､統制変数を投入しても外

国との関係という独立変数は有意となった｡表 16-1 0は ､CSO 以外のアクターとの統合を従

属変数とした重回帰分析の結果である｡モデル自体は有意であったが ､Stan (らの分析結果とは

異なり､CSO の所在地 ･予算規模 ･活動分野を統制変数として投入したところ､外国との関係

という独立変数は有意にはならなかったO

表16-8 ｢メンバーの統合｣を従属変数とした
重回帰分析の結果(偏回帰係数)

独立変数 モデル
定数
外国との関係(=1)
東京所在(=1)
予算規模(中央値以上)(=1)
国際協力･国際化 (=1)

平和･戦争(=1)
政治(=1)
職業･労働･雇用(=1)
消費者(=1)
文化･芸術･スポーツ(=1)
教育(=1)
自立支援(=1 )

凋整済みR2

*pく0.05 N=813
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表16-9 ｢他団体との統合｣を従属変数とした
重回帰分析の結果 (偏回帰係数)

独立変数
定数
外国との関係(=1)
東京所在(=1)
予算規模(中央値以上) (=1)
国際協力･国際化(=1)
平和･戦争 (=1)
政治(=1)
職業暮労働･雇用(=1)
消責者(=1)
文化･芸術･スポーツ(=1)
教育(=1)
自立支援(=1)

モデル
1.81
1.35 **

-0.14
0.38 *

-1.00 * *

0.53
1.64 **

1.18 *
0.71

-0.98 *
-0.40

0.121 **
調整済みR2 0･109
*pく0.05 **pく0.01N=842

表16-10 ｢CS O以外のアクターとの統合｣を従属変
数とした重回帰分析の結果(偏回帰係数)

独立変数
定数
外国との関係(=1)
東京所在(=1)
予算規模(中央値以上)(=1)
国際協力.国際化(=1)
平和.戦争(=1)
政治(=1)
職業･労働･雇用 (=1)
消責者(=1)
文化･芸術.スポーツ(=1)
教育(=1)
自立支援(=1)

モデル
0.40
0.14

-0.09
0.37 **

-0.28 *
-0.38 *
-0.35
0.06
0.06

-0.34 *
-0.09

0.057**
調整済みR2 0･044
*pく0.05 ** pく0.01N=842

Starkらの分析ではメンバーの統合､他団体との統合 ､CSO以外のアクターとの統合のそれ

ぞれを従属変数とした三つのモデルすべてにおいて､外国との関係をもつほどローカルなっな

がりをもつという効果がみられた｡これに対 して､『市民活動団体調査』のデータでは他団体と

の統合を従属変数とするモデルにおいてのみ､外国との関係をもつほどローカルなっながりを

もつという効果が確認された0

5 考察

本稿では､第一に社会運動とグローバル,化をテーマとする先行研究を参照し､｢グローバルな

社会運動｣がどのように概念化されているのかを考察した｡いくつかの議論を検討した結果､

｢グローバルな社会運動｣という概念にはグローバルな活動領域､グローバルなイシュー領域､

トランスナショナルなネットワーク､運動のグローバルな相手という四つの要素が含まれてい
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ることを確認した｡こうした議論をふまえたうえで､第二に ｢グローバルな社会運動｣の所在

を検証したStarkらの議論を参照し､『市民活動団体調査』のデータを用いて､首都圏における

｢グローバルな社会運動｣の所在を分析した｡分析の結果､外国との何らかの関係をも つCSO

が三割ほど存在していることがわかった｡そして､東京都に所在し､予算規模が大きく､みず

からを ｢NGO｣と自己定義する団体､いわば ｢国際 NGO｣と呼ばれる CSOにおいて､外国と

の関係をもつものが多いことを指摘したO第三に ､Staqkらの議論に基づき､｢グローバルな社

会運動｣の ｢ローカルな基盤｣を検証した｡運動のグローバル化に基づく CSOの専門化がその

ローカルな基盤を掘り崩すことになるという先行研究の指摘に対して､Staq･kらは異を唱える｡

つまり､外国との関係をもつ トランスナショナルな CSOの方が､ローカルな (国内の)団体や

人びとと強く結びついていると主張する｡StaI･kらはハンガリーの市民団体の調査データを分析

し､外国との関係をも つCSOはそうした関係をもたないCSOよりも､ローカルな (国内の)

つながり- メンバーの統合､他団体との統合 ､CSO以外のアクターとの統合- をもつこと

を論証した｡こうした知見が首都圏の CSOにも当てはまるのかを検証するために､『市民活動

団体調査』のデータ分析を行った結果､外国との関係をも つCSOではメンバーの統合､他団体

との統合をもつ比率が大きくなっていたOさらに ､CSOの所在地 ･予算規模 ･活動分野を統制

変数とし､独立変数を外国との関係､従属変数をローカルなっながり (メンバーの統合､他団

体との統合､cso以外のアクターとの統合の三変数)とした重回帰分析を行った結果､他団体

との統合を従属変数とするモデルにおいてのみ､外国との関係をもつほどローカルなっながり

をもつという効果が確認された｡これらの分析結果に基づき､社会運動とグローバル化に関す

る知見を以下の二点に整理し､その含意を考察するO

第-に､｢グローバルな社会運動｣という概念を精微化する必要性を指摘したいo二節で述べ

たように､既存の社会運動論- ｢新しい社会運動｣論､資源動員論､政治過程論- の閉塞

状況を背景として､社会運動研究者は新たな理論モデル (運動モデル)を提供してくれるもの

としてグローバルな運動現象に注目するようになった｡だが､｢グローバルな社会運動｣のどの

要素を重視するかは､論者によって異なっている｡本稿ではいくつかの議論を参照した結果､

グローバルな活動領域､グローバルなイシュー領域､ トランスナショナルなネットワーク､運

動のグローバルな相手という ｢グローバルな社会運動｣の四つの要素を指摘した｡｢グローバル

な社会運動｣という概念の構成要素を確定することによって､その概念は分析的な概念として

の意義を高めていくと考えられるOそして ､Stan(らの調査研究を参照し､首都圏における ｢グ

ローバルな社会運動｣の所在を分析したところ､外国との何らかの関係をも つCSOが三割ほど

存在していた｡社会運動とグローバル化に関する先行研究は多くの場合､反 G8･反 WTOのよ

うな特定の運動現象から新たな理論モデル (運動モデル)を導出するという論理構成をとって

いた｡しかし､｢グローバルな社会運動｣という概念を精練化するためには､その汎用性を検討

する作業､いわば理論モデルの経験的な妥当性に関する考察が必要になるだろう｡Starkや本稿

の分析は､そうした考察の第一歩となるものである0

第二に､｢グローバルな社会運動｣の ｢ローカルな基盤｣を明らかにする実証研究の重要性を

指摘したい｡上述のように､国際 NGOのあり方を批判的に問う議論では､運動のグローバル

化に基づく運動組織の専門化がそのローカルな参加基盤を弱めることになるという指摘がなさ

れてきた｡こうした意見に対して､-ンガリーの CSOはグローバルなネットワークか､それと

もローカルな (国内の)つながりかという択一的な選択には必ずしも直面していないと Stark

らは主張する (StaLrketal.2006:343)0 Stukらの主張をふまえて 『市民活動団体調査』のデータ

を分析した結果､首都圏の CSOでも ｢グローバルな社会運動｣における他団体との統合という
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ローカルなっながりは確認されたが､Stark らの分析結果とは異なり､メンバーの統合や CSO

以外のアクターとの統合というつながりは明らかではなかったOこの結果だけをみると､ハン

ガリーのCSO に比べて､首都圏の CSO は ｢グローバルな社会運動｣における ｢ローカルな基

盤｣が弱いといえるかもしれないDただし､本稿の分析結果だけで､運動のグローバル化がそ

のローカルな参加基盤を弱めることになるのか､それとも弱めることになるのかに答えを出す

ことはできないだろうOより重要なことは､｢グローバルな社会運動｣の ｢ローカルな基盤｣と

いう分析視点の必要性であるOこの視点は､運動の制度化が ｢草の根｣の人びとの運動参加を

阻害することになるとして､既存の社会運動研究でもたびたび問われてきた論点と深く関係す

るO運動の制度化 ･専門化と人びとの運動参加との懸隔が問題視されるのは､政治参加の手段

という参加民主主義的な機能を運動が担っているからに他ならない.運動のグローバル化は､

ローカルな (草の根の)デモクラシーにどのような影響を及ぼすのか｡社会運動とグローバル

化というテーマを扱ううえでは､この問いを避けることはできないといえるだろうO

注

1 『市民活動団体調査』では､｢団体の活動方針は､一部の参加者が決めている｣という質問を､

｢よく当てはまる｣から ｢全く当てはまらない｣までの五件尺度で尋ねた｡

2 ｢団体の活動方針は､一部の参加者が決めている｣という質問に対して､｢あまり当てはまら

ない｣ ｢全く当てはまらない｣と回答したものを ｢メンバーの統合 あり｣とし､｢よく当てはま

る｣ ｢やや当てはまる ｣ ｢どちらともいえない｣と回答したものを ｢メンバーの統合 なし｣とし
た｡

3 『市民活動団体調査』では､｢地域活性 化｣ ｢まちづくり ｣ ｢職業 ･労働 ･雇用 ｣ ｢環境問題 ｣

｢人権擁護 ｣ ｢文化 ･芸術 ･スポーツ ｣ ｢消費者 ｣ ｢情報 ･先端技術 ｣ ｢ジェンダー ･セクシュア

リティ｣ ｢教育 ｣ ｢国際協力 ･国際化 ｣ ｢平和 ･戦争 ｣ ｢福祉 ･保健 ･医療 ｣ ｢災害救援 ･地域安全｣

｢自治 ･市民活動支援 ｣ ｢スピリチュアル ･宗教｣の 16 の活動分野に取り組むそれぞれのCSO

と､共同で集会やシンポジウムを行ったことがあるかを複数回答で尋ねた｡よって回答は 1か

ら16 の値になるが､表 16 -5の ｢他団体との統合 あり｣はこの回答が 1以上のものを示し､
｢他団体との統合 なし｣は0のものを示している｡

4 『市民活動団体調査』では､｢市区町村 ｣ ｢都 ･県 ｣ ｢中央省庁 ･政府 ｣ ｢企業 ｣ ｢マスコミ･出

版社｣ ｢政党 ･政治団体 ･議員｣のそれぞれと､共同事業や委託事業などの活動を行ったことが

あるかを複数回答で尋ねたO回答は lから 6 の値になるが､表 16-6 の ｢CS O以外のアクター

との統合 あり｣はこの回答が 1以上のものを示し､｢CS O以外のアクターとの統合 なし｣は 0
のものを示している｡

5 Stark らの議論では､団体の所在地が首都 (ブダペスト)かどうか､団体の予算規模が中央値

以上かどうか､団体の活動分野が ｢芸術 ･文化 ･科学 ｣ ｢宗教 ｣ ｢医療 ･社会サービス ｣ ｢環境 ･

人権｣ ｢開発 ｣ ｢ビジネス ･専門家 ｣ ｢労働｣かどうかを統制変数としている｡そして､メンバー

の統合の有無 ･他団体との統合の有無 ･cso以外のアクターとの統合の有無をそれぞれ従属変

数としたロジスティック回帰分析を行っている (Starketal .2006: 345)a

6 以下の重回帰分析では､外国との関係をもつCSOの比率が大きかった七つの活動分野､｢国

際協力 ･国際化 ｣ ｢平和 ･戦争 ｣ ｢政治 ｣ ｢職業 ･労働 ･雇用 ｣ ｢消費者 ｣ ｢文化 ･芸術 ･スポーツ｣

｢自立支援｣を統制変数として投入した (表 16- 7 参照)｡このうち､｢政治 ｣ ｢自立支援｣と

いう活動分野は､もっとも重視している活動分野の回答を用いて､筆者がリコー ドしたもので
ある｡
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第 17 章 ｢NPO 革命｣と反革命

- 敵対性を腔胎する場所をめ ぐって-

仁平 典宏

1 はじめに

現在､奨励されている ｢公共空間｣における身振りとは､要求を求めて抗議や直接的行動や

デモンス トレーションを行うのではなく､非政治的な社会参加や､参画対案や政策提言を行う

｢建設的｣な形態である｡その一方で､既存の秩序のラディカルな組み替えを要求するような

運動の敵対性や政治性は､いびつなもの､逸脱したものとして封殺される｡例えば､ボランテ

ィアをめぐる言説の中でさえ､戦後しばらくは ｢運動｣との接続は肯定されてきたが ､1980

年以降それが転調し､｢運動｣は古いものさらには ｢自立していないもの｣であるため､ NPO

が事業や提案を行なう社会参加/参画こそ望ましい市民社会の文法だと定義されるにいたって

いる (仁平 2008)0

批判者によると､これによって､ネオリベラリズム自体に対する異議申し立てのレパー トリ

ーは縮減され､ネオリベラリズムというゲームの規則には触れない範囲内で､よい ｢まちづく

り｣や ｢学校づくり｣のために ｢参画｣が推奨されるという事態が生じている (仁平 2005)0

本章では､｢参加 ･参画｣と ｢運動｣の断絶というテーゼについて､その妥当性をデータから

検証することを目的とする｡しかしその前に､次のように問う余地があるだろう｡果して､こ

の問いは､正面から取り組む必要はあるのだろうか｡｢争議的な運動｣や ｢ラディカルな敵対性 ｣

が必要だと思うことは､一部の古い政治的立場 (左翼?)の幻想/郷愁にすぎないのであって､

市民が成長し､行政も市民の力を認めて様々な領域を参加/参画に開いている現在､そのよう

な ｢民度の低い｣形態に襖を立てる必要はない- このような感覚は､ボランティア論や NPO

論にとどまらず､参加型市民社会や公共性をめぐる論議に広く流通していると考えられるoよ

ってまずは､"｢運動の封殺｣という共振問題は存在しない (問題とするに値しない)"という主

張について､検討していきたい｡

2 rNPO 革命｣と反革命

"｢運動の封殺｣という共振問題は存在しない"という主張は､"｢運動｣は ｢NPO｣ ｢ボラン

ティア｣的なもの (参加 ･参画的なもの)に代替されたため､もはや不要である"という主張

によって主導される｡この立場は､いくつかに分かれる｡

まず考えなくてはならないのは､①その主張が (運動)という意味論自体を不要とするもの

なのか､② (運動)の意味論自体は擁護しつつ､そのレパー トリー/形態として ｢争議的な運

動｣よりも参加 ･参画の方が望ましいとするものなのか､という種別性である｡

この種別性の意味を的確に抑える上で､ここで社会学 (社会運動論)における ｢運動｣の定

義を参照しよう｡それによると ｢運動｣概念は､それが準拠する意味論を不可欠の内包として

いると考えられる｡例えば､社会学の社会運動論として代表的なシドニー ･タローの次の定義

を見てみよう｡
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社会鰍 ､ヱy一人 #手､当局tの荷轟討 タ恵存を行為の中での､/jt i55虜才を会敢連帯に

基づいた､東合棚 であ るD(TalT10W1998-BOOS/24)

この定義のポイントは､｢エリー ト､敵手､当局｣という構成的外部が用いられていること､｢敵

手｣というニュー トラルな分析概念と､｢エリー ト ｣ ｢当局｣といった (政治)に訴求する意味

論とが混清しているということである｡換言すれば､ここには､｢エリー ト ｣ ｢当局｣(-既存の

社会秩序)といった政治的意味論-実定性をもった世界観が折りこまれているといえる｡実際

に､このような政治的意味論を要件に含めず､形態的特徴のみで定義しようとする試みは､外

延の不明確化に陥るOよって､定義を実効的なものとするためには､政治的意味論に訴求する

ことで意味を縮減せざるをえない｡

ここから確認できることは､第一に､｢何が 『運動』か｣ということは､その外部にある ｢何

が 『敵手』か｣という問いと鏡像的な関係にある､つまり ｢既存の社会とは何か｣という問い

が構成的外部として潜在的に先行していること｡このメタ言及性こそが (運動)論を構成して

いるO第二に､何が (運動/外部-敵手)か､ということは観察者の観察位置と相関的に決定

される｡この二点である｡

このように考えると､(運動)と､｢参加 ･参画｣は､概念の位相が異なると考えることがで

きる｡両者の間には､分業体制が成り立っているのである｡

例えば (運動)からみると､｢参加 ･参画｣とは､(運動)の目的の実現のために採用されう

る手段/レパー トリー (形態)の偶有的な選択肢の 1つに過ぎないOそれは､抗議行動､集会､

デモ､バ トラー的撹乱､｢文化-政治｣--･等と並ぶもので､選択肢の中では最も争議性

(contentiousness)の低い部類に入る｡しかしそれは､状況に応じて選択されうる手段の一つ

であるO

-方で､｢参加 ･参画｣からみると､(運動)は､NPO などの参加 ･参画主体が掲げうる目

的 (意味)の偶有的な選択肢の 1つに過ぎない｡それは､サービス提供､親睦､営利､共益増

進-州等と並ぶ目的の一つである｡

っまり､相互は相互に偶有的である｡この幸福な分業体制が成り立っている限り､｢運動は参

加 ･参画に代替された｣という言明は生じえない0両者は存在身分が異なるからであるO逆に

いえばこの言明は､この分業体制に何らかの形で揺るがされていることを示している｡しかし

それはいかなる形で揺るがされたのであろうか｡

ここでまず､本節の最初に掲げた区別が有効になる｡つまり ､ (1) ｢(運動)という意味論自

体が不要である｣と ､ (2) ｢(運動)の意味論自体は擁護しつつ､そのレパー トリー/形態とし

て 『争議的な運動』よりも 『参加 ･参画』の方が望ましい｣という二つの立場の区別であるD

ここで (1)を分業体制自体を否定する ｢革命モデル｣ ､ (2) を分業体制は維持しつつ､レパー

トリー間の配分構造を変えようとする ｢体制内改革モデル｣と呼んでおこう｡

(1) ｢革命モデル｣とは､｢参加 ･参画｣に (運動)と同じレベルの (意味論レベルの)存

在身分を与えることを要求した上で､(運動)という意味論自体がもはや不要なものとなった(死

んだ)ため､上記の旧体制 (アンシャンレジーム)としての分業体制は失効したことを宣言す

るものであるO(運動)の意味論に変わって､今後は､｢参加 ･参画｣に込められる別の意味論

((生きがい ･自己実現)や､NPO論に見られる (経営論的なもの)など)が､意味論のレベ

ルにおいて主導するとされる｡1990年代以降､盛んに ｢NPO革命｣とか ｢ボランティア革命 ｣

ということが言われるが､この ｢革命｣の言表は､字義通り受け取るべきなのである｡

この立場に対しては､基本的に交渉は困難である｡というより､(運動)の意味論に準拠する
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限り､相互は相互に ｢環境｣とならざるを得ないため､交渉を打切るしかない｡つまり後は世

界観の問題､｢神々の闘争｣というわけであるO(運動)論は､"｢運動の封殺｣という共振問題

は存在しない"と主張する相手に対し､以後は､交渉者 (対抗者)ではなく敵対者として対応

することしかできないだろうO(運動)論に準拠しながら (運動)を抹消することの ｢問題｣を

告発することは､準拠しないものにとってはトー トロジーにしか聞こえないのだから｡規範理

論や社会哲学の領域に入るこの争点について､本章で扱うことはできない｡

(2) ｢体制内改革モデル｣とは､(運動)の存在身分や分業体制自体は脅かさず､(運動)を

有効に遂行する形態として ｢参加 ･参画｣が､争議性の高い形態 (直接行動 ･抗議 ･告発･-I-)

に替わって､特権的 ･独占的な場を占めるに至ったとするものであるa

これは事実認識に関わることであり､本章で検討することができる｡ただし､体制内改革派

には､2 つの立場があるO-つが ｢段階論｣派である｡これは､｢参加 ･参画｣という形態を一

一一争議性が高い形態より- ｢新しい段階｣であるという主張から､規範的含意を導く主張で

あるOもう-つが､｢プラグマテイス ト｣であり､有効性の問題として ｢参加 ･参画｣を擁護す

る｡ここには､さらに､政治機会的プラグマテイスト､表象動員的プラグマテイス トに区別す

ることが可能である｡

3 ｢段階論｣派との交渉

"｢運動の封殺｣という共振問題は存在しない"- "｢運動｣は ｢参加 ･参画的なもの｣に代

替されたためもはや不要"と主張する最初の交渉相手である ｢段階論｣派は､｢参加 ･参画｣と

いう形態は争議的な形態より ｢新しい段階｣にあるという歴史哲学を用いるものである 1｡こ

の ｢事実性｣に関する記述から､だから ｢参加 ･参画｣は望ましいという規範論的言明を導出

し､意味論-存在身分の同定/境界設定に関する含意を取り出す｡この種の議論は､(運動)の

意味論を否定する ｢革命派｣によっても用いられるが､その意味で､段階論派と革命派との間

には接続 (内通?)の可能性が絶えず存在している｡

さて､この議論の問題点とは､この立場に ｢段階論｣という名称を与えた道場親信 (2006)

によると､｢『類型論と段階論とが無媒介に重ね合わせられる』ことで｣｢特定の集合行為が 『古

い型』のものとされ､また別のものが 『新しい型』のものとされるだけでなく､それは 『古い

段階』のもの､『新しい段階』のもの-と『無媒介』に意味づけられていく｡その結果､現に生

き生きと行われている活動や運動が 『段階論』的に価値づけられ､選別される､という転倒が

起きる｣(道場 2006:243) という点にある｡

道場自身が運動の重厚な歴史を措いて示しているように(道場 2005;2006) ､実際の運動は､

そのような単純な ｢段階｣を経るものではない｡また､新しい段階といわれる ｢ボランティア｣

が ｢新しい｣わけでも､昔の ｢ボランティア活動｣が ｢自己犠牲的な滅私奉公｣だった (から

今のボランティアは新しく素晴らしい)わけでもない (仁平 2008) 0

よって､｢段階論｣派との交渉は､その事実誤認だけを指摘して終わりにしてもよいのだが､

もう一つ本稿の枠組のもとでつけ加えられるのは､段階論によって ｢参加 ･参画｣を ｢新しい

型｣と言祝いだ議論も､再び ｢段階論｣によって否定されるということであるO

以下､道場 (2006) とは若干異なる形で､運動における ｢段階｣として一般的に語られるこ

とについて再整理してみたい｡
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表 17-1 特定の形態に規範的意味を読み込むタイプの段階論

運動 敵手= ｢既存の秩

序｣労働運動輪 ④ 搾取への抵抗 意味論 (丑 資本主

義.産業社会⑤ 前衛的かつ合理的なツリー状の官僚制組織＼ 形態 ②■ 封建的.非｢近代畑秩序

③ 形式台詣 蒜㌃ 状の｢新しい社会運動｣論 ④ 抑圧.管理されたアイデンティティ/生の形式の反乱 介入国家としての(社会)国家(-福祉国家)① テクノクラシ-.7口グラ

ム化社会(トr>レ-ヌ)⑤ フレキシブル/ネットワーク型組織.参加(｢ボランティア｣的なもの?) ＼

形態 ②- 形式笥 ㌫ ;-状の

③ 憲 実誓 言,_'.t讐 諾 ､ポスト｢新しい社会運動｣論? ネオリベラリズム/グローバル化が生み出す

ネかノベラリズム(グローバル資本主義)③ 排除.抑圧-の抵
抗 ① く社会的なもの)(≒福祉国家)の解体(｢国家｣や｢共同

体｣の両義化) ネットワーク型社会(力ステル)④ ウ 形 態 フレキシブルな社会編成.②一 題

岩覧 誓 ヱ憲 慧 左.｢ボランティア/NPOJへの｢封じ込め ｣(一 方向

矢印は ｢要素の移動｣､双方向矢印は ｢要素の対立｣を表す)表 17-1は､特定の形態か

ら規範的含意を引き出すタイプの段階論について整理したものである｡なお通常の議論では､｢

労働運動論｣ と｢『新しい社会運動』論｣との対比が中心的な論点だが､ここではその次の ｢段

階｣(ポス ト ｢新しい社会運動｣論)を想定して作成している｡以下､それぞれの段階に ついて説明を加えていくO番号は

､それぞれの表のセルの番号と対応している｡労働運動論①④敵手は､資本主義 ･

産業社会であり､労働運動は､それがもたらす搾取-の抵抗という意味論をもつ (も

ちろん多くの場合それは ｢革命｣-の連続線上で捉えられる)0②敵手である資本主義の形態は､特に日本の場合- しかも講座派的意味論

の中では- 封建的 ･非近代性と接続するものと捉えられていた｡⑤労働運動のツリー状で

形式合理的な (官僚制的な)形態は､そのような後進性との関係において ｢前衛｣性を主張でき､ 価値的な優越性を主張す

ることができる｡(形態に規範的含意を読み込む議論の完成)③しかしいうまでもなく

､近代資本主義は､ツリー状で形式合理的で官僚制的な組織形態をも主要な装置として配備する

oこの意味で､形式合理的な官僚制組線という ｢形態｣は､運動も敵手 (社会)も用いる

ことが可能なテクノロジー (技術)の総体 ･あるいは統治的合理性(governmentality)2というべきものである｡(形

態に規範的含意を読み込む議論の破綻)｢新しい社会運動｣論①新しい社会運動論の社

会を観察する意味論では､ポス ト産業社会段階に入った資本主義が国家と強い連関を結んだ ｢組織化された資本



これを ｢統治｣するのが ｢テクノクラシー｣であるとされる 3｡つまり､敵手は､資本主義か

ら国家に重心がシフトする｡この国家とは端的にいえば ｢介入国家｣としての (社会)国家-

｢福祉国家｣でもあった｡

④よって､運動の目的は､抑圧 ･管理されたアイデンティティの反乱であるとされる｡

②さて､ここで主要な社会編成/組織形態は､前段階では運動側も使用していた ｢官僚制組

織｣とイメージされることが多い｡

⑤ここからツリー型の官僚制の対義語である (とされる)､アソシエーション/ネットワーク

/創〕告性/自主性/参加/リゾーム･--などの形態が､規範的根拠をもつという議論が生まれ

る｡(形態に規範的含意を読み込む議論の完成)

③とはいえ､この段階の運動論の全てが､このような単純な議論を展開しているわけではな

い｡｢新しい社会運動｣論のトクレーヌは､この時期の趨勢的な社会秩序を ｢プログラム社会｣

と呼び､その編成 ･組織原理が硬直な官僚制とは異なり ｢柔軟性｣を備えていることを繰り返

し指摘していた4｡つまり､組織の柔軟性 ･創造性といった特質は､運動側の特徴的な組織形

態であると同時に､｢既存の社会｣の側も持ち､生の包摂のために活用されているという観察が

成り立っていたといえるOまたも両者は統治的合理性の水準で一致していたといえるだろうO

(形態に規範的含意を読み込む議論の潜在的な破綻)

ちなみに､メルツチは､マルクス主義的な労働運動論を､統合主義的で本質主義的な社会運

動概念とし､その前提となる､単一の基準から社会を一般的に記述することの誤りを批判して

いる (Melu.cd1989-1997:235･308)｡この批判は､官僚制社会という社会観察を持って､形

態 ･意味のレベル共に､その反対物として設定しようとする､新しい社会運動論の ｢単純なバ

ージョン｣に対しても当てはまる｡ここでも形態は､規範的論拠となり得ない (仁平 2001)0

しかし､｢参加 ･参画｣の形態を､段階論的に擁護しようとする議論は､基本的にこの段階に

とどまっている

ポス ト ｢新しい社会運動 ｣ 5論?

さて､この ｢『新しい社会運動』論の単純なバージョン｣は､今や､他ならぬその段階論によ

って ｢復讐｣されようとしている｡

①まず社会認識として､.前段階時の ｢敵手｣だった ｢福祉国家-介入国家｣は､経済のグロ

ーバリゼーションと相関するように進展したネオリベラリズムによって､基盤が崩されつつあ

る (酒井 2001､Harvey2005-2007)O敵手の側は､再び ｢( グローバル)資本主義｣が主要な

位置に着いたといえる (Castells1989;Hardt& Negri2000-2003など)a

②しかも､ネットワーク/創遭性/自主性/参加/リゾーム--･などの形態を､経済におけ

る付加価値の増大や､コストのかかる国家の縮小のために積極的に活用されるようになったO

それらは主要な統治的合理性として､現勢化 ･前景化するようになったとされる｡この観察を

踏まえるなら､｢参加/参画｣や ｢NPO ｣を前段階の認識をもとに言祝ぐ ｢『新しい社会運動』

論の単純なバージョン｣は､｢ネオリベラリズム/グローバリゼーション｣というより新しい段

階論によって ｢周回遅れ｣化することになった｡そしてこれこそが､言うまでもなく､ネオリ

ベラリズムとの ｢共振｣という事態である 6｡(形態に規範的含意を読み込む議論の完全な破綻)

ここから､徹底的な批判が生じるようになった( Rose1999;中野 2001､渋谷 2003､渋谷 2004､

Sinba2005､H aⅣey2005-2007など)0

③ここにおいて現在の ｢運動｣の意味論は､｢ネオリベラリズム/グローバリゼーション｣が
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もたらす排除-の抵抗､という形で構成されることが多い｡もちろん､ここで ｢抑圧する国家｣

という問題系が相対化されたわけではない｡確かにグローバル資本が一国の経済 ･社会政策を

左右するようになったという種別性はあるが､国家はグローバル資本の逃避を避けネオリベラ

リズム的秩序を作るために､むしろ強権的 ･抑圧的に行為するとされる (｢構造改革 ｣ ｢骨太の

方針｣を想起) (Harvey2005-2007など)｡国家は､抗いの対象と共に､社会保障やグローバ

ルな社会政策などを求めていく名宛人という意味で､両義性を帯びる0

④さてここで､運動の ｢形態｣には､何が名指されるのだろうかO結論から言うと､それは

もはや単一の何かを- しかも規範的含意を込めながら- 同定できるものではない｡例えば､

現在､様々な運動が ｢貧困｣でつながれつつあるが､それは単一のアイデンティティ (プレカ

リアー トなど)に回収されるわけではない｡｢前段階｣としてプロットされる ｢新しい社会運動 ｣

論- というより､それらを包括するポス ト構造主義の諸思想/気分- が開いた形態的地平

(ex.Melucci1996)- ｢偶有的で暫定的なアイデンティティの縫合という方が普通だし抑

圧も少ないでしょ? ｣- を､もはや塞ぐことはできないo表 17-1の ｢ポス ト『新しい社会

運動』 ? ｣の④のセルには ｢? ｣が入っているが､それは､ここに新しい何かが投入されるわ

けではないことを示している｡目的に応じたレパー トリーが- ｢直接行動｣や ｢参加/参画｣

も令め- その時に応じて選ばれる｡もちろん､｢参加/参画｣だけが独占的な位置につけるわ

けではない7｡

ここに至って､もはや､このような段階論的歴史のリス トを長くしていくことには意味がな

いといえるのではないだろうか｡新たな ｢段階｣が真に示しているのは､特定の形態に規範的

意味を読み込むような段階論-歴史哲学が失効したということであると思われる｡

4 r政治機会的プラグマテイス ト｣との交渉

(1 )2つの疑問

"｢運動の封殺｣という共振問題は存在しない"- "｢運動｣は ｢参加 ･参画的なもの｣に代

替されたためもはや不要"と主張する第二の立場は､｢参加 ･参画｣の形態面における有効性を

主張する｢プラグマテイス ト｣であるOプラグマテイス トはさらに二つの立場に区別しうるが､

先に ｢政治機会的プラグマテイス ト｣と名付けうる立場の主張について検討したいD

｢政治機会的プラグマテイス ト｣の主張とは､｢市民参加 ･参画の機会が開かれてきたので､

反対･抗議のような直接行動をくり返すのではなく､行政とパー トナーシップを組んで､提案 ･

対案を行った方が､効果的である｣というものである｡

この主張は､確かに説得的なものであるoLかし二点疑問が残るo

疑問の1つ目は､｢参加 ･参画｣はたえず開かれているのか?というものである｡つまり ｢参

加 ･参画｣は､国家 ･市場とベクトルが (偶然?)一致したところにしか開かれないのではな

いだろうか｡実際には､イシュー (issue)によって政治機会の開かれの度合いは異なり､イシ

ューによっては､｢参加 ･参画｣が開かれないということがあるのではないだろうか｡例えば､

反グローバリゼーションや反戦といったイシューの場合､一体どこに ｢参加 ･参画｣したらい

いのだろうかOそのような領域の場合､まずは､｢直接行動｣というレパー トリーを駆使して､

問題の共有化を訴えたり､｢参加 ･参画｣-の ｢こじ開け｣をめざすことが合理的なのではない

だろうかO例えば ､1990年代の新宿のホームレス ｢問題｣においては､東京都は徹底した物理

的排除で望み､当事者と支援者は｢直接行動｣をレパー トリーとして選択せざるをえなかった｡

東京都や新宿区がこのコス トを認識し､当事者/支援者団体に対して ｢参加 ･参画｣の場を開
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いていったのは､逮捕者を何名も出すような激しい ｢直接行動｣を経た後である｡

以上のことが示唆するのは､公共性 -opemess- (開かれてあること)とは､温情 (おねだ

り?)で開かれるのを待つものではないということである｡今 ｢参加 ･参画｣が開かれていた

としても､そこには､閉じているものをこじ開ける (原･力)があったと考えることは可能であ

り､同時にそれが､参加型市民社会を創り支えるものではないだろうか｡この点を､アレント

-ハーバーマス的公共性論は忘却しているように思われるO日本で現在 ｢まちづくり｣などの

文脈で行われている ｢参加 ･参画｣も､(原一力)としての 1970年代 ｢住民運動｣に起源を求

めることは可能だろう01970年代のボランティア論の一部は､そのような ｢運動｣に共振する

形で一一少なくとも言説のレベルでは- 自らの規準として取り入れていたすでに述べたとお

りであるOつまり､｢参加 ･参画｣とは単なる類型ではなく､この歴史性- (原一力)性を刻印

したものであるといえる｡

逆にいえば､政治機会的プラグマテイス トの主張は､(原一力)の記憶を喪失した場合､｢参画 ･

提案の場 (政治機会)が開かれているとき､参画 ･提案は効果的である｣というトー トロジカ

ルな真理に堕すると考えられる｡

では､現在の ｢ボランティア｣や ｢NPO｣は､この (原一力)たる ｢運動 (争議性の高いレ

パー トリー)｣に､どの程度開かれているのだろうかOもし､この回路が開かれている場合､｢ボ

ランティア/NPO｣は､(原･力)としての ｢運動｣を排除することなく､"敵対性の封殺"と

いう問題は杷憂であるという主張に同意することができる｡

疑問の2つ目は､｢参加 ･参画｣を主導する ｢ボランティア /NPO｣は､その意味論を､(運

動)と共有しているのか?というものであるO

政治機会派の前提は､｢参加 ･参 画｣を行う ｢ボランティア /NPO｣も､意味論 (問題意識

や世界観)は (運動)と共有しており､レパー トリー (形態)レベルで､より効果的なものを

選んでいるだけ､というものであった｡しかし､｢ボランティア /NPOJが､(運動)と意味論

を共有しているという想定は､アプリオリに是認できるものではなく､検証を行う余地がある

と思われる｡

以上二つの疑問を解消するために､以下では､｢ボランティア ｣｢NPO｣｢社会運動｣など､

様々な言表と形態のもとに活動を行う団体-の調査結果の分析をもとに､検証を行っていく｡

(2) 検証 1: ｢ボランティア /NPO｣は ｢運動｣への回路が開かれているのか

はじめに､｢参加 ･参画｣を主要なレパー トリーとする ｢ボランティア /NPO｣が､より争

議性の高い- より ｢運動｣的な- レパー トリーに開かれているのか､開かれているとした

らどういう形か､ということを検証していく｡この問いは､上述のように､｢政治機会的プラグ

マテイス ト｣に対する一つ目の疑問- ｢参加 ･参画｣はたえず開かれているのか?- を展

開する形で､設定されたものであるo

分析の基本的な方向性は､① ｢ボランティア /NPO｣を掲げる団体は､争議性の高いレパー

トリーも取ることがあるのか､② ｢ボランティア /NPO｣を掲げる団体は､｢運動｣と自己定

義する団体とネットワークを形成しているのか､という二つ作業レベルの問いを検証するとい

う形を取るOつまり､(丑では､｢ボランティア /NPO｣は､必要に応じて ｢参加 ･参画｣を開

くための (原一力) - ｢争議的行動｣のレパー トリーを選択することがあるのか､について､②

では､｢ボランティア /NPO｣は ｢運動｣を忌避せずに関係性を維持しているのか､について

検討するO
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まず､①から検討しよう｡

図 17-1､2は､過去 3年の間に市区町村行政､都道府県行政､国家に対して､｢要望書 ･意

見書を提出した｣ ｢直接交渉や街頭行動を行った｣という経験の有無について､それぞれの法人

類型 (任意団体 /NPO 法人)の結果を示したものである｡

データの性格上､母集団の特定が困難な上､無作為抽出もできないため､統計的検定は行わない｡しかし

､一見して明らかなように､どちらの項目についても､｢任意団体｣の方が ｢NPO法人｣に比べ

て経験のある団体の割合は高い｡次に､法人格のない ｢任意団体｣だけに注目し､自己定義 (自

分たちをどのような ｢団体 ｣だと認識してい

るか)によって､行政-の要求 ･抗議行動の経験率がどう違うのかを見てみたいD｢社会運動団体｣と

自己定義している団体は非常に高く､｢NPO｣ ｢市民活動団体 ｣｢NGO｣はそれに続

き､｢ボランティア団体 ｣ ｢サークル｣と自己定義する団体は､非常に低いことが見てとれる｡

特に､制度的立場としては同じ任意団体でありながら､｢社会運動団体｣と ｢ボランティア団体｣

との間の差は､極めて大きい｡ちなみに､図 17-3､4 において､｢NPO ｣という自己定義

の団体において､争議性が高いという結果が出ている｡しかしこれは ｢NPO ｣が運動-争議 性に開かれてい

ると考えるべきではない｡なぜなら､図 17-1､2 でみたように､多数を占める ｢NPO 法人

｣の争議性の度合いは相対的に低く､任意団体で ｢ボランティア｣と自認する 団



次に②の検討に移ろう｡

｢ボランティア ｣｢NPO ｣である限り､自らが争議的な行動を取る必要はない､ということ

は可能であるo争議性の高い ｢運動｣との間に､ネットワークが築かれていれば､それは一つ

の回路である｡

ここでは､法人別､自己定義別に､それぞれ ｢運動団体｣との間で､｢事業 ･集会 ｣ ｢寄付 ･

カンパ｣ ｢直接行動 ･デモ｣において協力した経験があるかについて､分析を行った｡
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ちなみに､先ほど ｢運動｣との関係において高い値を示した ｢市民活動 団体｣が､

行政との関係においても比較的高い値を示している点に関心が向く｡｢市民活動団体｣という言表は､T行

政｣との関係 (パー トナーシップ !)を結びつつ､ ｢運動｣との関係も積極的に維持するという､

両価性を帯びた存在だという面が指摘で

きるO(3)検証2:｢ボランティア /NPO｣は､その意味論を､

(運動)と共有しているのか?次に､｢政治機会的プラグマ

テイス ト｣に対する三つ目の疑問の検証として､｢ボランティア/NPO｣は､その意味論を､(運動)と共有しているのかどうかについて検証を行っていく

｡ここではそのために､各団体のリーダーに様々 な政治的争点に



表17-3 任意団体のみ ･自己定義別 政治意識 (保守 tネオリベラリズム的志向)

任意 EZ]体 の み 自己

定 義社会運動団体(n=48) NPO(n=16)NGO(n=37)市民活動団体(∩=173) ボランティア団体(∩=57) サークル(∩=19) そ

の他(∩=38)革新というより保守(%) 2ia 7.1 ll.5 9.6

呈≧』 15.8 18.9総理大臣の靖国参拝に賛成(%) 9 0 9

.1 12.0 呈亘丑 23.5 15.2表法の改正に賛成(鶴) 皇道

13.3 18.2 16.5 皇呈丑 33.3 15.2自民党

支持(鶴) 皇宣 7.1 6.1 8.6 iiB 22.2 ll. 1競争は､格差拡大より､社会の活力 のもとになる(%) 1⊇過 50.0 31.3 39.5 旦室迎 50.0 44.4

軽済活動-の規制は 少ない方がよい(鶴) 旦遥 57.1 30.3 27.8 呈出 58.8 28.6

人間的な社会より､まずは安定した経済が必要(%) 2主星 7.1 12.9 23.3 呈≧1 61.1

38.2決めるときは､話し合いよりリーダーシップですばやく(鶴) 9i1 42.9

18.2 22.3 坐遭 22.2 34.3原子力発電の推進に賛成(鶴) と2

13.3 12,1 15.8 三担三昼 27.8 23.5まず､表

17-2の法人格別の比較を見ていきたいo一見して分かるように､ NPO法人は､いずれ

の項目においても､保守主義､ネオリベラリズムに対する態度において､任意団体を上回っている｡ちなみに､無作為抽

出法ではない上､任意団体に至っては母集団の特性も仮定できないため､統計的検定を行うことは

意味がない｡しかし擬似的に行ってみると､どの項目も 1%水準で有意であった｡次に､

表 17-3の自己定義別 (任意団体のみ)の分析に移るOとりあえず､太字 ･下線で示されてい

る ｢社会運動団体｣と ｢ボランティア団体｣の二つに着目する｡この二つは､全項目の中で､両極

に位置していることが分かる｡言うまでもなく､｢社会運動団体｣が革新 ･反ネオリベラリズム

という意味論に準拠し､｢ボランティア団体｣は保守 ･ネオリベラリズムという意味論に準拠して

いる｡ちなみに ､(2)でも述べたが､この表における ｢NPO｣については､｢任意団体 (法

人格なし)か つNPO｣という例外的なものなので､無視してよい ｡｢NPO｣については趨勢的な傾向を見るには､表 17-2の ｢NPO法人｣の値を確認する必要 があ

る｡ちなみに､全ての法人格 (任意団体 ･NPO法人 ･その他の非営利法人 ･その他

の法人)を含めた上で､自己定

義別に分析した結果を一応示しておく (表 17-4参照)｡表17-4 全ての団体 ･自己定義別 政治意識 (保守 ･ネオリベラリズム的志向)全ての 団体 自己定 義

社会運動団体(n=76) 旦担仝幽 NGO(∩=78)市民活動国体
(n=217) ボランティア団休(∩=73) サークル(∩=23) その他(∩=78

)革新というより保守(鶴) 包茎 291 9.5 9.5 25ia 13

.0 17.3稔理大臣の靖国参拝に賛成(%) 互生 2Big 14.

5 10.0 32遥 23.8 18.6恵法の改正に賛成(%) ill 皇≧遥 27.1 18,0

∃且旦 31.8 23.9自民党支持(%) 卓適 i旦王 12.9 6,8 iB

ia 21.7 10.8競争は､格差拡大より､社会の活力のもとになる(鶴) 2915 旦王』 45

.7 40.2 ヱ』亘 50.0 52.0軽済活動への規制は 少ない方がよい(鶴) 12遥 車道 39.4

29.4 貞&1 57.1 37.8人間的な社会より､まずは安定した軽済が

必要(鶴) 2m 壬邑ヱ 24.6 21.5 ail 63,6 45.2決めるときは､話し合いよりリーダーシップですばやく(鶴) 29ia 亘を1 40.8 24.0 些坦

31.8 40.5原子力発電の推進に賛成(%) 1鎚 胡過 19.4 15.0 旦≧遥

22.7 21.9ここでは､｢NPO｣と ｢ボランティア｣が同じような値を示し､

｢社会運動団体｣と対極の位置にあることが分かる｡このデータの分析を詳細に行った丸山真央 (2007) は､次 のように指摘
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われわれの結論も丸山の指摘と同じである｡｢運動｣という思想財のもとに構成される政治的意

味論と､｢ボランティア ｣｢NPO ｣のもとに構成される政治的意味論は､｢参加型市民社会｣の

布置の上では､対極と言っていい位置にある｡｢運動｣と ｢参加 ･参画｣(ボランティア /NPO)

は､(運動)の意味論は共有しており､その上で､最適なレパー トリーを選んでいるだけだとい

う ｢政治機会的プラグマテイス ト｣の決断に､同意することはできない｡それらは､まさに意

味論のレベルにおいてこそ､断絶があるのである｡

5 ｢表象動員的プラグマテイス ト｣との交渉

(1 ) ｢運動｣という記号からの逃走

ここから､｢運動の封殺｣という共振問題をめぐる､第三の立場について検討する｡ここで ｢表

象動員的プラグマテイス ト｣と呼ぶそれは､(運動)の意義を認めた上で､従来の ｢運動｣とい

う表象 (イメージ､言表､形態等)が動員や支持獲得に逆機能であるということを主張するも

のである｡

この例として､道場親信は､小林正弥の ｢平和運動の中心を担ってきた方々が高齢化して､

若い世代にとっては従来の運動のスタイルや論理が､古く見えているのではないでしょうか ｣

という言葉を引いている (道場 2005:647) ｡この観点から､｢参加 ･参画｣など争議性の低い

ものも含めた異なるスタイルを採用することが､(運動)にとっても効果的だと主張する｡まず

｢普通の人｣でも参加できる ｢普通の｣形にしてから､意味論や世界観を徐々に浸透させてい

く方が､有効だというわけだO

これに対しては､道場 (2005) は､ここで想定されている (古い/新しい)という区別が､

現実の歴史を整理するものとしては､あまりに事実誤認に満ちたものであること､また ｢普通

の人々｣の ｢普通の感覚｣を､無前提に準拠枠にすることは､｢普通でない｣とされるものを排

除するメンタリティとつながるという点から､批判を展開している｡

しかしこの批判を踏まえた上で､さらに論点を追加するとしたら､既存の ｢運動｣の表象を

忌避するのは､研究者や言説生産者だけではなく､実際に活動している人たちの間にも時に見

られるという点であるO例えば､ある国際 NGOで中核的に働くA氏は､｢『社会運動』は薄い

言葉｣であるため使ってこなかったというOなぜならそれは ｢マルクスとか､イデオロギー的

なもの｣､｢共産党系､労組系｣のものであり ､｢60-70 年代の活動とつながる感じがする｣と

述べる｡そして､｢市民運動より､市民活動や市民社会という言葉｣の方を使いたいという｡こ

の発話内容に対し､道場のように､それは ｢運動｣に対する偏ったイメージだと異議を唱えつ

つ対話を開いていくことは可能であろう｡しかしここで注目したいのは ､A氏は､あるいは A

氏が所属するNGOは､様々なアドボカシー活動も行っており､外部の観察者からみたとき､

｢運動｣的と観察が可能である- ｢運動｣との差異性を兄いだせない- ということである｡

｢運動｣と変わらない活動をしながら､｢運動｣という言表を回避する現場の活動者- これは

｢敵対性の封殺｣という ｢ネオリベラリズムとの共振｣に陥っているといえるのだろうか｡

これを考える上で必要なことは､｢運動｣という言表を使用することと､(運動的)と観察可

能な行為をしたり･その意味論を生きることを､区別して考えるということだと思われる｡
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ここで ｢運動｣とは､特定の集合行為 (形態)に対して ｢実体的｣に与えられる言表であるO

社会運動論などで使用される通常の用法はこちらに含まれる｡これに対し､(運動)とは､社会

を参照しながら､敵手 (-既存の秩序)/自己を同時に起動させ､前者を変えていこうとする

コミュニケーションのモー ドに対して与えられる｡これは､様々な意味領域 (福祉､教育､文

学--･)とプログラムとして接続可能である｡例えば戦後長い間､社会福祉や教育では､ある

種の実践を､(運動)的と呼ぶ慣行があったが､それはこちらの意味で捉えることができる｡も

ちろん､この (運動である/ない)というコミュニケーションは､｢戦後｣という思想財が摩耗

するのと相関して､首肯性を失ってきた｡

しかしとりあえず運動の語を､狭義の実体性をもつ ｢運動｣から切り離し､(運動)という意

味論上の用法に置き直すところから初めてみたい｡｢運動｣という名指しからの撤退は､(運動)

からの撤退と同義ではないということ､(運動)にとって ｢運動｣という形態 ･言表は偶有的で

あるということである｡

(2)(運動)を旺胎する記号について

A氏は､｢運動｣という言葉を､過去の党派的な教条主義を呼び起こすとして拒否した｡われ

われはここにある既視感を覚えないだろうか｡1970年初頭にも､新左翼系の運動が行き詰りと

血腫い転回を見せるのを受けて- (運動)論の意味論を共有しつつ- 手垢にまみれた ｢運

動｣と異なる言表/思想財を求める動きが確かにあった｡

例えば､ボランティア推進に大きな役割を果たしてきた興梱寛は ､1970年代当時の日本青年

奉仕協会 (JYVA)について次のように語っている (仁平 2007a)｡彼は 1970年代はじめに､

学生運動が ｢組織間の中でかなり厳しい自己否定や粛清が行われていく｣ため､運動に ｢醒め ｣

ざるをえなかった｡しかし､同時に､社会状況については ｢変えなきやいけないという意識｣

は強かった｡｢ボランティア｣はこの中で､そのアイデンティティの受け皿になったという｡そ

れは彼/女だけではなく､｢全国ボランティア研究集会｣に参加し ｢俺はボランティアなんか嫌

いだ｣と言いっつ､中核的な役割を果すようになる ｢学生運動崩れのや つ｣も同様であったD

彼/女らは､｢ボランティア｣に ｢市民運動なんてものを持ち込んでくる｣ようになる｡

ある言表/思想財に､負の歴史が刻まれ､その象徴的な正当性を失うとき､別の新規な言表

/思想財が､かつての言葉とはズレと反復を孝む形で意味を備給され､生きられていくという

ことがある｡1970年代の ｢ボランティアの増殖｣の中には､｢運動｣という言表を捨てること

で (運動)的な意味論と実践の刷新を図ろうとした系譜があったO現在は ､｢NPO/ボランテ

ィア｣の語は､(運動)の意味論との間には､無視できない距離が広がっていた｡それは､思悲

財としては､(運動)を腫胎させる耐用期間を過ぎていると言った方が､妥当する面が多いので

はないだろうか｡

しかし､｢運動｣の語の否定は､(運動)的なものの否定と同義ではないとしたら､現在､か

っての ｢ボランティア｣のように､(運動)の意味論が刻印された言表/思想財を探すことで､

｢敵対性の封殺｣という結論と異なる現実を開示すること､この可能性は残されている｡

これに関するわれわれの答は､極めて凡庸なものである｡｢市民活動 ｣｢NGO｣という言葉が

それだ｡本章の図 17-3､4､8､9､10､表 17･3などを見る限り､それらは､｢ボランティア｣

や ｢NPO｣とは異なり､｢社会運動団体｣に準じる動きを見せている｡｢非政府｣という立場性

が刻印された ｢NGO｣だけではなく､｢運動｣ではなく ｢活動｣の語を選択する ｢市民活動｣

の言表も- A 氏の言葉通り- その中に (運動)的なものを腔胎する場所となっているとい

うことを示唆しているように思われる｡エルネス ト･ラクラウとシャンタル ･ムフによると､
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差異の体系の象徴秩序としての社会は､縫合しきれない外部をその中に辛みもつ｡その内部の

外部こそが､敵対性- (政治的なるもの)であり､それは抹消しきれるものではない (Laclau

&Mouffe1985-1992)Oこれが深層 ｢構造｣だとしたら､その敵対性は､様々な記号を介し

て､表に現われうるということではないだろうか｡そして､それは､時に敵対性- (政治的な

るもの)なき平滑空間として想定 ･批判される ｢参加型市民社会｣の用語系の中にも､現出す

る｡｢市民活動 ｣｢NGO｣という記号は､敵対性という亀裂が開示しやすい一つの場所なのかも

しれない｡その一方で ｢市民活動｣は､図 17-11にみるように､行政との ｢パー トナーシップ ｣

の値も高い｡｢市民活動｣という記号は､そのいささか凡庸な響きと裏腹に､様々なベク トルを

腫胎させるスキャンダラスな場所になっている可能性がある｡

今後の運動論の課題として､様々な現場において､いろいろな言表や形態のもとに散らばっ

ている (運動的)のかけらを集めて､現在の (運動)の輪郭を浮かび上がらせるということが

あるのではないだろうかOそれは､ NPOを ｢運動｣と外挿的に名指し･言祝ぐことでも､ NPO

≠｢運動｣とやはり外挿的に否定することでもない｡現場から様々な く運動的)なものを丁寧

に拾い上げ､その像と射程を追跡していくこと- それこそが､段階論が失効した現在におい

て､リアルに今を捉えていく唯一の方法ではないだろうかO

引用文献

Castells,M.,1989,T22elhRuq:mab'oBClわ,:LduvmatioDTechDOkgwEcoDOml'cResb･uctzLZ血g

aDdtheUTbGD-RegT'aDalPmcess,0Ⅹford:Blackwell.

Castells,M.,1997,TBePowIBPOfldeDb'餅0Xford:Blackwell.

Foucault,M,. 1978,吹gouvernementalit占}),DksetEcTlts1954-1988Defert,D.&F.Ewald

eds.,Paris:Gallimard.-2000小林康夫ほか訳 ｢統治性 ｣『ミシェル ･フーコー思考集

成第Ⅶ巻』筑摩書房.pp.246-272.

Hardt,Michael&Negri,An tonio,2000,EmpiEle.ThePresidentandFellowsofHa rv ard

College.-2003水嶋一意他訳 『<帝国>- グローバル化の世界秩序とマルチチュ-

ドの可能性』以文社.

Harvey,David2005,ABTT'efHl'sbvyofNeoh'berBEsm.0ⅩfordUniversityPress.-2007渡

辺治監訳 『新自由主義- その歴史的展開と現在』作品社.

樋口直人 ･稲葉奈々子 2004｢グローバ/可ヒと社会運動｣曽良中清司 ･長谷川公一 ･町村敬志 ･

樋口直人編著 『社会運動という公共空間一 理論と方法のフロンティア』成文堂,

pp.190･229.

Lipnack,Jessica&Stamps,Jeffrey1982Ne加軸 RonBernste inAgencylnc.- 1984

正村公宏監訳 『ネットワーキング- ヨコ型情報社会-の潮流』 プレジデント社.

Melucci,Alberto,1989,NomadsoftbePTeSeBi/SoclalMoflemeBtSandfDdl'Tq'dzLalNeeds血

CoBiempovwySocu'e餅Keane,Jolm andMier,Paul. -山之内靖 ･喜堂嘉之 ･宮崎か

すみ訳 1997『現在に生きる遊牧民｢新しい公共空間の創出に向けて-』岩波書店.

Melucci,Alberto ,1996, (遜alleDgizZgCodes/Conecdv eacbbtziDtheiaruTmabloDage,

CambridgeUniversityPress.

道場親信 2005『占領と平和- (戦後)という経験』青土社.

道場親信 2006｢1960-70年代 『市民運動』『住民運動』の歴史的位置- 中断された 『公共

性』論議と運動史的文脈をつなぎ直すために｣日本社会学会 『社会学評論 』pp.240-257.

町村敬志編2007『首都圏の市民活動団体に関する調査- 調査結果報告書』日本学術振興会科

-273-



学研究費 基盤研究 (B)(2(氾5-2008年度)｢市民エージェントの構想する新しい都

市のかたち- グローバル化と新自由主義を越えて ｣200 6年度報告書

丸山真央2007｢団体リーダー層の政治意識- (保守一革新)の現在｣町村敬志編 『首都圏の

市民活動団体に関する調査- 調査結果報告書』 日本学術振興会科学研究費 基盤研

究 (ち)(2005-2008年度)｢市民エージェン トの構想する新しい都市のかたち- グ

ローバル化と新自由主義を越えて｣2006年度報告書 pp.88-93.

丸山真央 ･仁平典宏 ･村瀬博志 2008｢ネオリベラリズムと市民活動/社会運動一一一東京圏の市

民社会組織とネオリベラル ･ガバナンスをめぐる実証分析｣大原社会問題研究所 『大

原社会問題研究所雑誌』602号 pp.51-68.

中野敏男 200 1『大塚久雄と丸山異男-⊥動員,主体,戦争責任』青土社.

仁平典宏 2001｢ボランタリー ･アソシエーション再考のために- 官僚制概念との関係で｣ソ

シオロゴス編集委員会 『ソシオロゴス』25号pp.176-192.

仁平典宏 2004｢ボランティア的行為の (転用)可能性について- 野宿者支援活動を事例とし

て｣東北社会学会 『社会学年報 』33号 pp.1-21.

仁平典宏 2005｢ボランティア活動とネオリベラリズムの共振問題を再考する｣日本社会学会『社

会学評論』56(2) pp.485-499.

仁平典宏 2007a｢『国士』と 『市民』の避退一一十右派の創った 『参加型市民社会』の成立と変

容｣武蔵社会学会 『ソシオロジス ト』9号 pp.111-145.

仁平典宏 2007b｢『運動かパー トナーシップか』の二者択一を超えて-⊥諸団体の布置と関係 ｣

町村敬志編 『首都圏の市民活動団体に関する調査- 調査結果報告書』日本学術振興

会科学研究費 基盤研究 (B)(2005-2008年度)｢市民エージェントの構想する新し

い都市のかたち- グローバル化と新自由主義を越えて ｣2006年度報告書 pp.32-37.

仁平典宏 2008『｢ボランティア｣の意味論の変容過程と機能に関する社会学的研究- 福祉国

家の形成/再編及びネオリベラリズムとの関係に着目して』(博士論文)

Rose ,Nikolas,1999,BoweysofFIleedom:ReBIBBZiHgPOL'b'cBltbougLt,Polity.

酒井隆史 2(氾1『自由論- 現在性の系譜学』青土社.

酒井隆史 2004『暴力の哲学』河出書房.

Sampson,R.J.,D.McAdam ,H .MacIndoe,andS.WefferElizondo,2005,"CivilSociety

Reconsidered:TheDurableNatureandCommunityStructureofCollectiveCivic

Action," AR2erl'catZtToumalofS oclology111(3):673-714.

渋谷望2003 『魂の労働- ネオリベラリズムの権力論』青土社.

渋谷望 2004｢(参加)-の封じ込めとしての NPO- 市民活動と新自由主義 ｣『都市問題』

95(8):35-47.

Sinha,S.,2005,L'NeoliberalismandCivilSociety:ProjectandPossibilities,"A.Saad-Filho

andD.JolmstonedsリNeob'bemll'sm:ACTl'b'CalReader,I j)ndon:Pluto:163-9.

Tarrow,Sidney,1998,PowerlizMoTlemeD ろCambridgeUniversityPress.-2006大畑裕嗣

監訳 『社会運動のカー一一一集合行為の比較社会学』彩流社.

Tour aine,Alan ,1968,LaRZOut19meDtdemal'oulecommum'smezLb?pl'qzLe,Paris:Seuil.

=1970寿里茂 ･西川潤訳 『現代の社会闘争- 五月革命の社会学的展望』日本評論社.

Touraine,Alan ,1978,LaVolketleRegal･d,Paris:Seui1. -1983梶田孝道訳 『声とまなざし』

新泉社.

Touraine,Alan ,1980,L'apye'3-Soc･1'all'sme,GrassetetFasquelle.-1982平田清明 ･清水耕一

-274-



訳 『ポス ト社会主義』新泉社.

1 道場は､この議論の例として､牛山久仁彦 (2003､2004)や高田昭彦 (2001､2004)を挙

げている (道場 2006:243)0

2 ｢統治性 (governmentality:gouvernementali ti)｣はフーコーの概念であり､｢諸々の制度､

諸々の手続きと分析と考察､計算､そして戦術からなる全体 ｣(you.cault1978-2000:270)

と定義されるOフーコー自身は､これはいわゆる生-権力と結びつけて用いるのだが､近年は､

この概念を鍛え直し､それぞれの時代の人々が､それぞれのやり方で他者と自己を方向づける

合理性といった広義の意味で用いることが多い｡これを踏まえた上で､本報告では､｢統治的合

理性｣という訳語を用いる｡

3 次の言明を参照のこと｡

物 紛争の本質をあっとぼっきク魔窟する言葉傭 湖 (･･腐骨 ･廃炉 ･磨 裾 者t
いj言夢であるo それゆえ 今好の紛争 乙 と<lr鰍 あの tい2' よク紘 密会脅 ･一文准

上汐･鰍 あのカニ この節 舞 資本主義 (fの邑69 ) にかげられた めの-円貨凌ぐ､まずテク

ノクラシーにノ帝げろれPL-邑のだったJ(Ta血 e1968--1970･･10-ll)0

4 /プログラ ム倍よれた産会鑑 腰節のm e) G t i,て孝之らね この密会が 適しtす る行動欝

式ぼ､庶務および投資のための 努力というよク邑むL, ろ､コミュニケ-シ=ン厳かを願 す る

よj /J徴 のであ るo こうLえ変把を､促寿の鹿野の単をa 腐 鉾t超 停L,TL,まい ､ノ野

上萌配 慮居や硬膏の遅発tい2'ふ j lr受 jJ摩ってぼならかloJ(Ta血 e1978-1983/27)

機 牒ばあぼ鰍 邑のきみなされた鰍 臓 L,/J<なるD そL,てテーラー ･

シヌデムが衛 L でいえクン ･ベスF･クエイ､す 唐わら啓一.滋彦の方 彦tいjあの豹賢Cる

あのIf邑ぼや穿あいをLlo 戯 こ慶善倣 今Hで玖 顔直径をで きaかぎク凌ぐ L,PL-者

彪 欝であるt/囲われているD鰍 邑ぼや棚 田L,て舶 らず 変革を助長す るあのとな

らぬばならないoj(Tout: Bide1980-1952/105)

/すなわち､身分5身の変革を舛劾 )ら受if tるのでぼな<､みダ労ユらこ俄 産み B L,て
●●●●●- ●●●-●●■●●▼ ●●●▼●

い右 隅 ､彪 u) 房だ会 において紘 虜L,L皮 倍t生産および裡会棚 の新L, L腰鳩己が称

y- Fの 戚壇弘=庶 屠され ているこtであ a o i,かあごの勝 二p- jt紘 彪たち o Gでぼその

大部分ガ棚 lrtどまクつづけTいる ､tいjこtてミあ るoこのよjて洛 っえからこそ､

,I/:,L･''/轟′'十二ゴア･T=ゾ JI ･:-I,Ill:チ: ::-～､■,iJI/､:I- L･:/I,'/工と-/i･材,.:F･･lJi//･･,′一'',: /I:..[ !,:･lJ'/ .情 ′:lLL::-t,)T ト.,:I,､

つまク友欄 カぼ身分たちのMZijl.かつ T身分たちが瀞 2'新野をあっ ていた解β69mとぼ

すでに違っている､tい2'こtに京づかか ､の であaoJ(TouzI BizZe1980-1淵 /11 7-118 伊

.fEg/ B%)

5 この概念 ･用語は､成元哲の指摘によるO本稿と､成の概念は力点の置き方が異なる部分も

あるが､｢新しい社会運動｣論の ｢先｣をどう考えていこうかという問題意識は､この語のもと

で共有している｡

6 1990年代の トウレ-ヌやその後継者たちは､このような変化に照準を合わせて､運動論を
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再構築しているOまたカステル (Castells1997)は､｢ネットワーク社会｣という概念を前面

に据えながら､その再帰性の克進に対抗しうる ｢共同体｣概念を鍛え直しながら ､運動論を組

み立てている｡トウレ-ヌ派やカステルの近年の運動論の展開については､樋口･稲葉 (2004)

を参照のこと0

7 マックアダムたちのアメリカの文脈における研究によると､抗議行動は減ったというより､

抗議行動も非争議的な活動も行 う-イブ リッド型の団体が増えたと考えるべきである

(Sa皿pSOnet al.2005) 0

8 この結論は､相川 (2007) ､村瀬 (2007) ､仁平 (2007b) ､丸山 ･仁平 ･村瀬 (2008) と共

有している｡

9 このデータを用いた上での同様の指摘は､相川 (2007) ､村 瀬 (2007) ､仁平 (200 7b)によ

ってもなされている｡
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